
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７ 電子情報入出力機器 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

   

   
 

参考分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
８ 

定義 

 Ｈ７には、音響、映像、文字等の視聴覚情報を電子情報に、又はその逆に変換して、入出力する機器を分

類する。 

 Ｈ７内における分類付与の優先関係は、Ｈ７－７を最優先、以下降順を原則とする。 

 Ｈ６（処理・記憶機器）とＨ７（入出力機器）との分類付与の優先関係は、Ｈ７優先を原則とする。 

 

・ Ｈ７－０    その他の電子情報入出力機器 

・ Ｈ７－１代  その他のデータ入出力機等 

・ Ｈ７－２代  音響情報入出力機器 

・ Ｈ７－３代  無線通信機・探知機等 

・ Ｈ７－４代  電話機等 

・ Ｈ７－５代  紙データ入出力機等 

・ Ｈ７－６代  映像情報入出力機器 

・Ｈ７－７代  電子計算機等 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

電子情報を制御、記憶する機器や、電気信号を他の電気信号に変換する機器は、Ｈ６に分類する。 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－０ その他の電子情報入出力機器 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－６ 全 カード検索機 

Ｈ３－０ 一 その他の通信機械器具 

Ｈ４－０ 一 その他の音声周波機械器具及び映像周波機械器具 

Ｈ５－０ 一 その他の電子計算機等 
 

参考分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

カード検索機   

   

   

   
８ 

定義 

 Ｈ７－１０～７９２に分類されない、その他の電子情報入出力機器を分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７―１０ その他のデータ入出力機器等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

新規   

   
 

参考分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
 

定義 

Ｈ７－１代には、音響、映像、文字以外の情報を入出力する機器を分類する。 

 

・Ｈ７－１０ ：下位の展開にあてはまらないもの 

・ Ｈ７－１１０：ガス漏れ、電子機器等の異常の情報を入出力する機器 

・ Ｈ７－１２０：他の機器を操作するための情報を入出力する機器 

・ Ｈ７－１３０：パソコン等に電子情報を入出力するための機器 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１１０ 監視用機器 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ１－５６１ 全 火災用感知器等 

Ｈ２－６０ 一 制御用機器、操作用機器又は監視用機器 

Ｈ２－６１ 一 制御用機器又は操作用機器 

Ｈ２－６１Ａ 一 制御用機器又は操作用機器（垂直床設置型） 

Ｈ２－６１Ｂ 一 制御用機器又は操作用機器（卓型及びスタンド型） 

Ｈ２－６３ 一 監視用機器 

Ｈ２－６３Ａ 一 監視用機器（小型及び卓上型） 

Ｊ６－３０ 一 防災用機器 

Ｊ６－３２ 全 防災用受信盤 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－５３００ＡＡ 配線用開閉器（押しボタン型）  （非常用押しボタン） 

Ｈ１－５５００ 検出スイッチ、検出器及び感知器 

Ｈ１－５５４０ 光電スイッチ又は光電検出器 

Ｈ２－５０～５９２ 配電盤、制御盤等 

Ｈ７－１２１０ 操作用機器（壁埋込み・壁取付型） 

Ｈ７－２３１ ブザー等 

Ｈ７－６２４０～６２４６ データ表示機 

Ｈ７－７１～７２５ 表示機付き電子計算機等 

Ｊ１－４００ 電気測定器等 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

火災用感知器 煙感知器 ガス漏れ感知器 

プロセス用制御卓 火災表示器 冷蔵庫用異常警報監視器 

盗難警報器 ガス漏れ警報器 防犯警報器 

電力計器集合盤 防災用受信盤 火災報知設備用受信盤 
８ 

定義 

 ビル管理、工場管理関係などの広域、大規模な防災管理関連機器のうち、独立して管理、監視用に構成

されたもの。①～③のような火災、地震、盗難、ガス漏れ等の防災、防犯用受信機、監視機、監視制御機、

監視制御卓、監視卓、火災警報機等、監視のみ行うものから、監視及び操作まで行うものを含む。 

 

① 種々の機器の設備状況、及び運転状況を示す機器。主として、指示計器の集合体、機器用異常監視

器。 

② 種々の機器の設備状況及び運転状況や、火災・人災などの災害事故を示し、状況に応じて操作スイッチ

により正しい処置を行なうための機器。 

③ 火災・人災などの災害事故を感知して、警報を鳴らす機器。 

＜Ｄタームの概要＞ 

Ａ～Ｄにあてはまらないものは、Ｄタームを付与しない。 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

Ａ：床置型 

Ｂ：卓上型 

Ｃ：壁取付型  

Ｄ：小型 

船舶推進装置用操作卓 
登録 1106582 

 

制御機付キャビネット 
登録 1122767 

 

送受信機用アンテナ 
登録 1125686 

 

監視機 
登録 1123565 

 

通信司令用操作卓 
登録 1151022 

 

現金自動預入支払機用監視端末機 
登録 1037503 

 

 

消火設備制御盤 
登録 1084703 

 

機器状態表示操作器 
登録 1140970 

 

警備用コントローラー 
登録 1139167 

 

指示表示器 
登録 1170908 

 

車上盗難防止用警報器 
登録 1170110 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

■制御機、操作機との関係■ 

・電流の開閉を制御するための配電盤、制御盤はＨ２－５０。 

・プログラム設定することにより、感知した事象を、管理的・計画的に制御するための制御器（プログラム設

定制御 

 器）は、Ｈ２－６００。感知した事象を人為的に操作する機器はここに。 

・監視及び操作するものはここに、操作のみ行うものはＨ７－１２０～１２２。 

・物品名が「電子計算機用演算制御機」であれば、Ｈ６－６（電子計算機用中央処理機）へ。 

 

■検知器との関係■ 

・ 火災・ガスもれ等を感知する機器のうち、センサーのみはＨ１－５５００～５５８。 

・検出したデータを電送する機器はＨ６－２０へ。 

 

■保安機器との関係■ 

・ 非常用押ボタン（押圧すると警報が鳴るもの）は、 

  壁埋込型（前面に保護板が付いているものを含む）はＨ１－５３００ＡＡ、携帯型はＨ７－２３１。 

 煙等を感知して警報を鳴らすものはここに。 

・ 監視用カメラはＪ３－２３０。 

・ 監視用機器と形状及び機能において関連のないモニターは、データ表示機（Ｈ７－６２代）。 

・ビル、部屋等の入り口に設置される、カードリーダー付き入室者管理機（生体認証機付き含む）は、 

 Ｈ６－５４１（カードリーダー）へ。 

・生体認証機のみはＨ７－１３０（操作キー付きはＨ７－１３１）。 

・万引き防止用タグ等の防犯防災用機器はＪ６－３００。ただし店の出入り口に設けられる受信機はここに。 

・消火器はＪ６－３１０。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

・ 床置型はＤターム「Ａ」、卓上型は「Ｂ」、壁取付型は「Ｃ」、小型は「Ｄ」をそれぞれ付与する。 

・ 屋外に設置する大型のもの等、いずれのＤタームにも該当しないものには、Ｄタームを付与しない。 

 

過去に分類した物品の名称 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１１０ Ａ 床置型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６１ 一 制御用機器又は操作用機器 

Ｈ２－６１Ａ 一 制御用機器又は操作用機器（垂直床設置型） 

Ｈ２－６１Ｂ 一 制御用機器又は操作用機器（卓型及びスタンド型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－２０ＡＡ 通信装置用基本的機器（床置型） 

Ｈ６－３２ 、Ｈ６－３３ 音声調整器、映像調整機器 

Ｈ６－６ 電子計算機用中央処理機 

Ｈ７－６２１ 一組のテレビ受像機セット 

Ｈ７－６２４１ＡＡ ブラウン管型データ表示機（支持具有り） 

Ｈ７－６２４２ＡＡ パネル型データ表示機（支持具付き） 

Ｈ７－６２４６ 複数映像表示部付き型データ表示機 

Ｈ７－７１ 一組の電子計算機セット 

Ｈ７－７２１ 表示機付き電子計算機等（床置型） 

Ｄ７－１４０～１４２ テーブル、机、カウンター 
 

定義（図例必須） 

監視用機器のうち、床に設置して使用するもの。卓型を含む 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 調光操作卓等、操作のみ行うものは、操作用機器・床置用（Ｈ７－１２０Ａ）へ。 

・ 他の機器を操作・制御する機器はここに、汎用性のある電子計算機は表示機付き電子計算機（Ｈ７－７２

代）へ。 

・ 他の監視用機器と形状及び機能において関連のないモニターは、データ表示機（Ｈ７－６２代）へ。 

・ 「卓」については、説明及び図面から機器が組み込まれていると判断できるものはここに、単なる卓（＝

テーブル）は、Ｄ７－１４０～１４２に分類する。 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

表示機の付いている卓は監視するための卓とみなしここに含む。 

調光卓のように明らかに操作のみおこなうものはＨ７－１２０Ａ。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には、Ａを最優先、以下

昇順に付与する。 

Ｂ 卓上型 

Ｃ 壁取付型 

Ｄ 小型  
９ 

過去に分類した物品の名称 

～用監視卓 ～用制御卓 ～用操作卓 

 

船舶推進装置用操作卓 
登録 1106582 

 

制御機付キャビネット 
登録 1122767 

 

送受信機用アンテナ 
登録 1125686 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１１０ Ｂ 卓上型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６１ 一 制御用機器又は操作用機器 

Ｈ２－６１Ｂ 一 制御用機器又は操作用機器（卓型及びスタンド型） 

Ｈ２－６３ 一 監視用機器 

Ｈ２－６３Ａ 一 監視用機器（小型及び卓上型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４代 データ表示機 

Ｈ７－７１ 一組の電子計算機セット 

Ｈ７－７２３ 表示機付き電子計算機等（卓上型） 
 

定義（図例必須） 

監視用機器のうち、卓の上に置いて使用するもの。脚のないものや、底部に滑り止めの付いたものを含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には、Ａを最優先、以下

昇順に付与する。 

Ａ 床置型 

Ｃ 壁取付型 

Ｄ 小型  
 

過去に分類した物品の名称 

冷蔵庫用異常警報監視器   

   

 

監視機 
登録 1123565 

 

通信司令用操作卓 
登録 1151022 

 

現金自動預入支払機用監視端末機      

登録 1037503 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１１０ Ｃ 壁取付け型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６０ 一 制御用機器、操作用機器又は監視用機器 

Ｈ２－６１ 一 制御用機器又は操作用機器 

Ｈ２－６３ 一 監視用機器 

Ｊ６－３０ 一 防災用機器 

Ｊ６－３２ 全 防災用受信盤 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ２－５０ 配電盤、制御盤等 

Ｈ２－５３ 分電盤 

Ｈ７－１２１０ 操作用機器（壁埋込み・壁取付け型） 
 

定義（図例必須） 

監視用機器のうち、壁に取り付けて使用するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 特に操作部がなく小型のものは、Ｄ：小型を付与する。 

・ 電流の開閉を制御するための配電盤、制御盤はＨ２－５０。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には、Ａを最優先、以下

昇順に付与する。 

Ａ 床置型 

Ｂ 卓上型 

Ｄ 小型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

防災用受信盤   

   

 

消火設備制御盤 
登録 1084703 

 

機器状態表示操作器 
登録 1140970 

 

警備用コントローラー 
登録 1139167 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１１０ Ｄ 小型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ１－５６１ 全 火災用感知器等 

Ｈ２－６１ 一 制御用機器又は操作用機器 

Ｈ２－６３ 一 監視用機器 

Ｈ２－６３Ａ 一 監視用機器（小型及び卓上型） 

Ｊ６－３０ 一 防災用機器 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－５３００ＡＡ 配線用開閉器（押しボタン型） 

Ｈ１－５５００Ａ 検出スイッチ、検出器及び感知器（天井、壁取付型） 

Ｈ７－２３１ ブザー等 
 

定義（図例必須） 

監視用機器のうち、小型で、壁や機器、物、車両等に取り付けるもので、特に操作部を具備しないもの。 

主に火災・人災などの災害事故を感知する機器のうち完成体を含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 非常用押ボタン（押圧すると警報が鳴るもの）は、 

  壁埋込型（前面に保護板が付いているものを含む）はＨ１－５３００ＡＡ、携帯型はＨ７－２３１へ。 

・商品に取り付ける防犯タグは、センサーを内蔵しているか否かを問わず、Ｊ６－３００へ。 

 

■検知器との関係■ 

・ 火災・ガスもれ等を感知する機器のうち、センサーのみはＨ１－５５００～５５８。 

・ 検出したデータを電送する機器はＨ６－２０へ。 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

・壁に取り付けて、監視及び操作するものは、Ｃ：壁取付型を付与する。 

・屋外に設置するもの等、いずれのＤタームにも該当しないものには、Ｄタームを付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には、Ａを最優先、以下

昇順に付与する。 

Ａ 床置型 

Ｂ 卓上型 

Ｃ 壁取付型  
 

過去に分類した物品の名称 

火災用感知器 煙感知器 ガス漏れ警報機 

   

 

指示表示器 
登録 1170908 

 

車上盗難防止用警報器 
登録 1170110 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１１９ 監視用機器部品及び付属品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６１ 一 制御用機器、操作用機器又は監視用機器 

Ｈ２－６３ 一 監視用機器 

Ｈ２－６３Ａ 一 監視用機器（小型及び卓上型） 

Ｊ６－３９ 一 防災用機器部品及び付属品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－１２９ 操作用機器部品及び付属品 

Ｈ１－５４００ 配線用開閉器（押しボタン型） 

Ｈ１－５５００ 検出スイッチ、検出器及び感知器 

Ｈ２－５９１ 配電函等 

Ｆ３－３４０ 表示紙 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

防犯警報器収納容器 火災報知器用ベース  

   
 

定義 

監視用機器にのみ使用される構成部品及び付属品を分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠 

火災感知器用接続器（ソケット）は、Ｈ１－３４４４ 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

排気ガス経路切替機用表示盤 

登録 1084869 

 

防犯警報器収納容器 

登録 1179933 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１２０ 操作用機器 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６０ 一 制御用機器、操作用機器又は監視用機器 
Ｈ２－６１ 一 制御用機器又は操作用機器 
Ｈ２－６１Ａ 一 制御用機器又は操作用機器（垂直床設置型） 
Ｈ２－６１Ｂ 一 制御用機器又は操作用機器（卓型及びスタンド型） 
Ｈ２－６１Ｃ 一 制御用機器又は操作用機器（卓上型） 
Ｈ２－６１ＣＡ 一 制御用機器又は操作用機器（卓上・正面操作型） 
Ｈ２－６２Ｆ 全 小型制御用機器又は小型操作用機器（カーペット取付型） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－５３００ 配線用開閉器 

Ｈ１－５４００ 制御用操作スイッチ 

Ｃ６－４４９１５ こんろ用操作盤 

Ｅ１－６３６０ 操縦おもちゃ 

Ｅ２－２１２ ゲーム器 

Ｊ７－３００ 診断用機械器具：医療用機器の操作器 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

映像及び音響機器用セレクター 電気カーペット用操作器 調光操作卓 

   
８ 

定義 

  Ｈ７－１２代には、赤外線や電気コードを介して送る電気信号で、機器を人為的に操作（切換、調整等）す

るための、操作用機器を分類する。操作態様は、押ボタン、ダイヤル、スライド等各種含まれる。 

 

 Ｈ７－１２０ 下位の展開に含まれないものを分類する。 

       （床置型、機器に電源コードやコネクタ等で取り付けるもの、足で操作するもの等） 

 Ｈ７－１２１ 壁埋込型又は壁取付型 

 Ｈ７－１２２ 小型（手の平サイズで、主として手に持って操作するもの） 

Ｈ７－１２０ Ｄタームを付与しないもの 

ゲーム機用操作機 
登録 1068536 

 

映像機器及び音響機器用 
セレクター 
登録 1167908 

 

登録 1123052 
映像及び音響機器用セレクター 
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   Ａ：床置型                Ｂ：卓上キーボード型        Ｃ：カーペット用 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

■制御機、操作機との関係■ 

・電流の開閉を制御するための配電盤、制御盤はＨ２－５０。 

・プログラム設定することにより、感知した事象を管理的・計画的に制御するための自動制御器 

 （プログラム設定制御器）は、Ｈ２－６００。感知した事象を人為的に操作する機器はＨ７－１１０。 

・監視及び操作するものはＨ７－１１０に、操作のみ行うものはここに。 

・物品名が「電子計算機用演算制御機」であれば、 Ｈ６－６（電子計算機用中央処理機）へ。 

 

■他の制御用操作スイッチとの関係■ 
◎基本的な考え方 
  制御する対象が明確で、そのものの分類がある場合は、そのものの分類か、その付属品の分類になる。 

 

・ 照明器具や機器への電力供給を開閉する配線用開閉器（壁に取付けるもの）はＨ１－５３００ 

  ただし、ワイヤレスのスイッチはＨ７－１２代に分類する。 

・機器への電源を開閉するスイッチ素子（機器に組み込むもの）はＨ１－５４００ 

・足でＯＮ／ＯＦＦするスイッチ（例えば、ミシン用や音響機器用）は、Ｈ１－５２３（足踏みスイッチ） 

  ただし、足で操作（切換、調整等）するもの（例えば、ゲーム機用のマット型操作機）は、ここに含む。（※） 

・風呂釜用遠隔操作器（ワイヤー等で機械的に制御）は、Ｄ５－３３９０ 

・機器に埋め込むコントローラー部は、基本的にそれぞれの部品分類へ。・・・・・図例１ 

 その他、医療用リモートコントローラーはＪ７台各分類へ。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

※汎用性のあるゲーム機に接続してゲームをコントロールする操作機はＨ７－１２代に含むが、 

  形状がトレーニングバイク型であり、ゲーム用ながらトレーニングを目的の一つとするものは、 

  Ｅ３－０１００（身体鍛錬器具）に分類した。 

  また、銃型のゲーム機用コントローラーはＥ１－６８１０（銃おもちゃ）へ。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

調光操作卓  登録 1141108 

 

 

調光用操作卓   
登録 1126507 
 

 

電気カーペット用 
コリモートントローラー 
登録 1118172 

 

 

図例１ Ｃ６－４４９１５へ 
登録 1137729 
電磁誘導加熱調理器用リモートコントローラ 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２０ Ａ 床置型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６１ 一 制御用機器又は操作用機器 

Ｈ２－６１Ａ 一 制御用機器又は操作用機器（垂直床設置型） 

Ｈ２－６１Ｂ 一 制御用機器又は操作用機器（卓型及びスタンド型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－２０ＡＡ 通信装置用基本的機器（床置型） 

Ｈ６－３２ 音声調整機器 

Ｈ６－３３ 映像調整機器 

Ｈ７－１１０Ａ 監視用機器（床置型） 

Ｈ７－６２４１ＡＡ ブラウン管型データ表示機（支持具有り） 

Ｈ７－６２４２ ＡＡ パネル型データ表示機（支持具付き） 

Ｈ７－６２４６ 複数映像表示部付きデータ表示機 

Ｈ７－７１ 一組の電子計算機セット 

Ｈ７－７２１ 表示機付き電子計算機等（床置型） 

Ｄ７－１４０～１４２ テーブル、机、カウンター 
 

定義（図例必須） 

操作用機器のうち、床に設置して使用する大型のもの。 

明らかに操作のみ行う卓に付与する。主に調光用。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

「監視卓」、「制御卓」は、Ｈ７－１１０Ａへ。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

モニターの付いている卓は監視するための卓とみなしＨ７－１１０Ａに。 

調光卓のように明らかに操作のみおこなうものはここに含む。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｂ 卓上キーボード型 

Ｃ カーペット用 
 

過去に分類した物品の名称 

   

 

調光操作卓 
登録 1141108 

 

 

操作卓 
登録 1104615 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２０ Ｂ 卓上キーボード型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６１Ｃ 一 制御用機器又は操作用機器（卓上型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－１１０Ｂ 監視用機器（卓上型） 

Ｈ７－１３１ キーボード入力機 
 

定義（図例必須） 

 操作用機器のうち、卓上で使用する、板状の筐体に操作用ボタン等が多数並んだ、キーボード型のもの。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

パソコン用キーボードは、Ｈ７－１３１へ。 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 床置型 

Ｃ カーペット用 
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

パーソナルコンピュータ用 
コントローラ 
登録 1151029 

 

放送用制御機 
登録 1137103 

 

調光用操作卓 
登録 1126507 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２０ Ｃ カーペット用 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６２Ｆ 全 小型制御用機器又は小型操作用機器（カーペット取付型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－５３００ 配線用開閉器 

Ｃ１－３１０ じゅうたん等：電気カーペット 
 

定義（図例必須） 

操作用機器のうち、電気カーペットなどに、カーペット等を挟持する方法で取付けるタイプのもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

物品名が「電気カーペット用コントローラー」であるものは、殆どのものがカーペットを挟持するものと考えら

れるが、カーペットにコードで接続するものがあれば、Ｈ７－１２２（小型携帯型）へ。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 床置型 

Ｂ 卓上キーボード型 
 

過去に分類した物品の名称 

電気カーペット用リモートコントローラー  

  

 

電気カーペット用 
コントローラー 
登録 1148059 

 

電気カーペット用 
コリモートントローラー 
登録 1118172 

 

 

電気カーペット用 
コリモートントローラー 
登録 1167911 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２０ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６０ 一 制御用機器、操作用機器又は監視用機器 

Ｈ２－６１ 一 制御用機器又は操作用機器 

Ｈ２－６１Ｃ 一 制御用機器又は操作用機器（卓上型） 

Ｈ２－６１ＣＡ 一 制御用機器又は操作用機器（卓上・正面操作型） 

Ｈ２－６２Ｆ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（カーペット取付型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

Ｈ７－１２０の操作機用機器のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ 単に数字のみを表したものには付与せず、グラフ、図形、文字、アイコン等と共に表されているものにのみ

付与する。 

・ 参考図、必要図を問わず付与する。 

・ ただし、画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１２１０ 操作用機器（壁埋込み、壁取付け型） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６１Ｄ 一 制御用機器又は操作用機器（取付け型及び壁埋込み型） 

Ｈ２－６１ＤＡ 一 制御用機器又は操作用機器（取付け及び壁埋込み型・操作部付き） 

Ｈ２－６１ＤＡＡ 一 制御用機器又は操作用機器（取付け型及び壁埋込み型・住宅設備制御器

型） 

Ｈ２－６１ＤＡＢ 一 制御用機器又は操作用機器（取付け及び壁埋込み型、調光器型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－５３００ＡＡ／Ｃ 配線用開閉器・押しボタン型／フラッシプレート付き 

Ｈ１－５５００ 検出スイッチ、検出器及び感知器 

Ｈ２－５０～５９２ 配電盤、制御盤等 

Ｈ７－１１０Ｃ 【監視用機器】壁取付型 

Ｈ７－６２４４Ｂ 埋込み・取付け型データ表示機（壁埋込み・取付け型） 

Ｈ７－７２２ 表示機付き電子計算機等（取付け型） 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

調光器 エアーコンディショナー用操作器  

   
 

定義 

  機器を人為的に操作（切換、強弱調整等）する操作用機器のうち、壁に埋込んだ状態又は壁に取り付け

た状態で使用するもの。 

調光器付スイッチ 
登録 883581－010 

 

便所用局部洗浄器リモートコント

ローラー 
登録 1151662 

 

吸収式冷温水機用制御盤 
登録 1150414 

 

操作用スイッチ 
登録 1141268 

 

給湯器用操作盤 
登録 1125224 

 

調光器 
登録 1155486 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

・防災用受信盤等、壁埋込型・壁取付け型の監視用機器（監視及び操作）は、Ｈ７－１１０Ｃへ。・・・・・図例１ 

・調光器のスイッチ素子は、Ｈ１－４２２（可変抵抗器）又はＨ１－５４００Ｄ（制御操作用スイッチ：回転型）へ。 

・ 照明器具や機器への電力供給をＯＮ／ＯＦＦする、壁埋込み・壁取付け型のスイッチは、Ｈ１－５３００（配

線用開閉器）へ・・・・・図例２   ただし、照明や換気扇の強弱調整をするものはここに。 

・機器に埋め込むものは、基本的にそれぞれの機器に分類する。 

 例えば、こんろ用操作盤はＣ６－４４９１５へ。・・・・・図例３ 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

・工作機械（K７－１台）の制御盤とそれに類するものは、取付け型、機器埋め込み型であってもＨ７－１２１０

に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

図例２ Ｈ１－５３００ Ａへ 
登録 1171243 
便器洗浄弁用リモートコントロー

ルスイッチ 

 

図例１  Ｈ７－１１０Ｃへ 
登録 1084703  
消火設備制御盤 

 

図例３ Ｃ６－４４９１５へ 
登録 1137729 
電磁誘導加熱調理器用 
リモートコントローラ 

 

図例 取付け型の例 Ｈ７－１２１０ 
登録 1277313 
工作機械用操作盤 

図例 埋め込み型の例 Ｈ７－１２１０ 
登録 1561462 
工作機械制御用操作盤 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２１０ Ａ 表示部操作型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６１Ｄ 一 制御用機器又は操作用機器（取付け型及び壁埋込み型） 

Ｈ２－６１ＤＡ 一 制御用機器又は操作用機器（取付け及び壁埋込み型・操作部付き） 

Ｈ２－６１ＤＡＡ 一 制御用機器又は操作用機器（取付型及び壁埋込み型・住宅設備制御器型） 

Ｈ２－６１ＤＡＢ 一 制御用機器又は操作用機器（取付け及び壁埋込み型、調光器型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４４Ｂ 埋込み・取付型データ表示機（壁埋込み・取付型） 

Ｈ７－７２２ 表示機付き電子計算機等（取り付け型） 

  
 

定義（図例必須） 

壁埋込み・壁取付型の操作用機器のうち、タッチパネル式のもの。 

（※タッチパネル：液晶パネルのような表示装置の画面を押すことで機器を操作する入力装置。） 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

具体的表示のあるものは、「Ｇ：具体的表示あり」も併せて付与する（参考図含む）。 

 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

タッチパネル式で、かつボタン群を有するものにも付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｈ７－１２１０ Ａ、Ｇ 
エアーコンディショナー用制御盤 
登録 1150823 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２１０ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６１Ｄ 一 制御用機器又は操作用機器（取付け型及び壁埋込み型） 

Ｈ２－６１ＤＡ 一 制御用機器又は操作用機器（取付け及び壁埋込み型・操作部付き） 

Ｈ２－６１ＤＡＡ 一 制御用機器又は操作用機器（取付型及び壁埋込み型・住宅設備制御器型） 

Ｈ２－６１ＤＡＢ 一 制御用機器又は操作用機器（取付け及び壁埋込み型、調光器型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

壁埋込み・壁取付型の操作用機器のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

参考図、必要図を問わず、具体的な画面表示があるものに付与する。 

数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

ただし、画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

H7-1210 A、G 

エアーコンディショナー用制御盤 

登録 1150823 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１２１１ エレベーター用操作盤 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６１ＤＡＣ 一 制御用機器又は操作用機器 （取付け及び壁埋込み型・エレベーター操作型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｇ１－１１０ エレベーター 

Ｈ１－０４ 電気電子機器用つまみ及び取手 

Ｈ１－５３００ＡＡ 配線用開閉器（押しボタン型） 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

エレベーター用操作盤 エレベーター用操作器  
 

定義 

  壁に取り付けて使用する操作用機器のうち、エレベーターのかごを操作するために使用する、 

以下①、②のような操作器を分類する。 

  ①乗り場に取付けられるものであって、エレベーター位置表示が階床を表わす数字で表わされるもの。 

  ②エレベーターかご内に取付けられるものであって、各階選択スイッチが複数個配設されているもの。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

  スイッチ素子は、Ｈ１－５３００へ。  つまみは、Ｈ１－０４へ。      階床表示器は、Ｆ５－１００へ。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

・物品名が「エレベーター用操作盤」、「エレベーター用操作機」であれば、全てここに分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

 

エレベーター用操作盤 
登録 1127956 

 

エレベーター用操作盤 
登録 1139367 

 

エレベータ用操作盤 
登録 1126214 

 

エレベーター用呼出しボタン 
登録 1085092 

 

エレベーター用ボタン 
登録 952767 

 

エレベーター用階床表示器   
登録 1155202 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２１１ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６１ＤＡＣ 一 制御用機器又は操作用機器（取付け及び壁埋込み型・エレベーター操作

型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

エレベーター用操作盤のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ 単に階を表す数字のみを表したものには付与せず、グラフ、図形、文字、アイコン等と共に表されているも

のに付与する。 

・ 参考図、必要図を問わず付与する。 

・ ただし、画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

エレベーター用操作盤 

登録 1127956 
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 1

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１２２ 操作用機器（小型携帯型） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６０ 一 制御用機器、操作用機器又は監視用機器 

Ｈ２－６１ 一 制御用機器又は操作用機器  

Ｈ２－６１Ｂ 一 制御用機器又は操作用機器（卓型及びスタンド型） 

Ｈ２－６２ 全 小型制御用機器又は小型操作用機器 

Ｈ２－６２Ａ 全 小型制御用機器又は小型操作用機器（押しボタン操作型） 

Ｈ２－６２Ｂ 全 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイヤル操作型） 

Ｈ２－６２Ｃ 全 小型制御用機器又は小型操作用機器（スライド操作型） 

Ｈ２－６２Ｄ 全 小型制御用機器又は小型操作用機器（多方向操作型） 

Ｈ２－６２Ｅ 全 小型制御用機器又は小型操作用機器（側面ダイヤル操作型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ１－６３６０ 操縦おもちゃ 

Ｅ２－２１２ ゲーム器 

Ｈ１－５３００ＡＡ 配線用開閉器（押しボタン型） 

Ｈ１－５５００ 検出スイッチ、検出器及び感知器 

Ｊ７－３００ 診断用機械器具 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

テレビ受像機用リモートコントローラー テープレコーダー用リモートコントローラー 

エアーコンディショナー用リモートコントローラー 模型用操縦器 

ゲーム機用操作機 リモコンキー 
８ 

定義 

 赤外線や電気コードを介して送る電気信号で、機器を人為的に操作（切換、調整等）する操作用機器のう

ち、手の平サイズで持ち運び可能、操作の際は主として手に持って操作するものを分類する。  

 壁に掛けて使用できるものも含む。 

意匠登録第 1146943 号 

マッサージ機用リモートコントローラー 

 

 

意匠登録第 1185287 号 

リモコンキー 

 

水生動物用水槽の 

温度制御機 

登録 1120316 

意匠登録第 1103245 号 

時計付光磁気ディスク 

プレーヤー用 

リモートコントローラー 
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 2

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

■他のコントローラーとの関係■ 

・ 足で操作（切換、調整等）するもの（例えば、ゲーム機用のマット型操作機）は、Ｈ７－１２０へ 

・ 医療用リモートコントローラーのうち小型携帯型はＨ７－１２２へ。 

・ 風呂釜用遠隔操作器（ワイヤー等で機械的に制御）は、Ｄ５－３３９０へ。 

 

■スイッチとの関係■ 

・ 足でＯＮ／ＯＦＦするスイッチ（例えば、ミシン用や音響機器用）は、Ｈ１－５２３（足踏みスイッチ）へ。 

・機器に取り付けるスイッチは、Ｈ１－５４００（制御用操作スイッチ）へ。 

 

■ゲーム機用コントローラーについて■ 

・ ゲーム機用コントローラーはＨ７－１２２に分類する。 

・ 具象型のゲーム機用コントローラーは、Ｅ２－２９（ゲーム用品部品及び付属品おもちゃ）に分類する。 

ただし、銃型のゲーム機用コントローラーは、Ｅ１－６８１０（銃おもちゃ）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・形状がトレーニングバイク型であり、ゲーム用ながらトレーニングを目的の一つとするものは、Ｅ３－０１００

（身体鍛錬器具）へ。 

・テレビに接続して使用する汎用性のないゲーム器は、操作部を具備していてもＥ２－２１２（ゲーム器）へ。 

 

■鍵材との関係■ 

・リモコンキーに鍵材の付いたものはＭ３－２７へ。 

・鍵材のないものはここへ（ただし、鍵材が収納されているものもここに含む）。 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

M3-27 へ 
 

意匠登録第 1014671 号 

リモコンキー 

 

E2-29 へ 
 

意匠登録 1102901 

ゲーム機用コントローラ 

 

H7-122 
 

意匠登録第 1205757 号 

自動車用リモートコントロールキー 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２２ Ａ 携帯端末機用 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６２ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器 

Ｈ２－６２Ａ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（押しボタン操作型） 

Ｈ２－６２Ｂ 一 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイヤル操作型） 

Ｈ２－６２Ｃ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（スライド操作型） 

Ｈ２－６２Ｄ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（多方向操作型） 

Ｈ２－６２Ｅ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（側面ダイヤル操作型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－２３３Ｄ ヘッドホン等（操作部付き） 

Ｈ７－４３９２ 携帯電話機用子機 

Ｈ７－７９２ 電子計算機用付属品：携帯情報端末機用子機 
 

定義（図例必須） 

・ ハンディタイプの操作用機器のうち、携帯用音楽プレーヤー、情報端末機（ＰＤＡ、携帯電話）等の携帯端

末機を操作するもの。 

・ 有線、無線を問わない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・「ヘッドホン」にリモコンが付いたものは、Ｈ７－２３３Ｄ（ヘッドホン・操作部付き）へ 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 通話できるものであっても、物品名が「コントローラー」であれば、全てここに分類する。 

・何れのＤタームを付与するか迷うものには、Ｄタームを付与しない。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｂ いわゆるリモコン型・表示部なし 

ＢＡ いわゆるリモコン型・表示部あり 

Ｃ グリップ型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

携帯情報端末機用リモートコントロー

ラー 

デジタルオーディオディスクプレーヤー用リモートコントローラー 

 

意匠登録第 1147828 号 
携帯情報端末機用リモート

コントローラー 

 

意匠登録第 1146962 号 
マイク付き無線電話機用 
リモートコントローラー 

 

意匠登録第 1146962 号 
デジタルオーディオディスクプレー

ヤー用リモートコントローラー 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２２ Ｂ いわゆるリモコン型、表示部無し 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６２ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器 

Ｈ２－６２Ａ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（押しボタン操作型） 

Ｈ２－６２Ｂ 一 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイヤル操作型） 

Ｈ２－６２Ｃ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（スライド操作型） 

Ｈ２－６２Ｄ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（多方向操作型） 

Ｈ２－６２Ｅ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（側面ダイヤル操作型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

 ハンディタイプの操作用機器のうち、略板状の筐体に操作用ボタンを配し、赤外線で離れた場所に設置さ

れた機器を操作するもので、表示部のないもの。 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 表示部のあるものは、「ＢＡ：いわゆるリモコン型・表示部あり」を付与する。 

・ 全体形状が板状でないものは、Ｈ７－１２０へ。・・・・・図① 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・何れのＤタームを付与するか迷うものには、Ｄタームを付与しない。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 携帯端末機用 

ＢＡ いわゆるリモコン型・表示部有り 

Ｃ グリップ型 
 

過去に分類した物品の名称 

エアーコンディショナー用リモートコントローラー テレビ受像機用リモートコントローラー 

 

意匠登録 1136272 
リモートコントローラー 

 

意匠登録 1147703 
ビデオプロジェクター用リモートコ

ントローラー 

 

意匠登録 1149635 
エアーコンディショナー用リ

モートコントローラー 

 

図①  意匠登録 1141795 
ロボット操作器 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２２ ＢＡ いわゆるリモコン型、表示部有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６２ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器 

Ｈ２－６２Ａ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（押しボタン操作型） 

Ｈ２－６２Ｂ 一 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイヤル操作型） 

Ｈ２－６２Ｃ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（スライド操作型） 

Ｈ２－６２Ｄ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（多方向操作型） 

Ｈ２－６２Ｅ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（側面ダイヤル操作型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

  ハンディタイプの操作用機器のうち、略板状の筐体に操作用ボタンを配置し、赤外線で離れた場所に設

置された機器を操作するもので、表示部のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 具体的表示のあるものは、「Ｇ：具体的表示有り」も併せて付与する 

 （参考図含む）。 

・ 表示部のないものは、「Ｂ：いわゆるリモコン型・表示部なし」を付与する。 

・ 全体形状が板状でないものは、Ｈ７－１２０へ。・・・・・図① 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・何れのＤタームを付与するか迷うものには、Ｄタームを付与しない。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 携帯端末機用 

Ｂ いわゆるリモコン型・表示部無し 

Ｃ グリップ型 
 

過去に分類した物品の名称 

エアーコンディショナー用リモートコントローラー テレビ受像機用リモートコントローラー 

 

意匠登録 1136892 
衛星放送受信用テレビチュー

ナー及びテレビジョン受像機用

リモートコントローラー 

 

意匠登録 1146944 
マッサージ機用リモートコント

ローラー 

 

意匠登録 1152515 
車載機器用リモートコント

ローラー 
 

 

図①  意匠登録 1141795 
ロボット操作器 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２２ Ｃ グリップ型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６２ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器 

Ｈ２－６２Ａ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（押しボタン操作型） 

Ｈ２－６２Ｂ 一 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイヤル操作型） 

Ｈ２－６２Ｃ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（スライド操作型） 

Ｈ２－６２Ｄ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（多方向操作型） 

Ｈ２－６２Ｅ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（側面ダイヤル操作型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ１－６３６０ 操縦おもちゃ 

Ｅ２－２１２ ゲーム器 
 

定義（図例必須） 

・ ハンディタイプの操作用機器のうち、手に握った状態で使用するもの。主としてゲーム機用。 

・ 有線、無線を問わない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ ゲーム機用であっても、ゲーム以外の用途（ＤＶＤ、ＣＤ視聴等）に使用するリモコンは含まない。 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

何れのＤタームを付与するか迷うものには、Ｄタームを付与しない。 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 携帯端末機用 

Ｂ いわゆるリモコン型・表示部なし 

ＢＡ いわゆるリモコン型・表示部あり 
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

意匠登録 1147546 
ゲーム機用コントローラ 

 

意匠登録 1084824 
産業用無線送信機 

 

意匠登録 1168903 
キーボード付きゲームコントロー

ラーパッド 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１２２ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６２ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器 

Ｈ２－６２Ａ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（押しボタン操作型） 

Ｈ２－６２Ｂ 一 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイヤル操作型） 

Ｈ２－６２Ｃ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（スライド操作型） 

Ｈ２－６２Ｄ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（多方向操作型） 

Ｈ２－６２Ｅ 一 小型制御用機器又は小型操作用機器（側面ダイヤル操作型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

ハンディタイプの操作用機器のうち、表示部に具体的な表示を有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

参考図、必要図を問わず、具体的な画面表示があるものに付与する。 

数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

ただし、画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

意匠登録第 1146943 号 

マッサージ機用リモートコントローラー 

 

 

意匠登録 1146944 

マッサージ機用リモートコントローラー 
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1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１２９ 操作用機器部品及び付属品 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－６０ 一 制御用機器、操作用機器又は監視用機器 

Ｈ２－６１ 一 制御用機器又は操作用機器 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－５３００ＡＡ 配線用開閉器（押しボタン型） 

Ｈ１－５５００ 検出スイッチ、検出器及び感知器 

Ｈ７－３９ 無線通信機器・探知機等部品及び付属品 

Ｈ７－４３９１ 携帯電話機用ホルダー 

Ｆ３－３４０ 表示紙 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

リモートコントローラー用ホルダー 操作ラベル  

   
８ 

定義 

操作用機器にのみ使用される、部品及び付属品。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

「制御用卓」、「監視用卓」については、説明及び図面から機器が組み込まれていると判断できるものは 

Ｈ７－１１０Ａ又はＨ７－１２０に、単なる卓（＝テーブル）は、Ｄ７－１４０～１４２に分類する。 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

意匠登録 1151677 
リモートコントローラー用ホルダー 

 

意匠登録 1104873 
操作ラベル 

 

 

 

意匠登録 1104074 
ゲーム機用ボタン操作器 

 

 

意匠登録 1114705 
ゲーム機用コントローラの操作キーカバー 

 
【アナログキー上に取り付けた状態の参考図】 
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1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１３０ データ入力機等 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０ 一 その他の電子機器等 

Ｈ５－０Ａ 一 その他の電子機器等（床置型） 

Ｈ５－０Ｂ 一 その他の電子機器等（卓上型） 

Ｈ５－４１ 一 データ入力機 

Ｈ５－４１Ｂ 一 データ入力機（画像入力機型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－５４１ カード記録機 
７ 

この分類に含まれる物品 

データ入力機 指紋認証機  
８ 

定義 

Ｈ７－１３代には、演算処理機能を有さないデータ入力機を分類する。 

Ｈ７－１３０には、Ｈ７－１３１からＨ７－１３３に分類されないデータを入力するための機器を分類する。 

生体認証機を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

演算処理機能を有するものはＨ７－７代へ 

「生体認証機能のみ」はＨ７－１３０（データ入力機等）。ただし、虹彩認証用テレビカメラはＪ３－２１・・・図① 

「生体認証機能＋操作キー」はＨ７－１３１キーボード入力機（電源ボタン程度は、操作キーには含まない） 

「生体認証機能＋操作キー＋カードリーダ」はＨ６－５４１カード記録機 

カードリーダー付きはテンキーの有無に関わらずＨ６－５４１カード記録機に分類する。 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
 

過去に分類した物品の名称 

指紋照合器   

 

登録 1150718 

指紋読み取り器 

 

図① Ｊ３－２１ 
登録 1182520 虹彩認証用テレビカメラ 

 

登録 1172909 

データ入力機     【使用状態を示す参考図】 

     



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１３１ キーボード入力機 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０ 一 その他の電子機器等 

Ｈ５－０Ａ 一 その他の電子機器等（床置型） 

Ｈ５－０Ｂ 一 その他の電子機器等（卓上型） 

Ｈ５－４１Ａ 一 データ入力機（キーボード型） 

Ｈ５－４１ＡＡ 一 データ入力機（キーボード・タイプライター型） 

Ｈ５－４２ 全 電子計算機用入出力タイプライター 

Ｈ５－４２Ａ 全 電子計算機用入出力タイプライター（床置型） 

Ｈ５－４２Ｂ 全 電子計算機用入出力タイプライター（卓上型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－１２０Ｂ 操作用機器（卓上キーボード型） 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

データ入力機 データ入力用キーボード 電子計算機用キーボード 

指紋照合機   
８ 

定義 

演算処理機能を有していない、入力キーを有するデータ入力機を分類する。 

生体認証機能を持つものを含む。 

Ｄタームを付与しないもの 

 

・キーを具備しないもの 

・キーを具備していても、 

 鍵盤状に配列されていないもの 
 

Ａ：フルキーボード付き 

登録 01110622 

データ入力機 

 

登録 01178897 

電子計算機用キーボード 

 

登録 01144202 

データ入力機 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

Ｂ：テンキーボード付き 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

演算処理機能を有するものはＨ７－７代へ 

「生体認証機能のみ」はＨ７－１３０データ入力機等 

「生体認証機能＋操作キー」はＨ７－１３１キーボード入力機 （電源ボタン程度は、操作キーには含まない） 

「生体認証機能＋操作キー＋カードリーダ」はＨ６－５４１カード記録機に分類 

カードリーダー付きはテンキーの有無に関わらずＨ６－５４１カード記録機に分類する。 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1070616 
指紋照合機 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１３１ Ａ フルキーボード付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０ 一 その他の電子機器等 

Ｈ５－０Ａ 一 その他の電子機器等（床置型） 

Ｈ５－０Ｂ 一 その他の電子機器等（卓上型） 

Ｈ５－４１Ａ 一 データ入力機（キーボード型） 

Ｈ５－４１ＡＡ 一 データ入力機（キーボード・タイプライター型） 

Ｈ５－４２ 全 電子計算機用入出力タイプライター 

Ｈ５－４２Ａ 全 電子計算機用入出力タイプライター（床置型） 

Ｈ５－４２Ｂ 全 電子計算機用入出力タイプライター（卓上型） 
 

関連分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２１Ｃ、７２２Ｃ、７２３

Ｃ、７２５Ｃ 

表示機付き電子計算機 Ｄターム：フルキーボード付き 

Ｈ７－７２４ 表示機付き電子計算機等（ノートパソコン型） 

  
 

定義（図例必須） 

  演算処理機能を有さず、キーボードやテンキー等を有するデータ入力機のうち、英字キー以上のキー

ボードが付いているものを分類する。ワードプロセッサ、文書作成機等を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

■Ｈ７－７９２（電子計算機等付属品）との関係について 

ケース型・スタンド型等、電子計算機等を載置して使用するキーボードについては、その主となる用途・機

能がキーボードであるものはＨ７－１３１に分類する。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 01178897 

電子計算機用キーボード 

 

登録 01144202 

データ入力機 

 

登録 01178450 

電子計算機用入力機 

 

<H7-131A> 

登録 1389934 

データ入力用キ－ボ－ド 
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分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

「Ａフルキー付き」、「Ｂテンキー付き」を付与しないその他のキーを有する入力機にはＤタームは付与しな

い。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｂ テンキーボード付き 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１３１ Ｂ テンキーボード付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０ 一 その他の電子機器等 

Ｈ５－０Ａ 一 その他の電子機器等（床置型） 

Ｈ５－０Ｂ 一 その他の電子機器等（卓上型） 

Ｈ５－４１Ａ 一 データ入力機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

演算処理機能を有さず、キーボードやテンキー等を有するデータ入力機のうち、テンキー程度の数のキー

ボードが付いているものに付与する。 

テンキーとは、数字キーと四則演算に関するキーをまとめたものを言う。 

 

 

他のＤタームとの関係、含まれない物品など 

「Ａフルキー付き」、「Ｂテンキー付き」を付与しない、その他のキーを有する入力機にはＤタームは付与しな

い。 

７ 

分類付与運用メモ 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ フルキーボード付き 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1070616 
指紋照合機 
  



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１３２０ 座標指示機等 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９２４ 一 座標指示機 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

座標指示機 座標入力機  

   
８ 

定義 

以下に分類されない座標指示機。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

ゲーム機等にも用いられる多方向操作型のもの（キーの付いたもの）は、Ｈ７－１２２（操作用機器（小型携

帯型））に分類する。 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1018515 号 
座標指示機 

 

982905 号 
コンピューター用座標入

力機 

 

982905 号 
コンピューター用座標入力機 

【使用状態を示す参考縮小斜視図】 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１３２１ 電子計算機用マウス 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９２４ 一 座標指示機から分割 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

電子計算機用マウス   

   

   

   
 

定義 

電子計算機用マウスを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

物品名が「マウス」であっても、ペン型のものはＨ７－１３２２に分類する。 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1182335 号 
コンピューター用マウス 

    

1173219 号 
コンピューターマウス 

 

1171483 号 
コンピューター用マウス 

     



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１３２２ 座標入力ペン 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９２５ 全 ライトペン 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

座標入力ペン ライトペン  

   

   

   
 

定義 

ペン型の座標入力機を分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

電子的な内部機構を持たない入力ペン（スタイラスペン）はＦ２－１１０３へ。 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

物品名が「マウス」であっても、ペン型のものはここに分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1182455 号 
座標入力ペン 

 

1182454 号 
座標入力機 

 

1146777 号 
コンピューター用マウス 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１３３ バーコードリーダー 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９２３ 全 バーコード読み取り機 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－５１ スキャナー 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

バーコードリーダー バーコード読み取り機  

   

   

   
 

定義 

バーコードリーダーを分類する。 

手持ち型には、Ｄターム（Ａ）を付与する。以下の図例は、手持ち型以外のもの。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1170403 号 
バーコードリーダー 

 

1139228 号 
バーコードリーダー 

  

900747 号 
電子計算機用 
     データ読取り機 

   



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－１３３ Ａ 手持ち型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９２３ 一 バーコード読み取り機 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－５１ スキャナー 

  

  
 

定義（図例必須） 

バーコードリーダーのうち、手持ち型に付与する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1178487 号 
バーコードリーダー 

  

1178439 号 
光学情報読み取り機 
 

 

1153352 号 二次元

コード読み取り機 

  

1101068 号  
バーコードスキャナー

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１３９１ データ入力機等部品 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９００ 一 電子計算機等部品及び付属品 

Ｈ５－９１０ 一 電子計算機等部品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   
８ 

定義 

データ入力機等のみに用いられる部品。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

電子計算機等の関連機器の部品の分類の概要は以下のようになっている。 

ディスク挿入式記録機器部品（Ｈ６－５２９１）。 

その他媒体の記録機器等部品及び付属品（Ｈ６－５４９）。 

情報記録機等部品（Ｈ６－５９１）。 

電子計算機用中央処理機部品（Ｈ６－６９１）。 

データ入力機等部品（Ｈ７－１３９１）。 

紙データ入出力機等部品及び付属品（Ｈ７－５９０）、インクカートリッジ（Ｈ７－５９１）、トナーカートリッジ

（Ｈ７－５９２）、インクリボンカートリッジ（Ｈ７－５９３）、画像形成機（Ｈ７－５９４）、給排紙機（Ｈ７－５９５）、

プリンター用印字ヘッド（Ｈ７－５９６）。 

データ表示機等部品（Ｈ７－６２９１）。 

電子計算機等部品（Ｈ７－７９１）。 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1183058 号 
電子ペン用取り付け部品 

 

1137490 号 
指紋照合検出器用指当て板 

  

1177622 座標軸入力機 

 

1126045 入力ダイヤル 

   



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－１３９２ データ入力機等付属品 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９００ 一 電子計算機等部品及び付属品 

Ｈ５－９２０ 一 電子計算機等付属品 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

電子計算機用マウス置き 電子計算機用キーボードスタンド  

   
８ 

定義 

データ入力機のみに用いられる付属品。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

マウスパッドは、Ｆ２－７３１１へ。 

 

電子計算機等の関連機器の付属品の分類の概要は以下のようになっている。 

ディスク挿入式記録機器付属品（Ｈ６－５２９２）。 

その他媒体の記録機器等部品及び付属品（Ｈ６－５４９）。 

情報記録機等付属品（Ｈ６－５９２）。 

電子計算機用中央処理機付属品（Ｈ６－６９２）。 

データ入力機等付属品（Ｈ７－１３９２）。 

紙データ入出力機等部品及び付属品（Ｈ７－５９０）、インクカートリッジ（Ｈ７－５９１）、トナーカートリッジ

（Ｈ７－５９２）、インクリボンカートリッジ（Ｈ７－５９３）、画像形成機（Ｈ７－５９４）、給排紙機（Ｈ７－５９５）、

プリンター用印字ヘッド（Ｈ７－５９６）。 

データ表示機等付属品（Ｈ７－６２９０）。 

電子計算機等付属品（Ｈ７－７９２）。 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1176865 マウス補助具 

   

1098971 
キーボード用トレイ 

 

1168665 号 
キーボード保持具 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２００ 音響情報入出力機器 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－０ 一 その他の音声周波機械器具及び映像周波機械器具 

Ｈ４－１０ 一 音響機器 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
８ 

定義 

音響情報を入出力する機器のうち、以下の分類に分類できないものを含む。 

 

 Ｈ７－２０：下位に展開されないもの 

 Ｈ７－２１：音響情報記録機器等 

 Ｈ７－２２：マイクロフォン等 

 Ｈ７－２３：発音機器等 

他の意匠分類との関係、含まれない物品など 

 

９ 

分類付与運用メモ 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２０１ 一組の電気・電子機器セット（オーディオ

機器セットを構成するもの） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ０－０ 一 Ｈ１～Ｈ５に属さないその他の電気電子機械器具及び通信機械器具雑 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－４１ ラジオチューナー 

Ｈ６－３１ 音響用増幅器 

Ｈ７－２３２代 スピーカーボックス等 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

一組の電気・電子機器セット   

   
８ 

定義 

一組の電気・電子機器セットのうち、アンプ、チューナー、プレーヤー、スピーカーボックス等から構成される

オーディオ機器セットを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

一組の電気・電子機器セットのうち、２以上のスピーカーボックスのみから構成されるものは、Ｈ７－２３２１

（一組の電気・電子機器セット（２以上のスピーカーボックスから構成されるもの））に分類する。 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

この分類は組物の意匠分類であり、D ターム VZQ を付与する。 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２０２ 一組の電気・電子機器セット（車載用オーディオ

機器セットを構成するもの） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ０－０ 一 Ｈ１～Ｈ５に属さないその他の電気電子機械器具及び通信機械器具雑 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－４１ ラジオチューナー 

Ｈ６－３１ 音響用増幅器 

Ｈ７－２３２代 スピーカーボックス等 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

一組の電気・電子機器セット   

   

   

   
８ 

定義 

一組の電気・電子機器セットのうち、車載用アンプ、車載用チューナー、車載用プレーヤー、スピーカーボッ

クス等から構成される車載用オーディオ機器セットを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

この分類は組物の意匠分類であり、D ターム VZQ を付与する。 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２１０ 音響情報記録機器等 
 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－２０ 一 電気蓄音機及びステレオ再生装置 

Ｈ４－２１０ 全 電気蓄音機 

Ｈ４－２１０Ａ 全 電気蓄音機（携帯型） 

Ｈ４－２１１０ 全 付加機能付き電気蓄音機 

Ｈ４－２１１１ 全 楽器付き電気蓄音機 

Ｈ４－２２０ 全 ステレオ再生装置 

Ｈ４－２２１ 全 アンサンブルステレオ 

Ｈ４－２２２ 全 ステレオセット 

Ｈ４－２２２Ａ 全 ステレオセット（セパレート型） 

Ｈ４－２２２ＡＡ 全 ステレオセット（モジュラー型） 

Ｈ４－２２２Ｂ 全 ステレオセット（コンポーネント型） 

Ｈ４－２３ 全 ジュークボックス 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

電気蓄音機 ステレオ再生機 ジュークボックス 

ラジオ受信機付き電気蓄音機   
８ 

定義 

Ｈ７－２１代には、入出力機能を有するラジオ及び音響再生機器を分類する。 

Ｈ７－２１０には、以下のものを分類する。 

・ レコードプレーヤ、増幅器及びスピーカを一体に装備したレコード再生装置。 

・ レコード再生以外の目的に使用する装置を一体に装備した電気蓄音機。 

・ レコード盤、磁気テープ、ラジオ放送等のプログラムソースをステレオ再生するための機器を装備し、全体

が一体的にデザインされている音声再生装置。 

・ レコードプレーヤ、録音機、ラジオチューナ、増幅器、スピーカ等が一体に装備されたステレオ再生装置。 

・ レコードプレーヤ、録音機、ラジオチューナ、増幅器、スピーカ等を数個のブロックにまとめ、ブロック全体を

一体的にデザインしたステレオ再生装置。 

・ 選曲装置及びレコード盤自動交換装置を一体に装備した電気蓄音機。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・スピーカー機能を具備しない音響、映像用の情報記録機は、Ｈ６－５代に分類する。 

・車載用は、スピーカーを具備していてもＨ６に分類する。 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
 

過去に分類した物品の名称 

ラジオ受信機付き電気蓄音

機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ スピーカーを装備していないもの（ラジオチューナー）はＨ６－４１へ。 

・ 車載用は、スピーカーを具備していても、Ｈ６－４１Ａへ。 

・記録機の付いたものはＨ７－２１２（音響情報記録再生機器）へ。 

・ 携帯電灯付きラジオ受信機はＤ３－５００、ラジオ付きボールペンはＦ２－１１２０、ラジオ付き望遠鏡はＪ３

－１１、ラジオ付き双眼鏡はＪ３－１２へ。 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

イヤホンガイド 充電器付きラジオ  
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８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

ラジオ受信機   
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２１２ 音響情報記録再生機器 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１０ 一 音響機器 

Ｈ４－１３３ 一 マイクロホン付き拡声器 

Ｈ４－４０ 一 音声映像記録再生機器 

Ｈ４－４４ 一 磁気シートレコーダー 

Ｈ４－４３０ 一 テープレコーダー等 

Ｈ４－４３０Ａ 一 テープレコーダー等（カセットテープ装填部複数型） 

Ｈ４－４３０ＡＡ 全 テープレコーダー等（カセットテープ装填部複数型・ラジオ受信機付き） 

Ｈ４－４３０Ｂ 一 テープレコーダー等（下部大型スピーカー付き） 

Ｈ４－４３０Ｃ 一 テープレコーダー等（ヘッドホンステレオ型） 

Ｈ４－４３２ 一 カセット式テープレコーダー 

Ｈ４－４３２Ｃ 全 カセット式テープレコーダー（スピーカー付き携帯型） 

Ｈ４－４３３０ 一 付加機能機付きテープレコーダー 

Ｈ４－４３３１ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー 

Ｈ４－４３３１Ａ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノラル型） 

Ｈ４－４３３１ＡＡ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノラル型・横長型） 

Ｈ４－４３３１Ｂ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステレオ 型） 

Ｈ４－４３３１ＢＡ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステレオ型・横長，テープ装填部中央型） 

Ｈ４－４３３１ＢＡＡ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステレオ型・横長，テープ装填部中央型・

三分節型） 

Ｈ４－４３４ 一 テーププレーヤー 

Ｈ４－４３４Ｃ 一 テーププレーヤー（スピーカー携帯型） 

Ｈ４－４３５０ 一 付加機能付きテーププレーヤー 

Ｈ４－４３５１ 一 ラジオ受信機付きテーププレーヤー 

Ｈ４－４５１ 一 ビデオデイスクプレーヤー 

Ｈ４－４６０ 一 デジタルオーデイオデイスクプレーヤー 

Ｈ４－４６０Ａ 一 デジタルオーディオディスクプレーヤー（上面挿入型） 

Ｈ４－４６０Ｂ 一 デジタルオーデイオデイスクプレーヤー（前面挿入型） 

Ｈ４－４６０ＢＡ 一 デジタルオーディオディスクプレーヤー（前面挿入・ディスク横入れ型） 

Ｈ４－４６０ＢＢ 一 デジタルオーディオディスクプレーヤー（前面挿入・ディスク縦入れ型）） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－５２～５２Ｃ デイスク挿入式記録機 

Ｈ６－５０ 情報記録機等 

Ｈ６－５３２０ 映像用テープ記録機等 

Ｈ６－５３２１ カセット式ビデオテープレコーダ 

Ｈ６－５３２２ テレビチューナ付きカセット式ビデオテープレコーダ 

Ｈ６－３１ 音響用増幅器 

Ｈ６－４０～４２ チューナー等 

Ｈ６－５４１～５４２ カード記録機 

Ｈ６－５３０～５３１２ テープ記録機器 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
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７ 

この分類に含まれる物品 

デジタルオーディオディスクレコーダー付きラジオ受信

機 

デジタルオーディオディスクプレーヤー付きラジオ

受信機 

ラジオ受信機付きテープレコーダー テープレコーダー付きラジオ受信機 

時計及びラジオ受信機付きテープレコーダー ラジオ受信機付きテーププレーヤー 
 

定義 

・ スピーカ－機能を有する音響情報記録再生機器全てを分類する。ＣＤ、ＭＤの記録機器にスピーカーだけ

付いたものも含む。 

・ ラジオ受信機付きの記録機器等を含む（所謂ラジカセタイプのもの）。 

・ スピーカー機能を有しない音響、映像用の情報記録機は、除く。 

・ 車載用は除く。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・スピーカー機能を有しない音響、映像用の情報記録機は、Ｈ６－５台に分類する。（例：登録 1153523 号） 

・ 車載用は、スピーカー等出力機能を有していてもＨ６に分類する。 

・ 本体自体にＣＤ，ＭＤ，メモリーカード等の記録再生機能はないが、携帯用デジタルオーディオプレーヤー

を挿入又は接続し、その内部に保存された音楽データを再生する機能や、音声信号を無線で受信すること

で音楽データを再生する機能があるスピーカーは、スピーカーボックス（Ｈ７－２３２２）へ。（例：登録

1301995 号、登録 1305931 号） 

 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ 異なる記録媒体機能を複数具備するものには、ＡＡ～ＡＤのうち該当する全てのＤタームを付与し、 

 その上で更に、形状の観点からＢ～Ｅのうちの該当する一つを選択し付与する。 

 

過去に分類した物品の名称 

音声映像磁気デイスク記録

再生機 

 ビデオテープレコーダー付きビデオ

デイスクプレイヤー 

光デイスクレコーダー 

放送局用ビデオサーバー 音声記録再生機  

 

H6-52AA   登録 1153523 号 

デジタルオーディオディスクプ

レーヤ及びラジオチューナ付き

テープレコーダ 

 

H7-2322  登録 1301995 号 

デジタルオーディオプレー

ヤー用スピーカー 

 

H7-2322  登録 1305931 号 

デジタルオーディオプレー

ヤー 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２１２ ＡＡ テープレコーダ付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－４３０ 一 テープレコーダー等 

Ｈ４－４３０Ａ 一 テープレコーダー等（カセットテープ装填部複数型） 

Ｈ４－４３０ＡＡ 全 テープレコーダー等（カセットテープ装填部複数型・ラジオ受信機付き） 

Ｈ４－４３０Ｂ 一 テープレコーダー等（下部大型スピーカー付き） 

Ｈ４－４３０Ｃ 一 テープレコーダー等（ヘッドホンステレオ型） 

Ｈ４－４３２ 一 カセット式テープレコーダー 

Ｈ４－４３２Ｃ 全 カセット式テープレコーダー（スピーカー付き携帯型） 

Ｈ４－４３３０ 一 付加機能付きテープレコーダー 

Ｈ４－４３３１ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー 

Ｈ４－４３３１Ａ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノラル型） 

Ｈ４－４３３１ＡＡ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノラル型・横長型） 

Ｈ４－４３３１Ｂ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステレオ型） 

Ｈ４－４３３１ＢＡ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステレオ型・横長，テープ装填部中央型） 

Ｈ４－４３３１ＢＡＡ 全 ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステレオ型・横長，テープ装填部中央型・

三分節型） 

Ｈ４－４３４ 一 テーププレーヤー 

Ｈ４－４３４Ｃ 全 テーププレーヤー（スピーカー携帯型） 

Ｈ４－４３５０ 一 付加機能付きテーププレーヤー 

Ｈ４－４３５１ 一 ラジオ受信機付きテーププレーヤー 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－５３１０ 音響用テープ記録機等 

Ｈ６－５３１２ カセット式音響用テープ記録機 

Ｈ６－５３２０～Ｈ６－５３２２ 映像用テープ記録機等 

Ｈ７－２１１ ラジオ受信機 
 

定義（図例必須） 

・スピーカー機能を有する音響情報記録再生機のうち、磁気テープを記録媒体とするもの。 

・テープレコーダーにラジオ受信機機能を付加、或いはラジオ受信機にテープレコーダー機能を付加する、 

 所謂ラジオ受信機付きカセットテープレコーダーを含む 

登録 1173070 号 

ラジオ受信機付テープレ

コーダー  

 

登録 1137395 号 

ラジオ受信機付きテープレ

コーダー 

 

登録 1190713 号 

ラジオ受信機付き

テープレコーダー 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ スピーカーの無いテープレコーダー、テーププレーヤーは、Ｈ６－５３１２に分類す。・・・・・（１） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 異なる記録媒体機能が複数付加されているものには、ＤタームＡＡ～ＡＤのうち該当する全てのＤタームを

付与する。その上で更に、形状の観点からＢ～Ｅのうちの該当する一つを選択し付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

ラジオ受信機付きテープレコーダー ラジオ受信機、増幅器付きテープレコーダー 

デジタルオーデイオデイスクプレーヤ及びラジオ受信機付きテープレコーダ 

 

（１） Ｈ６－５３１２Ｃを付与 登録 1179010 号 

ラジオ用チューナー付きテーププレーヤー 

 





Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

デジタルオーディオディスクレ

コーダー付きラジオ受信機 

デジタルオーディオディスクプ

レーヤ付きラジオ受信機 

ラジオ受信機付録音再生機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２１２ ＡＣ カード挿入式記録機付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－４０ － 音声映像記録再生機器 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－５４１～５４１ＣＡ カード記録機 

  
 

定義（図例必須） 

 スピーカー機能を有する音響情報記録再生機器のうち、メモリーカードを記録媒体とするもの。メモリー

カード挿入孔を有する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

音楽記録再生機を内在していても、操作部が 

明らかでなく、形状がヘッドホン若しくはイヤホン型の 

ものは、Ｈ７－２３３～２３３Ｄに分類する（１）。 

ヘッドホン等が音楽記録再生機に付属しているに 

すぎないものはＨ７－２１２に分類する（２）。        （１）登録１１１８５５０     （２）登録１１１９０２９ 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 異なる記録媒体機能が複数付加されているものには、ＤタームＡＡ～ＡＤのうち該当する全てのＤタームを

付与する。その上で更に形状の観点からＢ～Ｅのうちの該当する一つを選択し付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

            を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

記録媒体用再生機 メモリーカードプレーヤー  

   

 

登録番号：1174623 
デジタルレコーダー 

      

登録番号：1164395 

音声信号再生機付きレコーダー 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２１２ ＡＤ 記録媒体内蔵型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－４０ 一 音声映像記録再生機器 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－５４１～５４１ＣＡ カード記録機 

  
 

定義（図例必須） 

スピーカー機能を有する響情報記録再生機器のうち、記録媒体を内蔵するもの。 

記憶媒体挿入口の不明のもの。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

音楽記録再生機を内在していても、操作部が 

明らかでなく、形状がヘッドホン若しくはイヤホン型の 

ものは、Ｈ７－２３３～２３３Ｄに分類する（１）。 

ヘッドホン等が音楽記録再生機に付属しているに 

すぎないものはＨ７－２１２に分類する（２）。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 異なる記録媒体機能が複数付加されているものには、ＤタームＡＡ～ＡＤのうち該当する全てのＤタームを

付与する。その上で更に形状の観点からＢ～Ｅのうちの該当する一つを選択し付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

           を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

記憶素子内蔵記録機 音声記録再生機  

   

 

登録番号：1145776 

音声記録再生機 

 

登録番号：1163769 

記憶素子内蔵記録機 

 

(1)登録番号：1118550 

 

(2)登録番号：1119029 

 

登録番号：1147006 

アイシーレコーダー 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２１２ Ｂ 床置型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－４０ 一 音声映像記録再生機器 

Ｈ４－４５１ 一 ビデオデイスクプレーヤー 

Ｈ４－４６０ 一 デジタルオーデイオデイスクプレーヤー 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４１ＡＡ ブラウン管型データ表示機（支持具有り） 

Ｈ７－６２４２ＡＡ パネル型データ表示機（支持具付き） 
 

定義（図例必須） 

音響情報記録再生機器のうち、床に置いて使用する、キャスター等を具備する大型のもの。 

音楽等を再生する機能を有し、その音楽をマイクから入力した声と共に出力するカラオケ機器を含む。 

例外的に表示部付きを含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ハンディカラオケ機は、卓上型、小型であっても、 

 Ｅ：ハンディカラオケ機型を付与する。・・・・・図１ 

 ただし、マイクを具備しないものには、 

 Ｃ：卓上型、又は、Ｄ：小型携帯型を付与する。 

 

・記録再生機及びスピーカーを具備しない、いわゆる通信カラオケ 

 の本体は、Ｈ６－２０に分類する。 
 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ 異なる記録媒体機能を複数具備するものには、ＡＡ～ＡＤのうち該当する全てのＤタームを付与し、 

 その上で更に、形状の観点からＢ～Ｅのうちの該当する一つを選択し付与する。 

・Ｂには例外的に映像表示機を具備するものも含むが、基本的に映像情報を出力することをメインとする 

 機器は、Ｈ７－６０代の「映像情報記録再生機器」に分類する。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

Ｃ 卓上型 

Ｄ 小型携帯型 

ＤＡ 腕時計型 

Ｅ ハンディカラオケ機型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 933439 
デジタルオーディオプレーヤー 

 

登録 1184959 
ディスプレイ付きカラオケ演

奏機 

図１：Ｅを付与する 
登録 1066406 
マイクロホン付き 
集積回路内蔵カード 
プレーヤーおもちゃ 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２１２ Ｃ 卓上型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４―４０ 一 音声映像記録再生機器 

Ｈ４―４４ 一 磁気シートレコーダー 

Ｈ４－４３０ＡＡ 一 テープレコーダー等（カセットテープ装填部複数型・ラジオ受信機付き） 

Ｈ４－４３０Ｂ 一 テープレコーダー等（下部大型スピーカー付き） 

Ｈ４－４３３０ 一 付加機能機付きテープレコーダー 

Ｈ４－４３３１ 一 ラジオ受信機付きテープレコーダー 

Ｈ４－４３３１Ａ 一 ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノラル型） 

Ｈ４－４３３１ＡＡ 一 ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノラル型・横長型） 

Ｈ４－４３３１Ｂ 一 ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステレオ型） 

Ｈ４－４３３１ＢＡ 一 ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステレオ型・横長，テープ装填部中央型） 

Ｈ４－４３３１ＢＡＡ 一 ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステレオ型・横長、テープ装填部中央型・

三分節型） 

Ｈ４－４３５０ 一 付加機能付きテーププレーヤー 

Ｈ４－４３５１ 一 ラジオ受信機付きテーププレーヤー 

Ｈ４－４５１ 一 ビデオデイスクプレーヤー 

Ｈ４－４６０ 一 デジタルオーデイオデイスクプレーヤー 

Ｈ４－４６０Ａ 一 デジタルオーディオディスクプレーヤー（上面挿入型） 

Ｈ４－４６０Ｂ 一 デジタルオーデイオデイスクプレーヤー（前面挿入型） 

Ｈ４－４６０ＢＡ 一 デジタルオーディオディスクプレーヤー（前面挿入・ディスク横入れ型） 

Ｈ４－４６０ＢＢ 一 デジタルオーディオディスクプレーヤー（前面挿入・ディスク縦入れ型）） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－５２Ａ～５２ＡＡ デイスク挿入式記録機（卓上型・雑、卓上型・縦型ステレオセンター型） 

Ｈ６－５３１０ 音響用テープ記録機等 

Ｈ６－５３１２Ａ カセット式音響用テープ記録機（卓上型） 

Ｈ６－５４２Ａ 記録媒体内蔵記録機（床置き・卓上型） 

Ｈ６－５４１Ａ カード記録機（床置き・卓上型） 
 

定義（図例必須） 

 スピーカー機能を有する音響情報記録再生機器のうち、主に卓上や棚に据え置いて使用するものを分類

する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・卓上型、小型であっても、ハンディタイプのマイク付きカラオケ機器には、「Ｅ」を優先して付与する。 

 ただし、マイクを具備しないものには、Ｃ：卓上型、又は、Ｄ：小型携帯型を付与する。 

登録 1141449 号 

「ラジオチューナー、テーププレーヤー、デジタル
オーディオディスクレコーダー付デジタルオーディ
オディスクプレーヤー」 

 

登録 124475 号 

ラジオ受信機付きテープレコーダー 
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分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ 異なる記録媒体機能を複数具備するものには、ＡＡ～ＡＤのうち該当する全てのＤタームを付与し、 

 その上で更に、形状の観点からＢ～Ｅのうちの該当する一つを選択し付与する。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

Ｂ 床置型 

Ｄ 小型携帯型 

ＤＡ 腕時計型 

Ｅ ハンディカラオケ機型 
９ 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２１２ Ｄ 小型携帯型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４―４０ 一 音声映像記録再生機器 

Ｈ４－４３０Ｃ 一 テープレコーダー等（ヘッドホンステレオ型） 

Ｈ４－４４ 一 磁気シートレコーダー 

Ｈ４－４３２Ｃ 全 カセット式テープレコーダー等（スピーカー付き携帯型） 

Ｈ４－４３３０ 一 付加機能付きテープレコーダー 

Ｈ４－４３３１ 一 ラジオ受信機付きテープレコーダー 

Ｈ４－４３３１Ａ 一 ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノラル型） 

Ｈ４－４３３１ＡＡ 一 ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノラル型・横長型） 

Ｈ４－４３３１Ｂ 一 ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステレオ型） 

Ｈ４－４３３１ＢＡ 一 ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステレオ型・横長，テープ装填部中央型） 

Ｈ４－４３５１ 一 ラジオ受信機付きテーププレーヤー 

Ｈ４－４３４Ｃ 一 テーププレーヤー（スピーカー付き携帯型） 

Ｈ４－４６０ 一 デジタルオーディオディスクプレーヤー 

Ｈ４－４６０Ａ 一 デジタルオーディオディスクプレーヤー（上面挿入型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－５２Ｃ デイスク挿入式記録機（小型携帯型） 

Ｈ６－５３１０ 音響用テープ記録機等 

Ｈ６－５３１２Ｃ カセット式音響用テープ記録機（小型携帯型） 

Ｈ６－５４２Ｂ 記録媒体内蔵記録機（小型携帯型） 

Ｈ６－５４１Ｂ カード記録機（小型携帯型） 
 

定義（図例必須） 

  スピーカー機能付き音響情報記録再生機器のうち、身に付けて持ち運ぶのに適した大きさのもので、携

帯しながら再生するもの。腕時計型は除く。 

 

登録１１６７９２７号  登録１１３７３９０号  登録１００２８８０号  登録１０６９８９９号  登録１０７５０９４号 

「テープレコーダー」 「テープレコーダー」 「テープレコーダー」 「テープレコーダー」 「ラジオ受信機付き 

テープレコーダー」 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・卓上型、小型であっても、ハンディタイプのマイク付きカラオケ機器には、「Ｅ」を優先して付与する。 

 ただし、マイクを具備しないものには、Ｃ：卓上型、又は、Ｄ：小型携帯型を付与する。 

 

・取っ手が付いていても、使用の際は床や机上に設置するものは、Ｃ：卓上型を付与する（１）。 

 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ 異なる記録媒体機能を複数具備するものには、ＡＡ～ＡＤのうち該当する全てのＤタームを付与し、 

 その上で更に、形状の観点からＢ～Ｅのうちの該当する一つを選択し付与する。 

・ＤＡ：腕時計型は、Ｄ：小型携帯型に優先する。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

Ｂ 床置型 

Ｃ 卓上型 

ＤＡ 腕時計型 

Ｅ ハンディカラオケ機型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

テープレコーダー ラジオ受信機付きテープレコーダー  

   

 

（１）登録１１４１４４９号 

「ラジオチューナー、テーププレー
ヤー、デジタルオーディオディスク
レコーダー付デジタルオーディオ
ディスクプレーヤー」 

（１） 登録１１２４４７５号 
「ラジオ受信機付きテー
プレコーダー」 

 

（１） 登録１１７６９１２号 

「デジタルオーディオディスクプ
レーヤー及びラジオ受信機付き
テープレコーダー」 
 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２１２ ＤＡ 腕時計型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－４０ 一 音声映像記録再生機器 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－５４２ＢＡ 記録媒体内蔵記録機（腕時計型） 

Ｈ６－５４１ＢＡ カード記録機（腕時計型） 

Ｈ７－４３ＡＦ 携帯電話機（腕時計型） 

Ｈ７－６２４３ＡＣ 小型データ表示機（腕時計型） 

Ｈ７－７２５ＡＦ 表示機付き電子計算機等（携帯型）：腕時計型 
 

定義（図例必須） 

音響情報記録再生機器のうち、腕時計型のものを分類する。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ 異なる記録媒体機能を複数具備するものには、ＡＡ～ＡＤのうち該当する全てのＤタームを付与し、 

 その上で更に、形状の観点からＢ～Ｅのうちの該当する一つを選択し付与する。 

・ＤＡ：腕時計型は、Ｄ：小型携帯型に優先する 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

Ｂ 床置型 

Ｃ 卓上型 

Ｄ 小型携帯型 

Ｅ ハンディカラオケ機型 
９ 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２１２ Ｅ ハンディカラオケ機型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１０ 一 音響機器 

Ｈ４－１３３ 一 マイクロホン付き拡声器 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－２２０ マイクロフォン等 
 

定義（図例必須） 

音響情報記録再生機器のうち、マイク付きのもの。 

主として、以下①～③の特徴を有するハンディタイプのカラオケ機器。 

① マイク及びスピーカーを有する。又は、マイクのみ有し、スピーカーやテレビ等に接続して（有線・無線

を問わない）使用する。 

② 音楽等を再生する機能を有し、その音楽をマイクから入力した声と共に出力する。 

③ 携帯できる（床置型は含まない） 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

・床置型で、スピーカー及びデータ表示機を具備する 

 カラオケ機は、Ｂ：床置型を付与する。・・・・・図１ 

 

・表示部及びスピーカーを具備しない通信カラオケは、 

 Ｈ６－２０に分類する。 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ 異なる記録媒体機能を複数具備するものには、ＡＡ～ＡＤのうち該当する全てのＤタームを付与し、 

 その上で更に、形状の観点からＢ～Ｅのうちの該当する一つを選択し付与する。 

・卓上型、小型であっても、ハンディタイプのマイク付きカラオケ機器には、「Ｅ」を優先して付与する。 

 ただし、マイクを具備しないものには、Ｃ：卓上型、又は、Ｄ：小型携帯型を付与する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

Ｂ 床置型 

Ｃ 卓上型 

Ｄ 小型携帯型 

ＤＡ 腕時計型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

カラオケ再生機能付きマイクロホン   

   

 

登録 1176782 
カラオケ機 

 

登録 1126036 
カラオケ再生機能付きマイクロホン 

 

登録 1066406 
マイクロホン付き集積回路内

蔵カードプレーヤーおもちゃ 

 

図１： Ｂを付与する 

登録 1184959 

ディスプレイ付き 

カラオケ演奏機 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２１９１ 音響情報記録再生機器等部品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－７１９ 一 ラジオ受信機部品及び付属品 

Ｈ４－４６９ 一 デジタルオーデイオディスクプレーヤー部品及び付属品 

Ｈ４－４３９ 一 テープレコーダー等部品及び付属品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－５２９１ ディスク記録機部品 

Ｈ６－５３１９１ 音響用テープ記録機器等部品 

Ｈ６－５４９ その他媒体の記録機器等部品及び付属品 

Ｈ６－５９１ 情報記録機等部品 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
８ 

定義 

音響情報記録機器等、ラジオ受信機、音響情報記録再生機器等にのみ使用される構成部品を分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

 登録 900529 号 

 車載用ラジオチューナー用パネル 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２１９２ 音響情報記録再生機器等付属品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－７１９ 一 ラジオ受信機部品及び付属品 

Ｈ４－４６９ 一 デジタルオーデイオディスクプレーヤー部品及び付属品 

Ｈ４－４３９ 一 テープレコーダー等部品及び付属品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－５２９２ ディスク記録機付属品 

Ｈ６－５３１９２ 音響用テープ記録機器等付属品 

Ｈ６－５３２９２ 映像用テープ記録機等付属品 

Ｈ６－５４９ その他媒体の記録機器等部品及び付属品 

Ｈ６－５９２ 情報記録機器等付属品 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ラジオ受信機用ケース テープレコーダー用取付け具 テーププレーヤー用取付け具 

   
８ 

定義 

音響情報記録機器等、ラジオ受信機、音響情報記録再生機器等にのみ使用する付属品を分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

小型携帯用プレーヤーのケースはＨ６－５代の付属品に分類へ。 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1052118 号 

「ラジオ受信機用支持器」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２２０ マイクロホン等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１１０ 一 マイクロホン 

Ｈ４－１１０Ａ 全 マイクロホン（無線通信機型） 

Ｈ４－１１１ 全 リモートコントローラー付きマイクロホン 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－２１２Ｅ 音響情報記録再生機器（ハンディカラオケ機型） 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

マイクロホン 無線通信機用マイクロホン  

   
８ 

定義 

マイクロホンを分類する。無線通信機用を含む。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

マイクロホン付きプレーヤー（ハンディカラオケ機）は、Ｈ７－２１２に分類する。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

台付きにはＤターム：Ａ、コントローラ付きはＤターム：Ｂを付与する。 

台にコントローラーが付いたものには、Ａ及びＢを付与する。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1106448 

「マイクロホン」 

 

登録 1107032 

「マイクロフォン」 

 

登録 1066310 

「無線通信機用マイクロフォン」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２２０ Ａ 台付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１１０ 一 マイクロホン 

Ｈ４－１１１ 一 リモートコントローラー付きマイクロホン 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

・ マイクロフォンのうち、台が付いていて、自立するもの 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

台にコントローラーが付いたものには、Ａ及びＢを付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1134773 

「卓上マイクロホン」 

登録 946262 

「無線通信機用マイクロホン」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２２０ Ｂ コントローラー付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１１１ 全 リモートコントローラー付きマイクロホン 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－１２代 操作用機器 

  

  
 

定義（図例必須） 

・ マイクロホンのうち、コントローラーが付いているもの。ただし、オンオフスイッチだけのものは除く。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

台にコントローラーが付いたものには、Ａ及びＢを付与する。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1134773 

「卓上マイクロホン」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２２９２ マイクロホン付属品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１１９ 一 マイクロホン部品及び付属品 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

集音器 マイクロホンスタンド マイクロホン用風防 

マイクロホン用キャップ   

   
８ 

定義 

マイクロホンの付属品を分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1080544 

「マイクロホン用送受信機」 

登録 1158911 

「マイクロホン用スタンド」 

登録 1183006 

「マイクロホン用キャップ」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３０ 発音機器等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１２０ 一 発音機器 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－１１０ 防災用機器（感知式のガス漏れ警報器、盗難警報器） 

Ｈ１－５３００ 配線用開閉器（ボタン押圧式の警報機） 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

圧電発音体 ゲーム用発音器  

   

   

   
 

定義 

電気を利用し、機械的に振動板を振動させ、可聴音を発生させるものを分類する。 

 

 Ｈ７－２３０ 下位の展開にあてはまらないもの 

 Ｈ７－２３１ ブザー等 

 Ｈ７－２３２ スピーカーボックス等 

 Ｈ７－２３３ ヘッドホン等 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３１ ブザー等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１２０ 一 発音機器 

Ｈ４－１２１０ 全 電鈴、ブザー、チャイム等 

Ｈ４－１２１１ 全 ブザー 

Ｈ４－１２１２ 全 チャイム 

Ｈ４－１２１３ 全 サイレン 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－５３００ 配線用開閉器（ボタン押圧式の警報機） 

Ｈ７－２３２９１ スピーカー 

Ｈ７－４４ インターホン 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ふろ用ブザー 携帯用ブザー ドア用チャイム 

サイレン   

   
 

定義 

・ 電磁石等を利用し機械的に振動板を振動させて可聴音を発生させる電鈴、ふろ用の温度、水位を知らせ

るためのブザー、及び携帯用の防犯ブザーをここに分類する。 

・ 玄関内側等屋内に取り付けて来客を知らせるために音を発する部分を含む。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 機器の内部に取り付ける発音体としてのブザーは部品として、Ｈ７－２３９１に分類する。 

・ 検知して発音するもののうち、建物に取り付けるものはＨ７－１１０へ。 

・サイレンのうち発音体部分のないものはスピーカーに分類する。 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1106005 「警報ブザー」 登録 1149599 

「チャイム」 

登録 1166511 

「防犯用ブザー」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３２０ スピーカーボックス等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１３０ 一 スピーカーボックス等 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－２１２ 音響情報記録再生機器 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   
 

定義 

電気信号をふたたび音声に変える装置。増幅機付きを含む。 

 

 Ｈ７－２３２０ 下位の展開にあてはまらないもの 

 Ｈ７－２３２１ 一組のスピーカーボックス 

 Ｈ７－２３２２ スピーカーボックス：ハウジングとスピーカーから成るもの。機器に取り付けるものを含む。 

 Ｈ７－２３２３ マイクロフォン付き拡声器 

 Ｈ７－２３２４ マイクロフォン付きスピーカー 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

■スピーカー付きの物品について■ 

※基本的に、スピーカーを付加的に具備するものは、それぞれの分類へ。 

 

＜記録再生機＞ 

・スピーカーを具備する記録再生機は、Ｈ７－２１２（音響情報記録再生機器）へ。 

 

＜充電器＞ 

・充電器にスピーカー機能が付加的に付いているものは、Ｈ２－２１２０（充電器）へ。 

・スピーカーに充電機能が付加的に付いているものはＨ７－２３２２（スピーカーボックス）へ。 

充電機能が主 → H2-2120 へ 

登録 1143698 号 

デジタルオーデイオデイスクプレーヤー用 

スピーカー付充電器 

 

ｽﾋﾟｰｶｰ機能が主 → H7-2322C 

登録 1145754 号 

デジタルオーデイオデイスクプレーヤー用 

充電器付スピーカーボックス 
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＜テレビ受像機用台＞ 

・スピーカー付きテレビ受像器用台は、Ｄ６へ。 

  収納空間を有するものはＤ６－５１代、 

  収納空間のないものはＤ６－４３。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

D6-510 

登録 1143698 号   テレビ台 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３２１ 一組の電気・電子機器セット（２以上の

スピーカーボックスから構成されるもの） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１３０ 一 スピーカーボックス等 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－２０１ 一組のオーディオ機器セット 

Ｈ７－２０２ 一組の車載用オーディオ機器セット 

Ｈ７－２１２ 音響情報記録再生機器 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

一組の電気・電子機器セット   

   
８ 

定義 

一組の電気・電子機器セットのうち、２以上のスピーカーボックスから構成されるものを分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

一組の電気・電子機器セットのうち、オーディオ機器セットを構成するもの（例：アンプ、チューナー、プレー

ヤー、スピーカーボックス等）は、Ｈ７－２０１（一組の電気・電子機器セット（オーディオ機器セットを構成する

もの））に分類する。 

一組の電気・電子機器セットのうち、スピーカーボックスと他の電気・電子機器から構成されるものは、構成

物品のうち代表的な方が属する意匠分類に分類し、D ターム VZQ を付与する。 

 
９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

この分類は組物の意匠分類であり、D ターム VZQ を付与する。 

 

 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３２２ スピーカーボックス 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１３０ 一 スピーカーボックス等 

Ｈ４－１３１ 一 スピーカーボックス 

Ｈ４－１３１Ａ 全 スピーカーボックス（箱型） 

Ｈ４－１３１ＡＡ 全 スピーカボックス（縦長箱型） 

Ｈ４－１３１Ｂ 全 スピーカーボックス（可搬型） 

Ｈ４－１３１Ｃ 全 スピーカーボックス（車載型） 

Ｈ４－１３１ＣＡ 全 スピーカボックス（車載型・側面台形型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－２１２ 音響情報記録再生機器 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

スピーカーボックス 充電器付きスピーカー  

   
８ 

定義 

スピーカとハウジングにより形成される電気信号をふたたび音声に変える装置。 

 

＜Ｄタームの概要＞ 

・Ｈ７－２３２２に分類されるものは、Ｄターム：Ａ～Ｃの何れかを必ず付与し、車載用についてはＤも付与す

る。 

 

 Ａ：直方体型        Ｂ：パネル型       Ｃ：その他（Ａ，Ｂ除く）       Ｄ：車載用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1174352 
スピーカーボックス 

 

登録 1147538 
スピーカーボックス 

 

登録 1145754 号 

デジタルオーデイオデイスクプレーヤー 

用充電器付スピーカーボックス 

 

登録 1160706 
車載用スピーカー 
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 他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ハウジングに組み込まれるスピーカー、天井や車内に埋め込むものは H７－２３２９１（スピーカー）へ。 

・発音機器等の内部に組み込む音響発生器は H７－２３９１（発音機器等部品）へ。 

■スピーカー付きの物品について■ 

※基本的に、スピーカーを付加的に具備するものは、それぞれの分類へ。 

 

＜記録再生機＞ 

・携帯用デジタルオーディオプレーヤーを挿入又は接続し、その内部に保存された音楽データを再生する機

能や、音声信号を無線で受信することで音楽データを再生する機能を持つスピーカーを含む。 

 但し、CD,MD,メモリーカード等の記録再生機能があるものは、Ｈ７－２１２（音響情報記録再生機器）へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜充電器＞ 

・充電器にスピーカー機能が付加的に付いているものは、Ｈ２－２１２０（充電器）へ。 

・スピーカーに充電機能が付加的に付いているものはＨ７－２３２２（スピーカーボックス）へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜テレビ受像機用台＞ 

・スピーカー付きテレビ受像器用台は、Ｄ６へ。 

  収納空間を有するものはＤ６－５１代、ないものはＤ６－４３に分類する。 

       

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 
 

過去に分類した物品の名称 

   

 

充電機能が主 → H2-2120 へ 

登録 1143698 号 

デジタルオーデイオデイスクプレーヤー用 

スピーカー付充電器 

 

ｽﾋﾟｰｶｰ機能が主 → H7-2322C 

登録 1145754 号 

デジタルオーデイオデイスクプレーヤー用 

充電器付スピーカーボックス 

 

D6-510 

登録 1143698 号   テレビ台 

 

H7-2322  登録 1301995 号 

デジタルオーディオプレー

ヤー用スピーカー 

 

H7-2322  登録 1305931 号 

デジタルオーディオプレー

ヤー 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２３２２ Ａ 直方体 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１３１Ａ 全 スピーカーボックス（箱型） 

Ｈ４－１３１ＡＡ 全 スピーカボックス（縦長箱型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

スピーカーボックスのうち、箱体の形態が直方体をしているものを付与する。 

縦長直方体状、立方体、脚付のもの、正面及び側面が縦長長方形状のもの、平面や底面が台形状のもの

も含む。 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

側面が極端に薄くパネル型のものはＤターム「Ｂ」を付与する。 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

Ｈ７－２３２２に分類されるものは、Ｄターム：Ａ～Ｃの何れかを必ず付与し、車載用についてはＤも付与す

る。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｂ パネル型 

Ｃ その他（Ａ、Ｂ除く） 
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1158340 
スピーカー 

 

登録 1145727 
スピーカーボックス 

 

登録 1110474 
スピーカーボックス 
 

 

登録 1174352 
スピーカーボックス 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２３２２ Ｂ パネル型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１３１ 一 スピーカーボックス 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

スピーカーボックスのうち側面が極端に薄く、パネル状のもの。 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

スピーカーボックスのうち側面が極端に薄くなく、直方体状のものはＤターム「Ａ」を付与する。 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

Ｈ７－２３２２に分類されるものは、Ｄターム：Ａ～Ｃの何れかを必ず付与し、車載用についてはＤも付与す

る。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 直方体 

Ｃ その他（Ａ、Ｂ除く） 

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1109444 
スピーカー 

 

登録 1147538 
スピーカーボックス 

 

登録 1158955 
スピーカーボックス 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２３２２ Ｃ その他（Ａ、Ｂ除く） 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１３０ ― スピーカーボックス等 

Ｈ４－１３１ 一 スピーカーボックス 

Ｈ４－１３１Ｂ 一 スピーカーボックス（可搬型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

Ｄターム「Ａ」「Ｂ」に属さないその他の形態のもの。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

Ｈ７－２３２２に分類されるものは、Ｄターム：Ａ～Ｃの何れかを必ず付与し、車載用についてはＤも付与す

る。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 直方体 

Ｂ パネル型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1127093 

増幅器付きスピーカー 

 

登録 1147265 

スピーカ 

 

登録 1164792 

スピーカー付き手提かばん 

 

登録 1174569 

スピーカースタンド付 

スピーカーボックス 

 

登録 1145754 号 

デジタルオーデイオデイスクプレーヤー 

用充電器付スピーカーボックス 

 

登録 1174599  アイシーレコーダー 

用充電器付スピーカーボックス 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２３２２ Ｄ 車載型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１３１Ｃ 全 スピーカーボックス（車載型） 

Ｈ４－１３１ＣＡ 全 スピーカボックス（車載型・側面台形型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

スピーカーボックスのうち、自動車に取り付けられて使用されるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

・Ｈ７－２３２２に分類されるものは、Ｄターム：Ａ～Ｃの何れかを必ず付与し、車載用についてはＤも付与す

る。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1160706 
車載用スピーカー 

 

登録 1157499 
車載用増幅器付スピーカーボックス 

 

登録 1094619 
車載用増幅器付スピーカー

ボックス 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３２３ マイクロホン付拡声器 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１３３ 一 マイクロホン付き拡声器 
   

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－２２０ マイクロフォン等 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

拡声器   

   
８ 

定義 

マイクロホン、増幅器、スピーカを備えた拡声装置。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

通話等に用いられるマイクロホン付きスピーカーはＨ７－２３２４へ。 

ハンディカラオケ機はＨ７－２１２へ。 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1175231 
頭部装着用拡声器 

 

登録 1144813 
拡声器 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３２４ マイクロホン付スピーカー 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１１０ 一 マイクロフォン 

Ｈ４－１３０ 一 スピーカーボックス等 

Ｈ４－１３１ 一 スピーカーボックス 

Ｈ４－１３３ 一 マイクロフォン付き拡声器 

Ｈ３－３２１ 全 電話機用増幅器 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

マイクロホン付きスピーカー スピーカー付きマイクロホン 会議電話用スピーカー 

電話機用マイクロホン付スピーカー   
 

定義 

マイク部とスピーカー部を備えているもの。 

主に、会議等において複数人で使用することを目的とするものを含む。 

電話機と接続することによりハンズフリー送受話器の役目をするものも含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・個人的に使用するスティック状のものは、Ｈ７－４３９２（携帯電話機用子機）、又は、Ｈ７－４９（送受話器）

へ。 

・マイクロホン付き拡声器はＨ７－２３２３へ。 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1177009 

携帯電話機用送受話器 

 

 

登録 1143614 

車載用無線電話機用通話アダプター 

 

登録 11933640 

マイクロホン付きスピーカーボックス 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３２９０ スピーカーボックス等部品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１３９０ 一 スピーカーボックス等部品及び付属品 

Ｈ４－１３９１ 全 スピーカー用パネル 

Ｈ４－１３９２ 全 スピーカー用キャビネット 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ６－４３ 収納部のない載置台等 

Ｄ６－４３Ａ 収納部のない載置台等（天板なし型） 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

スピーカー用キャビネット スピーカー用パネル スピーカー用グリル 

スピーカー用振動板 スピーカー用ホーン スピーカー用フレーム 
８ 

定義 

スピーカーボックス等にのみ使用される部品を分類する。 

使用状態において視認できないような内部部品（印刷基板に取り付けるようなもの）、付属品は除く。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ ハウジングに組み込まれるスピーカー、天井や車内に埋め込むものは H７―２３２９１（スピーカー）へ。 

・ 発音機器等の内部に組み込む音響発生器は H７－２３９１（発音機器等部品）へ。 

・ 使用状態において視認できないような内部部品（印刷基板に取り付けるようなもの）はＨ７－２３９１へ。 

・ 付属品はＨ７－２３９２へ分類する。 
 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1062167 

スピーカ用振動板 

 

登録 1063634 

スピーカー用フレーム 

 

    

登録 0889713 

スピーカー用ホーン 

 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３２９１ スピーカー 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１３２ 全 スピーカー 

Ｈ４－１３２Ａ 全 スピーカー（コーン型） 

Ｈ４－１３２Ｂ 全 スピーカー（ホーン型） 

Ｈ４－１３２Ｃ 全 スピーカー（グリル付き） 

Ｈ４－１３２ＣＡ 全 スピーカー（グリル付き前面円形型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－２１２ 音響情報記録再生機器 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

スピーカー   
８ 

定義 

ハウジングに組み込まれるスピーカーを分類する。 

天井等に埋め込むもの、車両の外側に設置するものを含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1157504 
車載用スピーカー 

 

登録 1137275 
スピーカー 

 

登録 1099990 
スピーカー 

 

登録 1157501 
車載用スピーカー 

 

登録 1175361 
スピーカー 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３３ ヘッドホン等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１４０ 全 ヘッドホン等 

Ｈ４－１４１ 全 ヘッドホン 

Ｈ４－１４２ 全 マイクロホン付きヘッドホン 

Ｈ４－１４３ 全 イヤホン 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－２１１ ラジオ受信機（ヘッドホン型のもの） 

Ｈ７－２１２Ｄ 音響情報記録再生機：小型携帯型（ヘッドホン型のもの） 

Ｂ２－６６ 耳カバー 

Ｊ７－１４ 補聴器 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ヘッドホン マイクロホン付きヘッドホン イヤホン 

携帯電話機用イヤホン 携帯電話用マイクロホン付きヘッドホン  
 

定義 

頭部に装着し、発音部を直接耳に当てて使用するレシーバー。 

ラジオ受信機能、音楽記録再生機能や通話機能を内在していても、操作部が明らかでなく、形状がヘッドホ

ン若しくはイヤホン型のものを含む。 

Ａ：イヤホン型 

Ｂ：その他留め具付き 

 

ＢＡ～ＢＢに該当しないもの 

登録 1106557 

マイク、リモートコントローラ付

きイヤホン 

 

登録 1165568 

ヘッドホン 

 

登録 631917  イヤフォン 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

ＢＡ：ヘッドバンド付き 

ＢＢ：首掛けバンド付き 

ＢＣ：耳掛け付き 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

■記録機を具備するものとの関係■ 

（１）音楽記録再生機を内在していても、操作部が明らかでなく、 

   形状がヘッドホン若しくはイヤホン型のものは、 

   Ｈ７－２３３に分類する。 

（２）ヘッドホン等が音楽記録再生機に付属しているにすぎないものは 

   Ｈ７－２１２に分類する。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

・Ｈ７－２３３に分類されるものには、Ｄターム：Ａ～ＢＣのいずれかを必ず付与する。 

  例えば、イヤホン型で耳掛け付きのものは、Ａ：イヤホン型と、ＢＣ：耳掛け付きを付与する。 

  いわゆる「ヘッドホン」には、Ｂ～ＢＣの何れか一つを付与する。 

・複数のバンドを具備する場合の優先関係は、ＢＡ＞ＢＢ＞ＢＣ＞Ｂとする。 

  例えば、ヘッドバンドと首掛けバンドを具備するものには、ＢＡ：ヘッドバンド付きを付与する。 

  首掛けバンドとその他の留め具（クリップ等）を有するものは、ＢＢ：首掛けバンド付きを付与する。 

・マイクロホン付きには「Ｃ」、操作部付きには「Ｄ」を付与する。 

 

過去に分類した物品の名称 

 

登録 1175394 

ヘッドホン 

 

登録 1177393 

ヘッドホン 

 

H7-212 へ  登録 1119029 

デジタルオーディオプレーヤー 

 

登録 1179738 

ヘッドホン 

 

登録 1165568 

ヘッドホン 

 

登録 1105766 

ヘッドホン 

 

登録 1165673 
ヘッドホン 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２３３ Ａ イヤホン型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１４１ 一 ヘッドホン 

Ｈ４－１４２ 一 マイクロホン付きヘッドホン：マイクロホン付きイヤホン 

Ｈ４－１４３ 全 イヤホン 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

・ ヘッドホン、イヤホンのうち、耳の中に入れて使うもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・Ｈ７－２３３に分類されるものには、Ｄターム：Ａ～ＢＣのいずれかを必ず付与する。 

① 物品名が「ヘッドホン」でも、イヤホン型で、耳掛け付きのものは、 

  Ａ：イヤホン型と、ＢＣ：耳掛け付きを付与する。 

②物品名が「イヤホン」でも、耳の中に入れないものには、Ａ：イヤホン型を付与せず、 

  ＢＡ～ＢＤの何れか一つを付与する。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1150984 
イヤホン 

 

登録 1144447 
イヤフォン 

 

登録 1165568 
ヘッドホン 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２３３ Ｂ その他留め具付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１４０ 一 ヘッドホン等 

Ｈ４－１４１ 一 ヘッドホン 

Ｈ４－１４２ 一 マイクロホン付きヘッドホン 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

ヘッドホン、イヤホンのうち、クリップなど、ＢＡ～ＢＣに該当しない留め具を有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・Ｈ７－２３３に分類されるものには、Ｄターム：Ａ～ＢＣのいずれかを必ず付与する。 

  例えば、イヤホン型で耳掛け付きのものは、Ａ：イヤホン型と、ＢＣ：耳掛け付きを付与する。 

  いわゆる「ヘッドホン」には、Ｂ～ＢＣの何れか一つを付与する。 

・複数のバンドを具備する場合の優先関係は、ＢＡ＞ＢＢ＞ＢＣ＞Ｂとする。 

  例えば、ヘッドバンドと首掛けバンドを具備するものには、ＢＡ：ヘッドバンド付きを付与する。 

  首掛けバンドとその他の留め具（クリップ等）を有するものは、ＢＢ：首掛けバンド付きを付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＢＡを最優先、以下

昇順に付与する。 

ＢＡ ヘッドバンド付き 

ＢＢ 首掛けバンド付き 

ＢＣ 耳掛け付き  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 958721 マイクロホン付きヘッドホン 

 

登録 631917  イヤフォン 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２３３ ＢＡ ヘッドバンド付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１４０ 一 ヘッドホン等 

Ｈ４－１４１ 一 ヘッドホン 

Ｈ４－１４２ 一 マイクロホン付きヘッドホン 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

ヘッドホン、イヤホンのうち、頭頂部を通るヘッドバンドの付いているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・Ｈ７－２３３に分類されるものには、Ｄターム：Ａ～ＢＣのいずれかを必ず付与する。 

  例えば、イヤホン型で耳掛け付きのものは、Ａ：イヤホン型と、ＢＣ：耳掛け付きを付与する。 

  いわゆる「ヘッドホン」には、Ｂ～ＢＣの何れか一つを付与する。 

・複数のバンドを具備する場合の優先関係は、ＢＡ＞ＢＢ＞ＢＣ＞Ｂとする。 

  例えば、ヘッドバンドと首掛けバンドを具備するものには、ＢＡ：ヘッドバンド付きを付与する。 

  首掛けバンドとその他の留め具（クリップ等）を有するものは、ＢＢ：首掛けバンド付きを付与する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＢＡを最優先、以下

昇順に付与する。 

Ｂ その他留め具付き 

ＢＢ 首掛けバンド付き 

ＢＣ 耳掛け付き  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1165673 
ヘッドホン 

 

登録 1175394 
ヘッドホン 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２３３ ＢＢ 首掛けバンド付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１４０ 一 ヘッドホン等 

Ｈ４－１４１ 一 ヘッドホン 

Ｈ４－１４２ 一 マイクロホン付きヘッドホン 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

ヘッドホン、イヤホンのうち、後頭部の後を通る、首掛けバンドの付いているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・Ｈ７－２３３に分類されるものには、Ｄターム：Ａ～ＢＣのいずれかを必ず付与する。 

  例えば、イヤホン型で耳掛け付きのものは、Ａ：イヤホン型と、ＢＣ：耳掛け付きを付与する。 

  いわゆる「ヘッドホン」には、Ｂ～ＢＣの何れか一つを付与する。 

・複数のバンドを具備する場合の優先関係は、ＢＡ＞ＢＢ＞ＢＣ＞Ｂとする。 

  例えば、ヘッドバンドと首掛けバンドを具備するものには、ＢＡ：ヘッドバンド付きを付与する。 

  首掛けバンドとその他の留め具（クリップ等）を有するものは、ＢＢ：首掛けバンド付きを付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＢＡを最優先、以下

昇順に付与する。 

Ｂ その他留め具付き 

ＢＡ ヘッドバンド付き 

ＢＣ 耳掛け付き  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1179738 
ヘッドホン 

 

登録 1124098 
ヘッドホン 

        



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２３３ ＢＣ 耳掛け付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１４０ 一 ヘッドホン等 

Ｈ４－１４１ 一 ヘッドホン 

Ｈ４－１４２ 一 マイクロホン付きヘッドホン 

Ｈ４－１４３ 一 イヤホン 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

ヘッドホン、イヤホンのうち、耳掛けが付いているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・Ｈ７－２３３に分類されるものには、Ｄターム：Ａ～ＢＣのいずれかを必ず付与する。 

  例えば、イヤホン型で耳掛け付きのものは、Ａ：イヤホン型と、ＢＣ：耳掛け付きを付与する。 

  いわゆる「ヘッドホン」には、Ｂ～ＢＣの何れか一つを付与する。 

・複数のバンドを具備する場合の優先関係は、ＢＡ＞ＢＢ＞ＢＣ＞Ｂとする。 

  例えば、ヘッドバンドと首掛けバンドを具備するものには、ＢＡ：ヘッドバンド付きを付与する。 

  首掛けバンドとその他の留め具（クリップ等）を有するものは、ＢＢ：首掛けバンド付きを付与する。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＢＡを最優先、以下

昇順に付与する。 

Ｂ その他留め具付き 

ＢＡ ヘッドバンド付き 

ＢＢ 首掛けバンド付き  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1107613 
携帯電話機用ヘッドホン 

 

登録 1177403 
ヘッドホン 

 

登録 1165568 
ヘッドホン 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２３３ Ｃ マイクロホン付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１４０ 一 ヘッドホン等 

Ｈ４－１４２ 一 マイクロホン付きヘッドホン 

Ｈ４－１４３ 一 イヤホン 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

ヘッドホン、イヤホンのうち、マイクロホンが付いているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1179000 
マイクロホン付きヘッドホン 

 

登録 1135743 
マイクロフォン付きイヤホン 

    



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－２３３ Ｄ 操作部付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１４０ 一 ヘッドホン等 

Ｈ４－１４１ 一 ヘッドホン 

Ｈ４－１４２ 一 マイクロホン付きヘッドホン 

Ｈ４－１４３ 一 イヤホン 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

・ ヘッドホン、イヤホンのうち、操作部が付いているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

記録再生機を内蔵しているもので、操作部付きは、Ｈ７－２１２に分類する。 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1125457 
ヘッドホン 

 

登録 1125451 
ヘッドセット 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３９１ 発音機器等部品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１２０ 一 発音機器：発音体 

Ｈ４－１２９ 一 発音機器部品及び付属品 

Ｈ４－１３９０ 一 スピーカーボックス等部品及び付属品 

Ｈ４－１４９ 一 ヘッドホン等部品及び付属品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－２２９１ マイクロホン部品 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ブザー用発音体 スピーカー用発音体 発音体 

電気音響変換器 振動発生器 スピーカー付き振動発生器用板ばね 

振動アクチュエータ 光ピックアップ用アクチュエータ  
８ 

定義 

発音機器の内部部品（印刷基板に取り付けるようなもの）はここに分類する。 

携帯電話などに内蔵されるスピーカー（音響発生器）等はここに分類する。 

電気信号を音声に変換する電気音響変換器はここに分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・スピーカーボックスの、使用状態において視認できる範囲の部品は、Ｈ７－２３２９０へ。 

・流体圧アクチュエータのうち、直線運動（直線作動機→Ｋ９－１７）ではなく回転運動に変換する油圧モータ

や、揺動・旋回運動に変換する揺動モータなどはＫ９－１０へ。 

・ハウジングに組み込まれるスピーカー、天井や車内に埋め込むものは H７－２３２９１（スピーカー）へ。 

・音声を電気信号に変換する電気音響変換器は H７－２２９１（マイクロホン部品）へ。 

・音声を電気信号に変換し、かつ電気信号を音声に変換する電気音響変換器は H７－２２９１（マイクロホン

部品）へ。 
 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 970181-002 

「電気音響変換器」 

登録 968283 

「電磁音響変換器」 

登録 964764 

「圧電発音体用ケース」 

登録 914043 

「圧電発音体」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－２３９２ 発音機器等付属品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－１２９ 一 発音機器部品及び付属品 

Ｈ４－１３９０ 一 スピーカーボックス等部品及び付属品 

Ｈ４－１４９ 一 ヘッドホン等部品及び付属品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ヘッドホン用収納ケース イヤホン用収納ケース スピーカーボックス用スタンド 

   
 

定義 

・ 発音機器、スピーカーボックス、及びヘッドホン等の付属品はここに分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

＜スピーカースタンドの分類＞ 

①スピーカー取付金具等が付いているスピーカースタンドはここに。 

②取付金具等が無いものはスピーカー専用の 

 ものであってもＤ６－４３へ分類する・・・・・（１） 

③天板無し型は、Ｄ６－４３Ａへ・・・・・（２） 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1065074 

防犯ブザーケース 

登録 1005201 

イヤホンホルダー 

登録 973424 

イヤホン用収納ケース 

登録 1093732 

スピーカースタンド 

 

（１）D6-43 へ 

登録 940489 

スピーカースタンド 

 

（２）D6-43A へ 

登録 799170 

スピーカースタンド 

 





意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

- 1 - 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－３１ 無線通信機 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６１０ 一 無線通信機 

Ｈ３－６１１ 一 無線通信用送信機 

Ｈ３－６１２ 一 無線通信用受信機 

Ｈ３－６１３ 一 車載用無線通信機等 

Ｈ３－６１４ 一 携帯用無線通信機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－４３ 無線通信機用送受信機 

Ｈ７－４２ 電話機用子機 

Ｅ１－６４２ トランシーバーおもちゃ 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

トランシーバー 無線通信機 携帯用無線通信機 

介護用無線通信機 防災用無線通信機  
 

定義 

 電磁波による信号を送受信することによって、移動しながら、相互に信号を交換するはたらきをもつものの

うち、送信、受信若しくは両方の働きをもつもの。 

 主として、ボックス型以外の形状で、双方向の通信ができる無線通信機。 

Ｄタームを付与しないもの 

Ａ：トランシーバー型 

登録 01133756 

携帯用無線通信機 

    

登録 1131844 

介護用無線送信機 

 

登録 01156121 

防災用無線通信機 

 

登録 01133875 

携帯用無線通信機 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

- 2 - 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

■他の無線通信機器との関係■ 

・ボックス型、車載用の無線通信機はＨ６－４３（無線通信機用送受信機）へ。 

・車載用ＥＴＣ受信機（高速道路料金自動システム送受信機）は 

  Ｈ６－２０（通信装置用基本的機器）へ 

・防災用無線通信機のうち、各家庭に設置し、災害時に罹災状況等を 

  受信する防災用無線放送受信機は、Ｈ７－２１１（ラジオ受信機）へ。 

・電話網を利用して会話を主目的とするもの、 

  電話回線に接続するものはＨ７－４代（電話機）へ。 

 

■カーナビゲーション機器本体はここに含まず、以下の分類へ■ 

・携帯型ＧＰＳや、表示機・記録機を有さない方向探知器は、Ｈ７－３２へ。 

・カード型ＧＰＳ（ＰＣ等に挿入するもの）は、Ｈ６－２０（通信装置用基本的機器）へ。 

・ ＣＤ、ＤＶＤ等記録機部のみは、Ｈ６－５３（ディスク挿入式記録機）へ。  

・ 表示機及びＤＶＤ再生機付き、表示機のみ（記録機内蔵型含む）は、Ｈ７－６２４代（データ表示機）

へ。 

・情報端末機にＧＰＳ機能がついたものは、Ｈ７－７２０～７２５（表示機付き電子計算機等）へ。 
 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｈ６－４３ 登録 1108404  
 無線通信用受信機 

 





意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－３２ 方向位置探知用機器 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０  一 電話機等 

Ｈ３－６０  一 無線通信機器 

Ｈ３－６１０  一 無線通信機 

Ｈ３－６１１  一 無線通信用送信機 

Ｈ３－６１２  一 無線通信機用受信機 

Ｈ３－６２０  一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１  一 方向探知器 

Ｈ３－６２２ 一 方向探知器用関連機器 

Ｈ０－２１ 一 探知機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ６－２０ 通信装置用基本的機器 

Ｈ６－４３ 無線通信機用送受信機 

Ｊ１－７０ 探知機、探傷機 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ロラン受信機 オメガ受信機 方向探知機 

方向探知用指示機 位置情報端末機 位置測定器 

緊急通報機 魚群探知機 レーダー探知機 

   
８ 

定義 

 ＧＰＳ、ＰＨＳ、電話、その他周波数帯を用いて、携帯している人物の居場所を送受信する為の機器や、緊急事

態であることを知らせるための機器、または、魚群探知機等を分類する。 

 カーナビゲーション機器本体、携帯型ＧＰＳ、表示機・記録機を有さない方向探知器等を含む。 

Ｄタームを付与しないもの 

登録 01090607 

緊急通報器 

 

登録 01167079 

位置情報送信用端末機 

 

登録 871645 

電波航法用受信機 

 

 

登録 1110909 

位置検知用発光器 
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2 

Ａ：船載型 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

・電話網を利用して会話を主目的とするもの、電話回線に接続するものはＨ７－４代（電話機）へ。 

 

・車載用ＥＴＣ受信機（高速道路料金自動システム送受信機）は、Ｈ６－２０（通信装置用基本的機器）に。 

 

・超音波探知機や探傷機（光、超音波、電磁波、などの性質を利用して、 
或る空間、物質中の物体、欠除部などの有無を見出し、知らせるもの）は、Ｊ１－７０へ。 

 

■カーナビゲーション機器本体の内、以下のものはここに含まず各分類へ■ 

   ・カード型ＧＰＳ（ＰＣ等に挿入するもの）は、Ｈ６－２０（通信装置用基本的機器）へ。 

   ・ＣＤ、ＤＶＤ等記録機部のみは、Ｈ６－５２（ディスク挿入式記録機）へ。  

・表示機付き及び表示機のみ（ＤＶＤ再生機付き、記録機内蔵型含む）は、Ｈ７－６２４代（データ表示機）へ。 

   ・情報端末機にＧＰＳ機能がついたものは、Ｈ７－７２０～７２５（表示機付き電子計算機等）へ。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1174202 

魚群探知表示器 

 

登録 00997505 

魚群探知機 

 

 

登録 01174203 
航跡表示器 

 

登録 01170454 
船舶レーダ用指示機 
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1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－３９ 無線通信機器・探知機等部品及び付属品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６１５  一 無線通信機用関連機器 （無線通信機器用操作機、防災用無線制御機） 

Ｈ３－６１９  一 無線通信機部品及び付属品 （無線通信機用ケース、位置情報端末機用

車載ホルダー） 

Ｈ３－６２２  一 方向探知器用関連機器 

Ｈ３－６２９  全 方向探知器用部品及び付属品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－４３９０ 携帯電話機用部品及び付属品 

Ｈ７－４３９１ 携帯電話機用ホルダー 

Ｈ７－４９ 電話機等部品及び付属品 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

位置情報端末機用車載ホルダー 無線通信機用ケース 無線機取付け用治具 

   
８ 

定義 

無線通信機及び方向探知機にのみ使用される部品及び付属品。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1093763 

無線機取付用治具 

 

登録 1082975 

無線機取付用治具 

 

携 帯 電 話 機 用 ホ ル ダ ー は

H7-4391 

登録 1162427 

 

ヘッドホン型の送受話器は H7-233 

ヘッドセット  登録 1153939 

 

送受話器は H7-220 

無線通信機用マイクロフォン 

登録 1079516 

 

アンテナは H6-12 

アンテナ  登録 1167233 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－４０ 電話機等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
 

定義 

Ｈ７－４代は、相手の加入番号を選択し、相手と双方向に通話するための機器を分類する。 

有線・無線を問わない。 

 

・ Ｈ７－４１代 家庭や職場で使用する電話機、コードレス電話機用親機 

・ Ｈ７－４２代 コードレス電話機用子機 

・ Ｈ７－４３代 携帯電話機 

・ Ｈ７－４４代 インターホン 

・ Ｈ７－４５代 公衆電話機 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・同じ周波数帯を受信することで、相手と一方向通信することができる無線通信機は、Ｈ７－３１へ。 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

新規物品がでてもここにはできるだけ分類せず、下位の展開に分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 
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 - 1 - 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－４１ 電話機 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等（無線電話機の親機） 

Ｈ３－３１０ 全 電話機 

Ｈ３－３１２ 全 車載用電話機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機（テレビ電話） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２２～７２４Ｅ 表示機付き電子計算機等 

Ｅ１－６４１ 電話おもちゃ 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

電話機 電話機用親機 車載用電話機 

スピーカーホン   
８ 

定義 

・ 電話機のうち、日常生活において、卓上や壁に設置して使用するものを分類する。 

・ 電子メール、ブラウジング等の通信機能を有するものを含む。 

Ｄタームを付与しないもの 

Ａ：表示機付き 

登録 1126263 号 

応答記録付き電話機用 

中継器本体 

 

Ｈ７－４１ 登録 946209 号 

電話機 

 

Ｈ７－４１ 登録 1142199 号 

無線電話機の親機 

 

登録 1165226 号 

テレビ電話 

 

登録 1165771 号 

電話機 

 





Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４１ Ａ 表示機付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３１０ 一 電話機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４代 データ表示機 

Ｈ７－７２２～７２４Ｅ 表示機付き電子計算機等 

Ｅ１－６４１ 電話おもちゃ 
 

定義（図例必須） 

・ テンキー及び送受話器を有する電話機のうち、表示機を具備するもの。表示部の大きさは問わない。 

・ 送受話器が外付けのものを含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ 表示部が起き上がらないものも、このＤタームを付与する。 

・ 具体的表示のあるものは、「Ｇ：具体的表示あり」も併せて付与する（参考図含む）。 

 

D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
D RM  

過去に分類した物品の名称 

テレビ電話機 データ表示機付き電話機  

   

 

登録 1165226 号 

テレビ電話 

 

登録 1165771 号 

電話機 

 

登録 1126263 号 

応答記録付き電話機用 

中継器本体 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４１ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２代 Ｇ データ表示機（具体的表示有り） 

Ｈ７－７２代 Ｇ 表示機付き電子計算機（具体的表示有り） 

  
 

定義（図例必須） 

電話機のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

参考図、必要図を問わず、具体的な画面表示があるものに付与する。 

数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

ただし、画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1150631 
電話機 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｈ７－４２ 電話機用子機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機（電話機用子機） 

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－３１ 無線通信機 

Ｈ７－４３９２ 携帯電話機用子機 

Ｅ１－６４１ 電話おもちゃ 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

電話機用子機 コードレス電話機用子機  

   
D C S  

定義 

・電話機親機を介して、音声によって相手と双方向に通話するための機器。 

・通信相手の加入番号を選択する部分を有するものに限る。いわゆる「コードレス用子機」 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 通信相手の加入番号を選択する部分を具備しないもの（送受話器）は、Ｈ７－４９１０（電話機等部品）へ。 

・ 携帯電話機用子機は、Ｈ７－４３９２（携帯電話機用子機）へ。 

 
D C S  

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

・物品名が「無線電話機」でも、形状が電話機用子機であれば、Ｈ７－４３（携帯電話機）ではなく、ここに含

む。 
D C S  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1155106 

無線電話機の子機 

 

登録 1119712 

コードレス電話機子機 

 

登録 1152542 

無線電話機 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－４３ 携帯電話機 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ３－３０ 一 電話機：携帯電話機、カメラ付き携帯電話機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－３１Ａ 【無線送信機】トランシーバー型 

Ｈ７－６２４３ＡＢ 小型データ表示機（パネル型） 

Ｈ７－７２５ 表示機付き電子計算機等（携帯型） 

Ｅ１－６４１Ａ 【電話おもちゃ】携帯電話おもちゃ型 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

携帯電話機 無線電話機 携帯用無線電話機 

カメラ付き携帯電話機 携帯用テレビ電話機  
８ 

定義 

 通信相手と双方向に通話できる電話機のうち、持ち運びに適した大きさの、一般的に「携帯（電話機）」と称され

るものを分類する。カメラ、電子メール、ブラウジング等の通信機能、赤外線等によるデータ通信機能、カード等

による記録機能を有するものを含む。 

 

＜Ｄタームの概要＞ 

Ｈ７－４３に分類されるものについては、Ａ～ＡＦのいずれかのＤタームを必ず付与する。 

 Ｈ７－４３ＡＢ 
登録 1158392  情報端末機 

 

 

Ｈ７－４３ＡＡ 
登録 1107934  携帯電話機 

 

Ｈ７－４３ＡＣ、Ｃ   
登録 1167436 
カメラ付き無線電話機 

 

Ｈ７－４３ＡＤ、Ｃ 
登録 1154720  携帯電話機 

 

Ｈ７－４３ＡＥ 
登録 1104369 携帯電話機 

 

Ｈ７－４３ＡＦ 
登録 1104614   
腕型携帯電話 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

■■携帯電話機と、携帯情報端末機（ＰＤＡ）の関係■■ 

 

【経緯】 

 一昔前は、携帯電話は通話機能のみ、携帯情報端末機は情報管理機能のみを有するものであった。 

 しかし近年、携帯電話機にメールやブラウジング等の通信機能、カメラ（動画・静止画）を搭載した機種や、携帯

情報端末機に通話機能やカメラ（動画・静止画）を搭載した機種が広まり、両者の境界が曖昧になっている。 

 しかし、携帯電話機には携帯電話機特有の形状・大きさがあることから、携帯情報端末機と分類をまとめること

はせず、形状及び説明を考慮した上で、分類することとする。 

 

【基本的な考え方】 

  携帯電話機・・・・・・・・・携帯できる電話機。通話機能を主たる機能とする。 

               電子計算機能は、メール・ブラウジング、電話回線や無線を利用してデータの送受信等。 

               カメラや、バーコード読み取り機能、カード記録機能を有するものもある。 

 

  携帯情報端末機・・・・・システム手帳を小型の電子計算機に置き換えた機器。いわゆるＰＤＡ。 

                 メール・ブラウジング機能、電話回線や無線を利用してデータの送受信等の他、 

                 文章等のデータ作成の機能等を有する。 

                 カメラ、通話機能を有するものもある。 

 

【意匠分類付与の考え方】 

   Ｈ７－４３（携帯電話機） 一般的に「携帯電話」として販売されているものを分類する。 

                   機能通話機能を主たる機能とする。 

                      その他、カメラ、メール・ブラウジング機能、データの送受信等。 

                   形状縦長板状の筐体。テンキーを有する。 

                      正面側において表示部とボタン群がほぼ５対５の割合で配置されている。 

 

   Ｈ７－７２５（データ表示機付き電子計算機）  

                   一般的に「ＰＤＡ（携帯情報端末機）」として販売されているものを分類する。 

                   機能文章等のデータ作成機能、スケジュール管理等を主たる機能とする。 

                      その他、メール・ブラウジング機能、データの送受信等。 

                   形状板状の筐体で、データ表示部が、正面側のほぼ全幅に渡る。 

                      タッチパネル（及びファンクションキー）又はフルキーを有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H7-725 AA   登録 1158950 

カメラ付き無線電話機 

 

H7-725 AB 

登録 1156722 携帯無線電話機 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 - 3 - 

【具体例】 

（１）「テンキー又はフルキー状の操作ボタンを有するものについて」 

①フルキー状の操作ボタンを有する場合は、Ｈ７－７２５に分類する。 

（テンキー状のボタンが共存する場合も含む） 

 

②テンキー状の操作ボタンのみを有する場合は、Ｈ７－４３に分類する。 

 

 

（２）「操作部がタッチパネル方式のものについて」 

①図面中（参考図を含む）に、フルキー状のキーが表されている場合は、Ｈ７－７２５に分類する。 

（テンキー状のキーが表された図面が共存する場合も含む） 

 

②図面中（参考図を含む）に、テンキー状のキーのみが表されている場合は、Ｈ７－４３に分類する。 

 

③図面上、キーの表示がないものについては物品名で判断する。 

「携帯電話機」等 → Ｈ７－４３、 「携帯情報端末機」等 → Ｈ７－７２５ 

 

 

（３）上記のいずれの条件にも該当しないものは物品名で判断する。 

「携帯電話機」等 → Ｈ７－４３、 「携帯情報端末機」等 → Ｈ７－７２５ 
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分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

【備考】 

①分類先に迷うものは、各件毎に担当審査官の協議を必要とする。 

②今後さらに新たな機能が加わった際は、分類・Ｄタームの構成も含めて、再度検討する。 

 

・物品名が「無線電話機」でも、形状が電話機用子機であれば、Ｈ７－４２に分類する。 
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４３ Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－３１Ａ 【無線通信機】トランシーバー型 

Ｈ７－６２４３ＡＢ 小型データ表示機（パネル型） 

Ｈ７－７２５ 表示機付き電子計算機等（携帯型） 

Ｅ１－６４１Ａ 【電話おもちゃ】携帯電話おもちゃ型 
D RM  

定義（図例必須） 

・ H7-43（携帯電話機）のうち、AA～AF に該当しないもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

Ｈ７－４３に分類されるものについては、Ａ～ＡＦのいずれかのＤタームを必ず付与する。 

D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ ストレート型 

ＡＢ 折り畳み型 

ＡＣ 回転型 

ＡＤ スライド型 

ＡＥ フリップ型 

ＡＦ 腕時計型 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1167167  携帯電話機 

 

登録 1161404  携帯電話 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４３ ＡＡ ストレート型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－３１Ａ 【無線通信機】トランシーバー型 

Ｈ７－６２４３ＡＢ 小型データ表示機（パネル型） 

Ｈ７－７２５ＡＡ 【表示機付き電子計算機（携帯型）】ストレート型 

Ｅ１－６４１Ａ 【電話おもちゃ】携帯電話おもちゃ型 
D RM  

定義（図例必須） 

携帯電話機のうち、縦長板状（扁平で角形）のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・本体と平行に回転するカバーが付加されたものには、ＡＣ：回転型を付与する。 

・スライド型のカバーが付加されたものには、ＡＤ：スライド型を付与する。 

・ヒンジで縦に開閉するカバーを具備するものには、ＡＥ：フリップ型を付与する。 

 
７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ Ｈ７－４３に分類されるものについては、Ａ～ＡＦのいずれかのＤタームを必ず付与する。 

 
D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

ＡＢ 折り畳み型 

ＡＣ 回転型 

ＡＤ スライド型 

ＡＥ フリップ型 

ＡＦ 腕時計型 
 

過去に分類した物品の名称 

   

 

Ｈ７－４３ＡＡ 
登録 1107934  携帯電話機 

 

Ｈ７－４３ＡＡ 
登録 1134485  携帯電話機 

 

Ｈ７－４３ＡＡ、Ｃ 
登録 1106550 
カメラ付き無線電話機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４３ ＡＢ 折畳型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４３ＡＢ 小型データ表示機（パネル型） 

Ｈ７－７２５ＡＢ 【表示機付き電子計算機（携帯型）】折畳型 

Ｅ１－６４１Ａ 【電話おもちゃ】携帯電話おもちゃ型 
 

定義（図例必須） 

 携帯電話機のうち、表示部を有する筐体と、テンキー部を有する筐体が別体で、ヒンジによって連結され、

折り畳むタイプのもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 折り畳み型かつ回転型（＝マルチヒンジ）は、ＡＣ：回転型を付与する。 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ Ｈ７－４３に分類されるものについては、Ａ～ＡＦのいずれかのＤタームを必ず付与する。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

ＡＡ ストレート型 

ＡＣ 回転型 

ＡＤ スライド型 

ＡＥ フリップ型 

ＡＦ 腕時計型 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

   

 

Ｈ７－４３ＡＢ、Ｃ 
登録 1158526 
カメラ付き携帯用無線電話機 

 

Ｈ７－４３ＡＢ、Ｃ 
登録 1154370  携帯電話

機 

 

Ｈ７－４３ＡＢ、Ｃ 
登録 1166737   
携帯無線電話機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４３ ＡＣ 回転型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４３ＡＢ 小型データ表示機（パネル型） 

Ｈ７－７２５ＡＣ 【表示機付き電子計算機（携帯型）】回転型 

Ｅ１－６４１Ａ 【電話おもちゃ】携帯電話おもちゃ型 
 

定義（図例必須） 

携帯電話機のうち、  

①表示部を有する筐体と、テンキー部を有する筐体が別体で、ヒンジによって連結され、ヒンジを軸に回転

し、開閉するもの。本体と平行に回転するものや、マルチヒンジ（参照：登録 1167436）を含む。 

②縦長板状の本体に、本体に対して平行に回転するカバーが付加されたもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・本体に対して上下にスライドするカバーを具備するものには、ＡＤ：スライド型を付与する。 

・ヒンジで観音開きに開閉するカバーを具備するものには、ＡＥ：フリップ型を付与する。 

 
D RM  

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ Ｈ７－４３に分類されるものについては、Ａ～ＡＦのいずれかのＤタームを必ず付与する。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

ＡＡ ストレート型 

ＡＢ 折り畳み型 

ＡＤ スライド型 

ＡＥ フリップ型 

ＡＦ 腕時計型 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

   

 

Ｈ７－４３ＡＣ、Ｃ 
登録 1174575 
カメラ付き無線電話機 

 

Ｈ７－４３ＡＣ、Ｃ 
登録 1167436 
カメラ付き無線電話機 

 

Ｈ７－４３ＡＣ、Ｃ 
登録 1143093 
携帯無線電話機 

 

登録 1086437 
携帯用電話機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４３ ＡＤ スライド型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４３ＡＢ 小型データ表示機（パネル型） 

Ｈ７－７２５ＡＤ 【表示機付き電子計算機（携帯型）】スライド型 

Ｅ１－６４１Ａ 【電話おもちゃ】携帯電話おもちゃ型 
D RM  

定義（図例必須） 

携帯電話機のうち、 

① 表示部を有する筐体と、テンキー部を有する筐体が別体で、上下にスライドして開閉するもの。 

② 縦長板状の本体に、上下にスライドするカバーが付加されたもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 本体に対して平行に回転するカバーを具備するものには、ＡＣ：回転型を付与する。 

・ ヒンジで観音開きに開閉するカバーを具備するものには、ＡＥ：フリップ型を付与する。 

 
D RM  

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ Ｈ７－４３に分類されるものについては、Ａ～ＡＦのいずれかのＤタームを必ず付与する。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

ＡＡ ストレート型 

ＡＢ 折り畳み型 

ＡＣ 回転型 

ＡＥ フリップ型 

ＡＦ 腕時計型 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

   

 

Ｈ７－４３ＡＤ 
登録 1154720  携帯電話

機 

Ｈ７－４３ＡＤ    
登録 1170400 携帯電話機 

 

Ｈ７－４３ＡＤ、Ｃ 
登録 1126722 
カメラ付き携帯用情報通信機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４３ ＡＥ フリップ型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－３１Ａ 【無線通信機】トランシーバー型 

Ｈ７－６２４３ＡＢ 小型データ表示機（パネル型） 

Ｈ７－７２５ＡＥ 【表示機付き電子計算機（携帯型）】フリップ型 

Ｅ１－６４１Ａ 【電話おもちゃ】携帯電話おもちゃ型 
D RM  

定義（図例必須） 

携帯電話機のうち、縦長板状の本体にヒンジで縦に開閉するカバーが付加されたもの。 

主としてテンキー部のみカバーするものだが、全体、一部のみも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・本体と平行に回転するカバーが付加されたものには、ＡＣ：回転型を付与する。 

・スライド型のカバーが付加されたものには、ＡＤ：スライド型を付与する。 

 
D RM  

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ Ｈ７－４３に分類されるものについては、Ａ～ＡＦのいずれかのＤタームを必ず付与する。 

・ ストレート型で、テンキー用のカバーが付加されたものには、ＡＤ：フリップ型を優先して付与する。 
D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

ＡＡ ストレート型 

ＡＢ 折り畳み型 

ＡＣ 回転型 

ＡＤ スライド型 

ＡＦ 腕時計型 
 

過去に分類した物品の名称 

   

 

Ｈ７－４３ ＡＥ 
登録 1159727  携帯電話

機 

Ｈ７－４３ ＡＥ 
登録 1124382  携帯電話

機 

Ｈ７－４３ ＡＥ 
登録 1104369  携帯電話

機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４３ ＡＦ 腕時計型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ２－３００ 腕時計 

Ｈ７－３１ 無線通信機 

Ｈ７－６２４３ＡＢ 小型データ表示機（パネル型） 

Ｈ７－７２５ＡＥ 【表示機付き電子計算機（携帯型）】フリップ型 
 

定義（図例必須） 

携帯電話機のうち、腕時計型のもの。ベルトを具備しないものも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ 電話機、電子計算機、腕時計の何れに分類するかは、物品名及び説明で判断する。 

・ 内部機構を具備しないものは、物品名に関係なく、Ｊ２－３９１（腕時計用側）へ 

・ Ｈ７－４３に分類されるものについては、Ａ～ＡＦのいずれかのＤタームを必ず付与する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

ＡＡ ストレート型 

ＡＢ 折り畳み型 

ＡＣ 回転型 

ＡＤ スライド型 

ＡＥ フリップ型 
 

過去に分類した物品の名称 

   

 

Ｈ７－４３ ＡＦ 
登録 1104614  腕型携帯電

話 

Ｈ７－４３ ＡＦ 
登録 1104611  携帯電話

機 

Ｈ７－４３ ＡＦ 
登録 1167405  無線電話

機 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４３ Ｂ プリンター付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機：携帯電話機、カメラ付き携帯電話機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機：カメラ付き携帯電話機 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４３ＡＢ 小型データ表示機（パネル型） 

Ｈ７－７２５Ｂ 【表示機付き電子計算機（携帯型）】プリンター付き 
 

定義（図例必須） 

携帯電話機のうち、プリンター部を有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｈ７－４３ ＡＡ、Ｂ 
登録 1174532  無線電話

機 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４３ Ｃ カメラ付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４３ＡＢ 小型データ表示機（パネル型） 

Ｈ７－７２５Ｄ 【表示機付き電子計算機（携帯型）】カメラ付き 
 

定義（図例必須） 

携帯電話機のうち、カメラ部を有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

カメラか否かは、図面、物品名から判断する。 

カメラと判断できないものには付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｈ７－４３ ＡＢ、Ｃ    
登録 1121658   
カメラ付き無線電話機 

 

Ｈ７－４３ ＡＢ、Ｃ    
登録 1173363 
カメラ付き無線電話機 

Ｈ７－４３ ＡＢ、Ｃ    
登録 1173700 
カメラ付き無線電話機 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４３ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２代 Ｇ データ表示機（具体的表示有り） 

Ｈ７－７２代 Ｇ 表示機付き電子計算機（具体的表示有り） 

  
 

定義（図例必須） 

携帯電話機のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

参考図、必要図を問わず、具体的な画面表示があるものに付与する。 

数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

ただし、画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1168150  携帯電話機 登録 1135950  無線電話機 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－４３９０ 携帯電話機用部品及び付属品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３１９０ 一 電話機部品及び付属品 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

携帯電話機用前カバー   

   
 

定義 

携帯電話機にのみ使用される、部品及び付属品。 

登録 1174831 

無線電話機の被覆パネル 

 

登録 1175798 

無線電話機の前カバー 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 携帯電話機用充電器は、Ｈ２－２１２０（充電器） 

・ 携帯電話機用アンテナはＨ６－１２（アンテナ） 

・ アンテナ用飾り玉はＨ６－１９１（通信電送路用器具等部品） 

・ 携帯用ストラップはＢ３－０２（身の回り品ストラップ） 

・ 手に持って持ち運ぶ際に使用する、袋状の携帯電話機用ケースは、Ｂ４－１８（携帯電話入れ） 

・ 外付けの携帯電話機用デジタルカメラは、Ｊ３－２３０（テレビカメラ） 

・カメラ付き携帯電話機の、内部部品であるカメラ部は、Ｊ３－２９１０（カメラ等部品） 

 

■携帯型の電子機器を取り付ける型式のビューワーについて（Ｈ７－６２９０との関係） 

   携帯型の電子機器を取り付け、頭部に装着したり、手で持ってのぞき込んで使用したりする立体視ビュー

ワーは、Ｈ７－６２９０に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1567489 
ヘッドマウントディスプレイ用箱体 
H7-6290 

登録 1559871 
三次元画像用眼鏡 
H7-6290 
 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－４３９１ 携帯電話機用ホルダー 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３１９０ 一 電話機部品及び付属品 

Ｈ３－３２０ 一 電話機用関連機器 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ４―１８ 携帯電話機入れ 

Ｆ２－７２１２ ペン立て 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

携帯電話機用ホルダー 自動車用携帯電話機保持具 携帯電話機用置き台 

   
 

定義 

・携帯電話機を卓上や車内等で保持するためのもの。 

・運搬や把持を目的としたホルダーも含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1162472  

自動車用携帯電話機

保持具 

 

登録 1143597 

携帯電話機置台 

 

 

登録 1126993 

携帯電話用ホルダー

付差し込みタップ 

 

登録 1135726 

携帯電話機用ケース 

 

登録 1126281 

携帯電話機用フォルダ 

 

登録 1386534  

携帯機器用 

指ストラップ 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

携帯電話機用ケースのうち、汎用性のある袋状のものはＢ４－１８（携帯電話入れ）へ・・・・・（１）、（２） 

その他の携帯電話機用ケース、カバーはＨ７－４３９０（携帯電話機用部品及び付属品）へ･････（３）、（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

（１）Ｂ４－１８（携帯電話入れ）へ 

登録 1143763 

携帯電話機用ホルダー 

 

（２）Ｂ４－１８（携帯電話入れ）へ 

登録 1143897 

携帯電話機用ケース 

 

（3）Ｈ７－４３９０（携帯電話機用

部品及び付属品）へ 

登録 1536604 

携帯電話機用ケース 

 

（4）Ｈ７－４３９０（携帯電話機用

部品及び付属品）へ 

登録 1462987 

携帯電話機用ケース 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－４３９２ 携帯電話機用子機 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３１９１ 一 電話機用送受話器（携帯電話機用子機） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－３１ 無線通信機 

Ｈ７－４２ 電話機用子機 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

携帯電話機用子機 携帯情報端末機用ハンドセット  

   
 

定義 

携帯電話機が着信したことを感知し、ボタン等を押下することで通話することができる機器。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ ヘッドホン型及びイヤホン型は、Ｈ７－２３３（ヘッドホン等）へ 

・ 携帯電話機が着信したことを感知し、音や振動等により知らせる機能のみを有する機器は、Ｈ７－３０（無

線通信機器・探知機等）へ。 

・ テンキーを有するものは、Ｈ７－４３（携帯電話機）へ。 

・電話機用子機は、Ｈ７－４２（電話機用子機）へ。 
９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

携帯電話機用送受話器 送受信機  

   

 

登録 1111037 

携帯電話機用子機 

 

登録 1178509 

送受信機 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４３９２ Ａ スティック型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３１９１ 一 電話機用送受話器（携帯電話機用子機） 

   
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－３１ 無線送信機 

  
 

定義（図例必須） 

携帯電話機用子機のうち、細長棒状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

D RM  

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
D RM  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1158461 

携帯電話機子機 

 

登録 1160817 

携帯情報端末機用ハンドセット 

 

登録 1101351 

移動電話用送受話器 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－４４ インターホン 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３３０ 全 インターホン 

Ｈ３－３３０Ａ 全 インターホン（送受話器付き型） 

Ｈ３－３３０Ｂ 全 インターホン（子機型） 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－２３１ ブザー等 

Ｈ７－３０ 無線通信機器、探知機等 

Ｈ７－３１ 無線通信機 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

インターホン インターホン親機 インターホン子機 

ナースコール   
８ 

定義 

電話回線以外で、特定の場所の内部連絡通話に用いられる通信用機器。 

有線、無線は問わない。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 「インターホン」という物品名であっても、インターホンとそれを設置させる支柱とが一体になっているもの

は、”インターホン付き門柱”として、Ｌ３－５２０（門柱）へ。 

・ インターホンに、照明器具、表札が付加された程度のものはここに。・・・・・参照：登録１１７７８９３ 

・ 照明器具、表札、インターホン、郵便受け等が一体になったユニットは、Ｄ０－０へ。 

・ 新聞・郵便受け等にインターホンが付加されたものは、 Ｄ０－１０、Ｄ０－１１０へ。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 
 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1179458 
ナースコール用インターホン子機 

 

登録 1109116   
インターホン子機 

 

登録 1177893 
インターホン付き表札灯 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４４ Ａ 表示機付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３３０ 一 インターホン 

Ｈ３－３３０Ａ 一 インターホン（送受話器付き型） 

Ｈ３－３３０Ｂ 一 インターホン（子機型） 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４３ＡＢ 小型データ表示機（パネル型） 

Ｈ７－６２４４Ｂ 埋込み・取付型データ表示機（壁埋込み・取付型）：浴室用テレビ受像機 

Ｈ７－７２２ 表示機付き電子計算機等（取付け型） 
 

定義（図例必須） 

インターホンのうち、表示機が設けられたもの。 

表示部は、モニター、データ表示部を問わない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｈ７－４４Ｂ   
登録 1150770 
モニターテレビ付きインターホン 

 

Ｈ７－４４ Ａ、Ｂ 
登録 1144405 
インターホン 

 

Ｈ７－４４Ｂ、C 
登録 1167092 
セキュリティ付きインターホン 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４４ Ｂ カメラ付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３３０ 一 インターホン 

Ｈ３－３３０Ａ 一 インターホン（送受話器付き型） 

Ｈ３－３３０Ｂ 一 インターホン（子機型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

インターホンのうち、カメラ機能が設けられたもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

内蔵のカメラのみは、Ｈ７－６１１（テレビカメラ）へ。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1178554 
カメラ付きドアホン子器 

 

登録 1132239 
テレビカメラ付き表札インター

ホン子機 

 

登録 1158212   
インターホン 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－４４ Ｃ 送受話器付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３３０Ａ 一 インターホン（送受話器付き型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

インターホンのうち、送受話器を具備するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｈ７－４４  登録 1149144 
インターホン 

 

Ｈ７－４４Ｃ  登録 1066690 
インターホン付き住宅情報盤 

 

Ｈ７－４４Ｃ  登録 1089568 
ナースコール親機 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｈ７－４５ 公衆電話機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３１１ 全 公衆電話機 

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２２～７２４ 表示機付き電子計算機 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

この分類に含まれる物品 

公衆電話機   

   
 

定義 

電話機のうち、特に公衆利用を目的に作られているもの。一般に料金・プリペイドカード投入口を有する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

自動預払い機能や、チケット購入機能等、電子計算機能が付加されたものは、Ｈ７－７２２～７２４（表示機

付き電子計算機）へ。 

D C S  

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｈ７－４５ 
登録 1157353  公衆電話機 

 

Ｈ７－４５ 
登録 1109383  公衆電話機 

 

Ｈ７－４５ 
登録 1179459  公衆電話機 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－４９ 電話機等部品及び付属品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－３０ 一 電話機等・緊急通報機 

Ｈ３－３１９０ 一 電話機部品及び付属品 

Ｈ３－３１９１ 一 電話機用送受話器（送受話器） 

Ｈ３－３１９２ 全 電話機用台 

Ｈ３－３１９３ 全 電話機用カバー 

Ｈ３－３１９４ 全 電話機用芳香器等 

Ｈ３－３２０ 一 電話機用関連機器（電話機用使用状態表示器） 

Ｈ３－３２２ 全 電話機用中継切替え器（電話機用中継切替え器） 

Ｈ３－３２３ 全 電話機用ダイヤル発信器 

Ｈ３－３２４ 全 電話機用応答記録器 

Ｈ３－３２９ 一 電話機用関連機器部品及び付属品 

Ｈ３－３３１ 全 インターホン用関連機器 

Ｈ３－３３９ 全 インターホン部品及び付属品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

緊急通報機 電話機用送受話器 電話機台 

電話機用通話度数計 電話機用送受話器置台 電話機用カバー 

電話番号表示機 電話機用送受話器カバー 電話機用消毒器 

電話機用使用状態表示機 電話機用芳香器 電話自動ダイヤル発信器 

電話機用応答記録器 電話呼出器  
 

定義 

電話機等にのみ使用される部品及び付属品。 

電話機等の一部を構成するものや、電話機等に取り付けて使用するものを含む。 

登録 1176892 

非常通報機 

 

登録 1176871 

送受話器 

 

登録 1036925   

コードレス電話機用充電器 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 電話機子機用充電器は、Ｈ２－２１２０へ。ただし、横置き型や、中継機能のあるものはここに。 

・ 物品名が「電話機用台」であっても、形態が家具に近いものはＤ６－４５へ。 

・ 通話用のマイクロフォン付きスピーカーは、Ｈ７－２３２４（マイクロフォン付きスピーカー）へ。 

・ 自動回線切替え器（スプリッター）はＨ６－２０（通信装置用基本的機器）へ。 

・ 携帯電話機部品及び付属品はＨ７－４３９０へ。 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－５０ 紙データ入出力機等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－４４１ 全 紙テープ読み取り穿孔機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

電子計算機用紙テープ読取り機 紙テープ読み取り機 紙テープ穿孔機 

電子計算機用紙テープ穿孔機   

   
 

定義 

 Ｈ７－５代には主に画像情報を電子データに変換するもの、又は、電子データを画像情報に変換して出力

するもの、若しくはその両方を行うものを分類する。 

 

 Ｈ７－５０：下位の展開にあてはまらないもの 

      紙カード、紙テープ等のデータの読取り及び穿孔を行なうもの等 

 Ｈ７－５１（スキャナー）：印刷物等の画像情報を読み取って電子データに変換する機器 

 Ｈ７－５２（プリンター）：電子データを画像情報に変換して紙等に出力する機器 

 Ｈ７－５３（複写機）：原稿を電子的に複写する機器 

 Ｈ７－５４（ファクシミリ）：原稿を電気信号に変換して送信し、受信した電気信号を画像情報に変換して原稿

を復元する機器 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－５４ ファクシミリ等 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－５０ 全 電信用機器 

Ｈ３－５１０ 全 電信機 

Ｈ３－５２０ 全 模写電送機気 

Ｈ３－５２０Ａ 全 模写電送機気（床置型） 

Ｈ３－５２０Ｂ 全 模写電送機気（卓上型） 

Ｈ３－５２１ 全 模写伝送用送信機 

Ｈ３－５２２ 全 模写伝送用受信機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－４１ 電話機 

Ｈ７－５２ プリンター 

Ｈ７－５３ 複写機 

Ｈ７－７２１～７２３ 表示機付き電子計算機等 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ファクシミリ 写真電送機 データ表示機付ファクシミリ 

電話付ファクシミリ 電信機 テレックス 

テレプリンター   
８ 

定義 

 原稿を電気信号に変換して通信回線を通じて送信し、受信した電気信号を画像情報に変換して原稿を復

元する機器。モールス信号を印刷物にして復元するものを含む。 

  

Ａ：その他（ＡＡ～ＡＢ除く） 

 

給紙トレイの無いものなど。 

 

Ｈ７－５４（ファクシミリ等）に 

分類されるものは、 

Ａ～ＡＢのいずれかの 

Ｄタームを必ず付与する。 

ＡＡ：床置型 

給紙トレイが３段以上あるもの、 

脚部が付いたもの等 

登録 1093652 

ファクシミリ送受信機 

 

登録 1152841 

ファクシミリ送受信機 
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ＡＢ：卓上型 

給紙トレイが２段までのもの 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

■電子計算機との関係■ 

・ファクシミリ機能及び通話機能を有するものは、Ｈ７－５４（ファクシミリ等） 

・電子計算機能を主たる機能とし、ファクシミリ機能を有するものは、Ｈ７－７２２～７２５（表示機付き電子計

算機）。 

・フルキーを具備するものはテレプリンター、テレックス等を除き、電子計算機能を主たる機能とみなして、Ｈ

７－７２２～７２５（表示機付き電子計算機）へ。 

 

■複数の紙データ入出力機能を持つものの関係■ 

◎基本的に、意匠に係る物品の主たる機能に基づいて分類を付与する 
・スキャナー機能、プリンター機能、複写機能、ファクシミリ機能を持つ複合機や、スキャナー及びプリンター

機能についての記載しかなく複写機能を具備しているか否か不明のもの等については、意匠に係る物品

の名称等に基づいて分類を付与する。 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

Ｈ７－５４（ファクシミリ等）に分類されるものについては、Ａ～ＡＢのいずれかのＤタームを必ず付与する。 

 

 

過去に分類した物品の名称 

ファクシミリ送信機 ファクシミリ受信機  

   

 

登録 1171371 

ファクシミリ送受信機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－５４ Ａ その他（ＡＡ～ＡＢ除く） 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－５０ 一 電信用機器 

Ｈ３－５１０ 一 電信機 

Ｈ３－５２０ 一 模写電送機気 

Ｈ３－５２１ 一 模写伝送用送信機 

Ｈ３－５２２ 一 模写伝送用受信機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－４１ 電話機 

Ｈ７－５２ プリンター 

Ｈ７－５３ 複写機 

Ｈ７－７２１～７２３Ｅ 表示機付き電子計算機等 
 

定義（図例必須） 

ファクシミリのうち、ＡＡ～ＡＢに該当しないもの。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

Ｈ７－５４（ファクシミリ等）に分類されるものについては、Ａ～ＡＢのいずれかのＤタームを必ず付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 床置型 

ＡＢ 卓上型 

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1093652 

ファクシミリ送受信機 
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分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 下位に展開するインクカートリッジ、給排紙機等の部品及び付属品は、基本的にＨ７－５９０に分類する。 

D C S  

過去に分類した物品の名称 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｈ７－５９１ インクカートリッジ 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９２０ 一 電子計算機等付属品から分割 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

プリンター用インクカートリッジ 複写機用インクカートリッジ プリンター用インクタンク 

   
D C S  

定義 

インクを充填してプリンター等に装着して使用する、インクカートリッジを分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

補充用のインクを入れて販売するものは、Ｆ４－４台（包装用袋）、７台、９台（包装用容器）に分類する。 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 インクカートリッジの部品及び付属品は、基本的にＨ７－５９０に分類する。 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1108484 号 
電子計算機プリンター用インクタンク 

 

1166743 号 
インクカートリッジ 

 

1166732 号 
プリンター用インクカートリッジ 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｈ７－５９２ トナーカートリッジ 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９２０ 一 電子計算機等付属品から分割 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

プリンター用トナーカートリッジ 複写機用トナーカートリッジ  

   
D C S  

定義 

主にレーザープリンター等に装着して使用する、トナーカートリッジを分類する。 

 

トナー【toner】電子写真・静電記録などで、静電潜像を現像する着色粉末。 

         電荷のある部分に吸引され、画像を形成する。（広辞苑第五版より） 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 トナーカートリッジの部品及び付属品は、基本的にＨ７－５９０に分類する。 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1179153 号 
トナー用カートリッジ 

   

1166760 号 
複写機用トナー補給容器 

 

1129400 号 
画像形成機用トナー供給

プロセスカートリッジ 
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 D C SS  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｈ７－５９３ インクリボンカートリッジ 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９２１ 全 インクリボンカートリッジ 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

インクリボンカートリッジ   

   
D C S  

定義 

インクリボンカートリッジを分類する。 
 
インク‐リボン【ink ribbon】ワープロなどのプリンターで用いる、インクを吸着させた薄いテープ。 
                                              （広辞苑第五版より） 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 インクリボンカートリッジの部品及び付属品は、基本的にＨ７－５９０に分類する。 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1179099 号 
インクリボンカセット 

   

1121652 号 
テープ印字機用インクリボン     

カートリッジ 

   

1119439 号 
インクリボン付きカートリッジ 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｈ７－５９４ 画像形成機 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９１０ 一 電子計算機等部品 

Ｈ５－９２０ 一 電子計算機等付属品 

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

画像形成機 トナーカートリッジ付き画像形成機  

   

   

   
 

定義 

画像形成機を分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 画像形成機の部品及び付属品は、基本的にＨ７－５９０に分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1167360 号 
電子写真プリンタ用現像

機本体 

 

1166938 号 
画像形成機 
 

 

1166762 号 
画像形成機 
 

 

1129399 号 
画像形成機用トナー

供給プロセスカート

リッジ本体 
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1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－５９６ プリンター用印字ヘッド 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９１１ 一 プリンター用印字ヘッド 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

プリンター用印字ヘッド   

   

   
 

定義 

プリンター用印字ヘッドを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 プリンター用印字ヘッドの部品及び付属品は、基本的にＨ７－５９０に分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1143547 号 
プリンター用印字ヘッド 

   

1084027 号 
インクジェットプリンターの

プリントヘッド 

   

1050186 号 
プリンター用印字ヘッド 
 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６０ 映像情報入出力機器 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３０ 一 映像機器（一組のテレビ受像機セットを除く） 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ３－２３０ テレビカメラ 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
 

定義 

・電子データを映像化する出力機器（データ表示機、テレビ受像機等）を分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

映像を電子データ化する入力機器（テレビカメラ、デジタルカメラ等。フィルム記録式カメラを含む。）は、Ｊ３

－２代に分類する。 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

・ほとんどの機器は以下の分類に展開し、この分類はほぼ空分類とする。 

 

過去に分類した物品の名称 
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 意匠分類記号 ２ 意匠分類の名称 

Ｈ７－６１ ビデオプロジェクター 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３４２ 一 テレビ投射機からビデオプロジェクターを分割 

Ｈ４－３４９０ 一 テレビ受像機部品及び付属品 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

データ投射機 テレビ投影機 ビデオプロジェクター 

   
 

定義 

映像表示方法に投影式を利用したデータ投射機。部品及び付属品を含む 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

投射型データ表示機はＨ７－６２４５。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

データ投射機 テレビ投射機 ビデオプロジェクター 

液晶プロジェクター 投射機用昇降脚 投影機用容器 

 

1129904 

液晶プロジェクター 

1174974 

液晶ビデオプロジェクター 
1177377 

液晶プロジェクター 

1183323 

投射機用昇降脚 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２０ データ表示機等 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ５－１０１ 広告用具及び表示用具（床置型及び路上設置型） 

Ｈ６－５０ 情報記録機器等 

Ｈ７－７２０ 表示機付き電子計算機等 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
８ 

定義 

・画像、映像等のデータをディスプレイに表示する機器を分類する。 

 Ｈ７－６２０ 下位に展開されないもの 

 Ｈ７－６２１ 一組のテレビ受像機セット 

 Ｈ７－６２２ 一組の光ディスク再生機セット 

 Ｈ７－６２３ 一組の車載用経路誘導機セット 

 Ｈ７－６２４０ データ表示機 

 Ｈ７－６２４１０ ブラウン管型データ表示機 

 Ｈ７－６２４１１ ブラウン管型付加機能付きデータ表示機 

 Ｈ７－６２４２ パネル型データ表示機 

 Ｈ７－６２４３ 小型データ表示機 

 Ｈ７－６２４４ 埋込型データ表示機 

 Ｈ７－６２４５ 投射型データ表示機 

 Ｈ７－６２４６ 複数映像標示部付きデータ表示機 

 Ｈ７－６２９０ データ表示機等部品及び付属品 

 Ｈ７－６２９１ データ表示機用支持具 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 意匠に係る物品が利用者を特定せず、多数の者を対象として表示内容を一方的に表示する表示機器と認

められる場合は、広告器としての性格を強く有するため、Ｆ５－１０１代に分類する。 

・ 情報記録機器に表示画面が付いているものは、データ表示機（Ｈ７－６２代）に分類する。 

・ 電子計算機能を有するものは、Ｈ７－７代に分類する。 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２１ 一組の電気・電子機器セット（テレビ受像

機、テレビ台等から構成されるもの） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３０ 一 一組のテレビ受像機セット 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

一組の電気・電子機器セット   

   

   
８ 

定義 

一組の電気・電子機器セットのうち、テレビ受像機、テレビ台等から構成されるものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

この分類は組物の意匠分類であり、D ターム VZQ を付与する。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２１ Ａ ブラウン管型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３０ 一 一組のテレビ受像機セット 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４１ＡＡ 【ブラウン管型データ表示機】支持具有り 

  

  
 

定義（図例必須） 

一組の電気・電子機器セット（テレビ受像機、テレビ台等から構成されるもの）のうち、テレビ受像機がブラウ

ン管型のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

Ｂ パネル型 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1173245 
一組のテレビ受像機セット 

1143233 
一組のテレビ受像機セット 

1114610 
一組のテレビ受像機セット 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２１ Ｂ パネル型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３０ 一 一組のテレビ受像機セット 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４２ＡＡ 【パネル型データ表示機】支持具付き 

  

  
 

定義（図例必須） 

一組の電気・電子機器セット（テレビ受像機、テレビ台等から構成されるもの）のうち、テレビ受像機がパネ

ル型のもの。 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

Ａ ブラウン管型 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1169687 
一組のテレビ受像機セット 

1178907 
一組のテレビ受像機セット 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２１ Ｇ 具体的表示有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３０ 一 一組のテレビ受像機セット 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

一組の電気・電子機器セット（テレビ受像機、テレビ台等から構成されるもの）のうち、表示部に具体的表示

のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

・ ただし、公知資料における、単なるビデオ再生画面やテレビ番組等の受像画面及び表示機の大きさを示

すインチ数のみの具体的表示を除く。 

・参考図、必要図を問わず付与する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２２ 一組の電気・電子機器セット（テレビ受像機、光

ディスク再生機等から構成されるもの） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－０ 一 一組の光ディスク再生機セット 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

一組の電気・電子機器セット   

   

   

   
 

定義 

一組の電気・電子機器セットのうち、テレビ受像機、光ディスク再生機等から構成されるものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

この分類は組物の意匠分類であり、D ターム VZQ を付与する。 

 

 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２２ Ａ ブラウン管型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３０ 一 一組の光ディスク再生機セット 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

一組の電気・電子機器セット（テレビ受像機、光ディスク再生機等から構成されるもの）のうち、テレビ受像機

がブラウン管型のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

Ｂ パネル型 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２２ Ｂ パネル型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３０ 一 一組の光ディスク再生機セット 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

一組の電気・電子機器セット（テレビ受像機、光ディスク再生機等から構成されるもの）のうち、テレビ受像機

がパネル型のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

Ａ ブラウン管型 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２２ Ｇ 具体的表示有り 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－０ 一 一組の光ディスク再生機セット 

   

   

   
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

一組の電気・電子機器セット（テレビ受像機、光ディスク再生機等から構成されるもの）のうち、表示部に具

体的表示のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

・ ただし、公知資料における、単なるビデオ再生画面やテレビ番組等の受像画面及び表示機の大きさを示

すインチ数のみの具体的表示を除く。 

・ 参考図、必要図を問わず付与する。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

  

  

  
D RM  

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２３ 一組の電気・電子機器セット（車載用経路誘導機本

体、テレビ受像機等から構成されるもの） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ０－０ 一 一組の車載用経路誘導機セット 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２４４Ａ 【埋込み・取付型データ表示機】車載埋込み・取付型 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

一組の電気・電子機器セット   

   

   

   
 

定義 

一組の電気・電子機器セットのうち、車載用経路誘導機本体、テレビ受像機等から構成されるものを分類す

る。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

この分類は組物の意匠分類であり、D ターム VZQ を付与する。 

 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２３ Ｇ 具体的表示有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ０－０ 一 一組の車載用経路誘導機セット 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

一組の電気・電子機器セット（車載用経路誘導機本体、テレビ受像機等から構成されるもの）のうち、表示部

具体的表示のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

・ ただし、公知資料における、単なるビデオ再生画面やテレビ番組等の受像画面及び表示機の大きさを示

すインチ数のみの具体的表示を除く。 

・参考図、必要図を問わず付与する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２４０ データ表示機 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 
Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 
Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 
Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 
Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 
Ｈ４－３４２ 一 投射型テレビ受像機 
Ｈ４－３４３ 一 ブラウン管型テレビ受像機 
Ｈ４－３４３Ａ 一 ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 
Ｈ４－３４３Ｂ 一 ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 
Ｈ４－３４３ＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部縦分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構部スピー

カー部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部上部及び下部型 
Ｈ４－３４３ＢＡＦ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構前面無し

型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＧ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・右側部全体操作

部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部縦

分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・選局機構部スピーカー

部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部上

部及び下部型） 
Ｈ４－３４３Ｃ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 
Ｈ４－３４３Ｄ 一 ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 
Ｈ４－３４３Ｅ 一 ブラウン管型テレビ受像機（コンソール型） 
Ｈ４－３４４ 一 複数映像表示部付きテレビ受像機 
Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 

Ｈ４－３４９０ 一 テレビ受像機部品及び付属品 

Ｈ４－３４９１ 一 テレビ受像機用拡大レンズ及びテレビ受像機用カバー 

Ｈ４－４０ 一 音声映像記録再生機器 
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参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   
 

定義 

・画像、映像等の各種データを表示するための機器を分類する。 

 Ｈ７－６２４１ ブラウン管型データ表示機 

 Ｈ７－６２４２ パネル型データ表示機 

 Ｈ７－６２４３ 小型データ表示機 

 Ｈ７－６２４４ 埋込型データ表示機 

 Ｈ７－６２４５ 投射型データ表示機 

 Ｈ７－６２４６ 複数映像標示部付きデータ表示機 

・Ｈ７－６２４０には、 

下位展開に含まれないものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

Ｈ７－６２４代の分類優先順位は、６２４６（複数映像標示部付き）を最優先とし、以下降順に優先する。 

６２４１（ブラウン管型）＜６２４２（パネル型）＜６２４３（小型）＜６２４４（埋込み・取付型）＜６２４５（投射型）＜

６２４６（複数映像標示部付き） 

 

過去に分類した物品の名称 

装着型映像表示機   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４０ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 
Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 
Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 
Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 
Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 
Ｈ４－３４２ 一 投射型テレビ受像機 
Ｈ４－３４３ 一 ブラウン管型テレビ受像機 
Ｈ４－３４３Ａ 一 ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 
Ｈ４－３４３Ｂ 一 ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 
Ｈ４－３４３ＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部縦分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構部スピー

カー部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部上部及び下部型 
Ｈ４－３４３ＢＡＦ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構前面無し

型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＧ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・右側部全体操作部

型） 
Ｈ４－３４３ＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部縦

分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・選局機構部スピーカー

部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部上

部及び下部型） 
Ｈ４－３４３Ｃ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 
Ｈ４－３４３Ｄ 一 ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 
Ｈ４－３４３Ｅ 一 ブラウン管型テレビ受像機（コンソール型） 
Ｈ４－３４４ 一 複数映像表示部付きテレビ受像機 
Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 
Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 
Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ受像

機 
Ｈ４－３４９０ 一 テレビ受像機部品及び付属品 
Ｈ４－３４９１ 一 テレビ受像機用拡大レンズ及びテレビ受像機用カバー 
Ｈ４－４０ 一 音声映像記録再生機器 
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参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

データ表示機のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

・ 数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

・ ただし、公知資料における、単なるビデオ再生画面やテレビ番組等の受像画面及び表示機の大きさを示

すインチ数のみの具体的表示を除く。 

・ 参考図、必要図を問わず付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２４１ ブラウン管型データ表示機 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４３ 一 ブラウン管型テレビ受像機 

Ｈ４－３４３Ａ 一 ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 

Ｈ４－３４３Ｂ 一 ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 

Ｈ４－３４３ＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部横分割・選局機構上部型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部横分割・選局機構下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部縦分割型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構部ス

ピーカー部右側部上部及び下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部上部及び下部型 

Ｈ４－３４３ＢＡＦ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構前面

無し型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＧ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・右側部全体操

作部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構上部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部縦分割型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・選局機構部スピー

カー部右側部上部及び下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部上部及び下部型） 

Ｈ４－３４３Ｃ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 

Ｈ４－３４３Ｄ 一 ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 

Ｈ４－３４３Ｅ 一 ブラウン管型テレビ受像機（コンソール型） 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２１ 表示機付き電子計算機等（床置型） 

Ｈ７－７２３ 表示機付き電子計算機等（卓上型） 
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再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ラジオ受信機付きテレビ受像機 ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機  

   
８ 

定義 

・ データ表示機のうち、ブラウン管（ＣＲＴ）型のものを分類する。下位に展開するものを除く。ブラウン管型か

どうかは、本体の厚み等から判断する。 

・ 記録再生機器付きを含む。 

・ 記録機器以外の付加機能付きデータ表示機を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 複数映像表示部付き、投射型、埋込型、小型は下位の展開に分類する。 

・ 電子計算機付きは、Ｈ７－７２台に分類する。 

・ ＧＰＳと一体になったものは、Ｈ７－６２４４に付与する。 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

Ｈ７－６２４１に分類されるものは、Ｄターム：ＡＡ又はＡＢの何れかを必ず付与する。 

 

Ｈ７－６２４０に優先して付与する。Ｈ７－６２４２～６２４６を優先。 

 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

   

 

登録  1120809 
プリンター付テレビジョン受像 
機 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４１ ＡＡ 支持具有り 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４３ 一 ブラウン管型テレビ受像機 

Ｈ４－３４３Ａ 一 ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 

Ｈ４－３４３Ｂ 一 ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 

Ｈ４－３４３ＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部横分割・選局機構上部型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部横分割・選局機構下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部縦分割型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構部ス

ピーカー部右側部上部及び下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部上部及び下部型 

Ｈ４－３４３ＢＡＦ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構前面

無し型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＧ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・右側部全体操

作部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割･選局機構上部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割･選局機構下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部縦分割型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・選局機構部スピー

カー部右側部上部及び下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部上部及び下部型） 

Ｈ４－３４３Ｃ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 

Ｈ４－３４３Ｄ 一 ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 

Ｈ４－３４３Ｅ 一 ブラウン管型テレビ受像機（コンソール型） 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２１Ａ 【一組のテレビ受像機セット】ブラウン管型 

Ｈ７－７２１ 表示機付き電子計算機等（床置型） 

Ｈ７－７２３ＡＡ 【表示機付き電子計算機等（卓上型）】ブラウン管型 
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2 

 
D RM  

定義（図例必須） 

・ ブラウン管型データ表示機のうち、台、脚、アーム等の支持具を有するもの。支持具が意匠の特徴として

表れているもの。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

D RM  

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

H7-6241 に分類されるものは、Ｄターム：ＡＡ又はＡＢの何れかを必ず付与する。 

D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

AB 支持具無し 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

   

 

登録 1115939 
テレビジョン受像機 

登録 1114127 
テレビ受像機 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４１ ＡＢ 支持具無し 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４３ 一 ブラウン管型テレビ受像機 

Ｈ４－３４３Ａ 一 ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 

Ｈ４－３４３Ｂ 一 ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 

Ｈ４－３４３ＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部横分割・選局機構上部型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部横分割・選局機構下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部縦分割型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構部ス

ピーカー部右側部上部及び下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピー

カー部上部及び下部型 

Ｈ４－３４３ＢＡＦ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構前面

無し型） 

Ｈ４－３４３ＢＡＧ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・右側部全体操

作部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構上部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部縦分割型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・選局機構部スピー

カー部右側部上部及び下部型） 

Ｈ４－３４３ＢＢＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部上部及び下部型） 

Ｈ４－３４３Ｃ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 

Ｈ４－３４３Ｄ 一 ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 

Ｈ４－３４３Ｅ 一 ブラウン管型テレビ受像機（コンソール型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
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2 

 

定義（図例必須） 

ブラウン管型データ表示機のうち、台、脚、アーム等の支持具を有さないもの。支持具が意匠の特徴として

表れていないもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

Ｈ７－６２４１に分類されるものは、Ｄターム：ＡＡ又はＡＢの何れかを必ず付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 支持具付き 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

   

 

登録 1129902 
テレビジョン受像機 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４１ Ｂ スピーカー付き 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 
Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 
Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 
Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 
Ｈ４－３４３ 一 ブラウン管型テレビ受像機 
Ｈ４－３４３Ａ 一 ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 
Ｈ４－３４３Ｂ 一 ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 
Ｈ４－３４３ＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部縦分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構部スピー

カー部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部上部及び下部型 
Ｈ４－３４３ＢＡＦ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構前面無し

型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＧ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・右側部全体操作

部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部縦

分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・選局機構部スピーカー

部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部上

部及び下部型） 
Ｈ４－３４３Ｃ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 
Ｈ４－３４３Ｄ 一 ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 
Ｈ４－３４３Ｅ 一 ブラウン管型テレビ受像機（コンソール型） 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D RM  

定義（図例必須） 

ブラウン管型データ表示機のうち、スピーカーを有するもので、下位のＤタームに属さないものを付与する。 

スピーカーか否かは、図面等から判断する。 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４１ ＢＡ スピーカー正面両脇配置型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 
Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 
Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 
Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 
Ｈ４－３４３ 一 ブラウン管型テレビ受像機 
Ｈ４－３４３Ａ 一 ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 
Ｈ４－３４３Ｂ 一 ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 
Ｈ４－３４３ＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部縦分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構部スピー

カー部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部上部及び下部型 
Ｈ４－３４３ＢＡＦ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構前面無し

型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＧ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・右側部全体操作

部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部縦

分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・選局機構部スピーカー

部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部上

部及び下部型） 
Ｈ４－３４３Ｃ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 
Ｈ４－３４３Ｄ 一 ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 
Ｈ４－３４３Ｅ 一 ブラウン管型テレビ受像機（コンソール型） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４１ ＢＢ スピーカー画面下部配置型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 
Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 
Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 
Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 
Ｈ４－３４３ 一 ブラウン管型テレビ受像機 
Ｈ４－３４３Ａ 一 ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 
Ｈ４－３４３Ｂ 一 ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 
Ｈ４－３４３ＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部縦分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構部スピー

カー部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部上部及び下部型 
Ｈ４－３４３ＢＡＦ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構前面無し

型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＧ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・右側部全体操作

部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部縦

分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・選局機構部スピーカー

部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部上

部及び下部型） 
Ｈ４－３４３Ｃ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 
Ｈ４－３４３Ｄ 一 ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 
Ｈ４－３４３Ｅ 一 ブラウン管型テレビ受像機（コンソール型） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４１ Ｃ 把持部付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 
Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 
Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 
Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 
Ｈ４－３４３ 一 ブラウン管型テレビ受像機 
Ｈ４－３４３Ａ 一 ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 
Ｈ４－３４３Ｂ 一 ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 
Ｈ４－３４３ＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部横分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部縦分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構部スピー

カー部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー

部上部及び下部型 
Ｈ４－３４３ＢＡＦ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構前面無し

型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＧ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・右側部全体操作

部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部縦

分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・選局機構部スピーカー

部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部上

部及び下部型） 
Ｈ４－３４３Ｃ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 
Ｈ４－３４３Ｄ 一 ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 
Ｈ４－３４３Ｅ 一 ブラウン管型テレビ受像機（コンソール型） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
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定義（図例必須） 

ブラウン管型データ表示機のうち、把持部を有するもの。本体側面等に凹陥部のみをもつものは含まない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

   

 

登録 1116120 
モニターテレビ受像機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４１ Ｄ 記録機器付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２３ＡＡ 【表示機付き電子計算機等（卓上型）】ブラウン管型 

Ｈ７－７２１ 表示機付き電子計算機等（床置型） 
 

定義（図例必須） 

・ ブラウン管型データ表示機のうち、意匠の外観上の特徴となって表れる記録機器を有するものを分類す

る。 

・ 記録媒体が、主にテープや、１２センチ径ディスク以上の大きさである場合には、意匠の外観上の特徴とな

る場合が多い。 

・ 記録媒体が、機器に内蔵されたハードディスクであったり、切手大程度の薄板状記録媒体（メモリーカード）

を使用いるものについては、意匠の外観に特徴として表れない場合が多い。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

ビデオディスクプレーヤー付

きテレビ受像機 

ビデオテープレコーダー付きテレビ受

像機 

オーディオディスクプレーヤー付きテ

レビ受像機 

テレビ受像機   

 

登録 11066615 
デジタルビデオディスクプレーヤー

及びビデオテープレコーダー付き

テレビジョン受像機 

登録 1105780 
ラジオ用チューナー、デジタルオーディオ

ディスクプレーヤー、デジタルオーディオ

ディスクレコーダー、及びモニター付きデ

ジタルビデオ 
ディスク 
プレーヤー 

登録 1104481 
ビデオディスクプレーヤー付きテレビ受

像機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４１ Ｇ 具体的表示有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 
Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 
Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 
Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 
Ｈ４－３４３ 一 ブラウン管型テレビ受像機 
Ｈ４－３４３Ａ 一 ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 
Ｈ４－３４３Ｂ 一 ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 
Ｈ４－３４３ＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横

分割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー部縦

分割型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構部スピーカー

部右側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・操作部スピーカー部上

部及び下部型 
Ｈ４－３４３ＢＡＦ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・選局機構前面無し型） 
Ｈ４－３４３ＢＡＧ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ロータリースイッチ式選局機構・右側部全体操作部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＡ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横分

割・選局機構上部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＢ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部横分

割・選局機構下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＣ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部縦分割

型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＤ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・選局機構部スピーカー部右

側部上部及び下部型） 
Ｈ４－３４３ＢＢＥ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッチ式選局機構・操作部スピーカー部上部及

び下部型） 
Ｈ４－３４３Ｃ 一 ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 
Ｈ４－３４３Ｄ 一 ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 
Ｈ４－３４３Ｅ 一 ブラウン管型テレビ受像機（コンソール型） 
   
   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

ブラウン管型データ表示機のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

・ ただし、公知資料における、単なるビデオ再生画面やテレビ番組等の受像画面及び表示機の大きさを示

すインチ数のみの具体的表示を除く。 

・ 参考図、必要図を問わず付与する。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２４２ パネル型データ表示機 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ５－１０１Ｂ 【広告用具及び表示用具（床置型及び路上設置型）】電光式 

Ｈ７－４４Ａ 【インターホン】表示機付き 

Ｈ７－７２１ 表示機付き電子計算機等（床置型） 

Ｈ７－７２２ 表示機付き電子計算機等（取り付け型） 

Ｈ７－７２３ 表示機付き電子計算機等（卓上型） 

Ｊ７－３３０ 生体現象監視検査用機械器具 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

テレビ受像機 モニターテレビ受像機  

   
８ 

定義 

・ データ表示機のうち、液晶、プラズマ等を用いたパネル状のディスプレイを有するものを分類する。 

・ パネル状か否かはディスプレイの厚み等から判断する。 

・ 記録再生機器付きを含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 意匠に係る物品が利用者を特定せず、多数の者を対象として表示内容を一方的に表示する表示器具と 

 認められる場合は、広告器としての性格を強く有するため、Ｆ５－１０１代に分類する。 

・ 小型、埋込み・取付型、複数映像表示部付きを除く。 

・ 電子計算機付きは、Ｈ７－７２代に分類する。 

・ ＧＰＳと一体になったものは、Ｈ７－６２４４に付与する。 

・ 金銭登録機は、Ｊ４－６代に分類する。 

 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 
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Ｈ７－６２４２に分類されるものは、Ｄターム：ＡＡ又はＡＢの何れかを必ず付与する。 

 

Ｈ７－６２４０～６２４１に優先して付与する。Ｈ７－６２４３～６２４６に非優先。 

 

■ H7-624 代（データ表示機）と、H7-725（データ表示機付き電子計算機）との関係 

願書の記載及び添付図面から総合的に判断しても区別が困難な場合には、一般的な販売形態にしたがっ

て分類を付与する。よって、主たる機能の一つとしてナビゲーション機能を有していても、他物品（例： PDA

等）として一般的に販売されるものは H7-725 に分類する。 

 

【具体例】 

①ナビゲーション機能を有する「携帯情報端末」のうち、 

   一般的に車両に取り付けて使用し、いわゆる「カーナビ」として販売されるもの →Ｈ７－６２４代 

   一般的にポータブル機器として利用され、いわゆる「携帯情報端末」として販売されるもの →Ｈ７－７２５ 

 

 

■ F5－1 代との関係 

データ表示機のうち、公共の場で使用され、不特定多数の者に対し広告、情報を一方的に表示するものを

Ｆ５に分類する。 

 

一時的に特定の者に対し占有状態で使用される状態があったとしても、それ以外の状態において上記の性

格を強く有するものはＦ５に分類する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■ J7-330（生体現象監視検査用機械器具）との関係 

     医療用表示機については、意匠に係る物品及び意匠の説明より、その用途・機能が医療用機械器具（医

療施設において、診断、治療及び機能回復のために使用する機械器具及び設備品）であると判断できるもの

は J7 に分類する。医療用以外の用途にも使用する表示機や汎用の表示機は H７に分類する。また、画像デ

ザインについても同様に本体の用途・機能に基づいて分類する。 

 
 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

   

 

F5-101 へ 
登録 1156970 
案内表示塔 

F5-100 へ 
登録 1381621 
広告用データ表示器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４２ ＡＡ 支持具付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－６２１Ｂ 【一組のテレビ受像機セット】パネル型 

Ｈ７－７２１ 表示機付き電子計算機等（床置型） 

Ｈ７－７２３ＡＢ 【表示機付き電子計算機等（卓上型）】パネル型 

Ｊ４－６代 金銭登録機等 

  
 

定義（図例必須） 

パネル型データ表示機のうち、台、脚、アーム等の支持具を有するもの。支持具が意匠の特徴として表れて

いるもの。 

登録 1169241 
電子ｹﾞｰﾑ機用ﾃﾞｨｽﾌﾟ

ﾚｲ 

登録 1170333 
テレビジョン受像機 

登録 1158435 
テレビジョン受像機 

登録 1124666 
映像表示機 

登録 1106159 
音響用情報通信再生装置 

登録 1106076 
テレビジョン受像機 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・意匠に係る物品が利用者を特定せず、多数の者を対象として表示内容を一方的に表示する表示器具と認

められる場合は、広告器としての性格を強く有するため、Ｆ５－１０１代に分類する。 

 

・床置型のカラオケ用機器は、 

 Ｈ７－２１２（音響用記録再生機）へ 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

Ｈ７－６２４２に分類されるものは、Ｄターム：ＡＡ又はＡＢの何れかを必ず付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＢ 支持具無し 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

   

 

H7-212 へ 
 
登録 1184959 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ付き 
ｶﾗｵｹ演奏機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４２ ＡＢ 支持具無し 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ５－１０１Ｂ 【広告用具及び表示用具（床置型及び路上設置型）】電光式 

Ｈ７－４４Ａ インターホン（表示機付き） 

Ｈ７－７２２ 表示機付き電子計算機等（取り付け型） 

  
 

定義（図例必須） 

パネル型データ表示機のうち、台、脚、アーム等の支持具を有さないもの。支持具が意匠の特徴として表れ

ていないもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・意匠に係る物品が利用者を特定せず、多数の者を対象として表示内容を一方的に表示する表示器具と認

められる場合は、広告器としての性格を強く有するため、Ｆ５－１０１代に分類する。 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

Ｈ７－６２４２に分類されるものは、Ｄターム：ＡＡ又はＡＢの何れかを必ず付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 支持具付き 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

   

 

登録 1175179 
テレビ受像機 

登録 1176636 
テレビジョン受像機 

登録 1170335 
テレビジョン受像機 

登録 1186707 
テレビジョン受像機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４２ Ｃ 把持部付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ５－１０１Ｂ 【広告用具及び表示用具（床置型及び路上設置型）】電光式 

  

  
 

定義（図例必須） 

パネル型データ表示機のうち、把持部を有するもの。本体背面等に凹陥部のみを持つものは含まない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・意匠に係る物品が利用者を特定せず、多数の者を対象として表示内容を一方的に表示する表示器具と認

められる場合は、広告器としての性格を強く有するため、Ｆ５－１０１代に分類する。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 
   

 

登録 1176233 
液晶ディスプレイ 

登録 1170334 
テレビジョン受像機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４２ Ｄ 記録機器付き 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ５－１０１Ｂ 【広告用具及び表示用具（床置型及び路上設置型）】電光式 

Ｈ７－７２２ 表示機付き電子計算機等（取付型） 

Ｈ７－７２３ＡＢ 【表示機付き電子計算機等（卓上型）】パネル型 
 

定義（図例必須） 

・ パネル型データ表示機のうち、記録機器を有するもの。 

・ 記録機器の媒体が、主にテープや、１２センチ径のディスク以上の大きさのものであり、意匠の外観に特徴

として表れるものであること。 

・ ハードディスク内蔵型や、チューインガム大、切手大の薄板状の記録媒体を用いるものについては、意匠

の外観に特徴として表れないので、このタームに含まない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 意匠に係る物品が利用者を特定せず、多数の者を対象として表示内容を一方的に表示する表示器具と認

められる場合は、広告器としての性格を強く有するため、Ｆ５－１０１台に分類する。 

・ 物品名が「電気計算機」とあるものは、Ｈ７－７２台に。 

登録 1126709 

デジタルビデオディスクプレーヤー

及びビデオテープレコーダー付液

晶テレビジョン受像機 

登録 1157901 
テレビジョン受像機 

登録 1135701 
デジタルビデオディスク及びデジタル

オーディオディスクプレーヤー付きテレビ

ジョン受像  

登録 1158966 

ビデオディスクプレーヤー付 

テレビジョン受像機 
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７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４２ Ｇ 具体的表示有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ５－１０１Ｂ 【広告用具及び表示用具（床置型及び路上設置型）】電光式 

  

  
 

定義（図例必須） 

パネル型データ表示機のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

・ 参考図、必要図を問わず付与する。 

・ ただし、公知資料における、単なるビデオ再生画面やテレビ番組等の受像画面及び表示機の大きさを示

すインチ数のみの具体的表示を除く。 

・ 意匠に係る物品が利用者を特定せず、多数の者を対象として表示内容を一方的に表示する表示器具と認

められる場合は、広告器としての性格を強く有するため、Ｆ５－１０１台に分類する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２４３ 小型データ表示機 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６２０ 一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１ 一 方向探知機 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－４４Ａ インターホン（表示機付き） 

Ｈ７－７２２ 表示機付き電子計算機等（取り付け型） 

Ｈ７－７２５ 表示機付き電子計算機等（携帯型） 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
 

定義 

・ データ表示機のうち、ディスプレイが小型のものを分類する。 

  （非優先）Ａその他＜ＡＡブラウン管型＜ＡＢパネル型＜ＡＣ腕時計型＝ＡＤヘッドマウント型（優先） 

 

・ 「小型」とは、常時携行が可能であって、本体を手で持って操作可能なもの。いわゆる「手のひらサイズ」程

度の大きさで、主としてディスプレイが４～６インチ（ディスプレイの対角線で、１０～１５ｃｍ）程度以下のも

の。不明なものは含まない。 

 

・記録再生機器付きを含む。ただし、表示部が映像用の表示画面であるか不明なものを含まない。（Ｈ６－５

４２） 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

電子計算機付きのものを除く。 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 
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Ｈ７－６２４０～６２４２に優先して付与する。Ｈ７－６２４４～６２４６を優先。 

 

■ H7-624 代（データ表示機）と、H7-725（データ表示機付き電子計算機）との関係 

願書の記載及び添付図面から総合的に判断しても区別が困難な場合には、一般的な販売形態にしたがっ

て分類を付与する。よって、主たる機能の一つとしてナビゲーション機能を有していても、他物品（例： PDA 等）

として一般的に販売されるものは H7-725 に分類する。 

 

【具体例】 

①ナビゲーション機能を有する「携帯情報端末」のうち、 

   一般的に車両に取り付けて使用し、いわゆる「カーナビ」として販売されるもの →Ｈ７－６２４代 

   一般的にポータブル機器として利用され、いわゆる「携帯情報端末」として販売されるもの →Ｈ７－７２５ 

 

■携帯型の電子機器を取り付ける型式のビューワーについて（Ｈ７－６２９０及び H７－４３９０、H７－７９２等との

関係） 

   携帯型の電子機器を取り付け、頭部に装着したり、手で持ってのぞき込んで使用したりする立体視ビュー

ワーは、Ｈ７－６２９０に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ H6-542 との関係 

記録再生機器付きで、表示画面を有するもので、物品名、物品の説明、意匠の説明、図面等から総合的に

判断し、その物品の主たる機能の一つが動画、写真等映像表示機能と判断できるものは、ここに分類する。 

 

表示部があっても曲名や、再生・記録等の状態表示程度に止まる場合は H６－５４２に分類する。 

 

例：物品名が「メディアプレーヤー」、「マルチメディアプレーヤー」の場合は、基本的に動画、写真等映像表

示機能を有するものと判断してここに分類するが、図面から表示部が曲名や、再生・記録等の状態表示程度

に止まると判断できるものや説明で音声再生機能しかないと判断できる場合については H６－５４２に分類す

る。 

 

例：物品名が「デジタルオーディオプレーヤー」、「音声記録再生機」であれば基本的に H６－５４２に分類す

る。ただし、その物品の主たる機能の一つが動画、写真等映像表示機能と判断できるものは、ここに分類す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H6-542 へ 

登録 1211058 

デジタルオーデ 

ィオプレーヤー 

 

 

 

H6-542 へ 

登録 01106446 

音声記録再生機 

 

登録 1567489 
ヘッドマウントディスプレイ用箱体 
H7-6290 

登録 1559871 
三次元画像用眼鏡 
H7-6290 
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■ F5－1 代との関係 

データ表示機のうち、公共の場で使用され、不特定多数の者に対し広告、情報を一方的に表示するものをＦ

５に分類する。 

 

一時的に特定の者に対し占有状態で使用される状態があったとしても、それ以外の状態において上記の性

格を強く有するものはＦ５に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

無線表示機   

 

F5-100 へ 
登録 1381621 
広告用データ表示器 

F5-101 へ 
登録 1156970 
案内表示塔 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４３ Ａ その他（ＡＡ～ＡＤ除く） 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６２０ 一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１ 一 方向探知機 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

小型データ表示機のうち、ＡＡ～ＡＤの付与されないもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（非優先）Ａその他＜ＡＡブラウン管型＜ＡＢパネル型＜ＡＣ腕時計型＝ＡＤヘッドマウント型（優先） 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ ブラウン管型 

ＡＢ パネル型 

ＡＣ 腕時計型 

ＡＤ ヘッドマウント型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

無線表示機   

 

登録 1158921 
無線表示機 

登録 1158920 
無線表示機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４３ ＡＡ ブラウン管型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６２０ 一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１ 一 方向探知機 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

小型データ表示機のうち、表示機がブラウン管型のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（非優先）Ａその他＜ＡＡブラウン管型＜ＡＢパネル型＜ＡＣ腕時計型＝ＡＤヘッドマウント型（優先） 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＤ除く） 

ＡＢ パネル型 

ＡＣ 腕時計型 

ＡＤ ヘッドマウント型 
 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

無線表示機   
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（非優先）Ａその他＜ＡＡブラウン管型＜ＡＢパネル型＜ＡＣ腕時計型＝ＡＤヘッドマウント型（優先） 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＤ除く） 

ＡＡ ブラウン管型 

ＡＣ 腕時計型 

ＡＤ ヘッドマウント型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

無線表示機   

 

登録  1150352 
ラジオ受信機付き液晶テレビ 
ジョン受像機 

登録 1185503 
携帯用映像音声再生機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４３ ＡＤ ヘッドマウント型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６２０ 一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１ 一 方向探知機 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－４３ 携帯電話機 

Ｈ７－７２５ 表示機付き電子計算機等（携帯型） 
 

定義（図例必須） 

データ表示機（携帯型）のうち、ヘッドマウント型のもの。眼鏡タイプのものも含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■携帯型の電子機器を取り付ける型式のビューワーについて（Ｈ７－６２９０及び H７－４３９０、H７－７９２等との

関係） 

   携帯型の電子機器を取り付け、頭部に装着したり、手で持ってのぞき込んで使用したりする立体視ビュー

ワーは、Ｈ７－６２９０に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

登録 1169566 
映像表示機 

登録 1169566 
ヘッドホン付モニターテレビ受像機 

登録 1170201 
無線表示機 

登録 1567489 
ヘッドマウントディスプレイ用箱体 
H7-6290 

登録 1559871 
三次元画像用眼鏡 
H7-6290 
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分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

（非優先）Ａその他＜ＡＡブラウン管型＜ＡＢパネル型＜ＡＣ腕時計型＝ＡＤヘッドマウント型（優先） 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＤ除く） 

ＡＡ ブラウン管型 

ＡＢ パネル型 

ＡＣ 腕時計型 
 

過去に分類した物品の名称 

無線表示機 ヘッドホン付モニターテレビ受像機 映像表示機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４３ Ｂ 支持具付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６２０ 一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１ 一 方向探知機 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

小型データ表示機のうち、台、脚、アーム等の支持具を有するもの。支持具が意匠の特徴として表れている

ものに付与する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

  

登録 1124282 
液晶テレビ受像機 

登録 1169279 
映像表示機器 

登録 1154933 
モニターテレビ受像機 

登録 1105749 
ラジオ受信機付液晶テレビジョ

ン受像機 

登録 1188384 
プリンタ用表示機 

登録 1179546 
液晶テレビジョン受像機 
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４３ Ｇ 具体的表示有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６２０ 一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１ 一 方向探知機 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

小型データ表示機のうち、具体的表示のあるもの。参考図等として記載のあるものを含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

・ ただし、公知資料における、単なるビデオ再生画面やテレビ番組等の受像画面及び表示機の大きさを示

すインチ数のみの具体的表示を除く。 

・ 参考図、必要図を問わず付与する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

   

 

登録 1135946 
車載用テレビジョン受像機 

登録 1135657 
電子アルバム 通電状態を示

す縮小斜視図 
通電状態を示

す参考正面図 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２４４ 埋込み、取付け型データ表示機 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６２０ 一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１ 一 方向探知機 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
８ 

定義 

データ表示機のうち、車体及び建造物等に埋込んだ状態又は取り付けた態様で使用するものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 壁から取り外しできない状態で設置される事が、図面あるいは願書の記載等に明示されていないものはこ

の分類に含まない。 

 したがって、取り外しが自由な状態で使用するもの、または、願書の記載からはその判断ができないもの

についてはこの分類には含まない。 

 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 
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Ｈ７－６２４０～６２４３に優先する。Ｈ７－６２４５（投射型データ表示機）、６２４６（複数映像標示物機データ

表示機）に非優先。 

 

■ H7-624 代（データ表示機）と、H7-725（データ表示機付き電子計算機）との関係 

願書の記載及び添付図面から総合的に判断しても区別が困難な場合には、一般的な販売形態にしたがっ

て分類を付与する。よって、主たる機能の一つとしてナビゲーション機能を有していても、他物品（例： PDA 等）

として一般的に販売されるものは H7-725 に分類する。 

 

【具体例】 

①ナビゲーション機能を有する「携帯情報端末」のうち、 

   一般的に車両に取り付けて使用し、いわゆる「カーナビ」として販売されるもの →Ｈ７－６２４代 

   一般的にポータブル機器として利用され、いわゆる「携帯情報端末」として販売されるもの →Ｈ７－７２５ 

 
 

過去に分類した物品の名称 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 車載用であっても、埋込み型でないもの及び埋込み型かどうか不明のものはこの分類には含まない。 

・ 車載用経路誘導機用表示機のみのものを含まない。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

車載用モニター 車輌搭載機器用集中コントローラ 車載用位置認知誘導機 
車載用位置測定器 ラジオチューナー付車載用位置測定走行誘導装置  

 

登録 1158986 
車載用画像表示機 →H7-6243AB へ 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４４ Ｂ 壁埋込み、取付け型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６２０ 一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１ 一 方向探知機 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－４４Ａ 【インターホン】表示機付き 

Ｈ７－７２２ 表示機付き電子計算機等（取り付け型） 
 

定義（図例必須） 

埋込み・取付け型データ表示機のうち、建造物等の壁等に埋込み又は取付け態様のものを付与する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 壁から取り外しできない状態で設置される事が、図面あるいは願書の記載等に明示されていないものはこ

の分類に含まない。 

 したがって、取り外しが自由な状態で使用するもの、または、願書の記載からはその判断ができないもの

についてはこの分類には含まない。 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ インターホンは、モニターテレビ付きであってもＨ７－４４に分類する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

登録 1140064 
モニターテレビ付きインターホン 

登録 1127988 
集合住宅用インターホン 

登録 1176146 
テレビ受像機 
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９ 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４４ Ｇ 具体的表示有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６２０ 一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１ 一 方向探知機 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

埋込み型データ表示機のうち、具体的表示（参考図として記載されているものを含む）のあるものを分類す

る。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

・ ただし、公知資料における、単なるビデオ再生画面やテレビ番組等の受像画面及び表示機の大きさを示

すインチ数のみの具体的表示を除く。 

・ 参考図、必要図を問わず付与する。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

   

 

登録 1178918 
車載用位置認知器誘導機付きデジタルオーディオディスクﾌﾟﾚｰﾔｰ 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－６２４６ Ｇ 具体的表示有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４４ 一 複数映像表示部付きテレビ受像機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示用具 

  

  
 

定義（図例必須） 

複数映像表示部付きデータ表示機のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

・ ただし、公知資料における、単なるビデオ再生画面やテレビ番組等の受像画面及び表示機の大きさを示

すインチ数のみの具体的表示を除く。 

・参考図、必要図を問わず付与する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

電子計算機用表示機 ゲーム画面表示機 液晶モニターテレビジョン受像機 
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■携帯型の電子機器を取り付ける型式のビューワーについて（Ｈ７－６２４３及び H７－４３９０、H７－７９２等との

関係） 

   携帯型の電子機器を取り付け、頭部に装着したり、手で持ってのぞき込んで使用したりする立体視ビュー

ワーは、Ｈ７－６２９０に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

過去に分類した物品の名称 

立体画像表示フィルタ用留め

具 

立体画像表示フィルタ用調節具 立体画像表示具 

テレビジョン受像機用飾り板 表示杵築メモリーカード用録画再生機用着せ替えカ

バー 

 

 

登録 1567489 
ヘッドマウントディスプレイ用箱体 
H7-6290 

登録 1559871 
三次元画像用眼鏡 
H7-6290 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２９１ データ表示機用支持具 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３４９０ 一 テレビ受像機部品及び付属品 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ６－４３ 収納部のない載置台等 

Ｄ６－５１０ＣＤ，ＣＥ 収納棚、載置台 

Ｄ６－５１２ＣＤ，ＣＥ 収納棚、載置台（扉のみ型） 

Ｄ６－５１３ＣＤ，ＣＥ 収納棚、載置台（棚のみ型） 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
 

定義 

データ表示機用の支持具（脚、台等を含む）を分類する。 

登録 1127085 
テレビジョン受像機用 
スタンド 

登録 1120413 
液晶モニター用アーム 

登録 1137573 
モニター用吊り下げ具 

登録 1126248 
車載用テレビ取付け台 

登録 1138549 
テレビゲーム機用表示機の支持具 

登録 1167170 
テレビジョン受像機用置台 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠）続き 
 

・ データ表示機用支持台の分類は、以下①～③ 

①データ表示機の後方からビスで止めるもの、データ表示機と嵌合させるもの等、データ表示機専用

のもの（汎用性のないもの）は、Ｈ７－６２９１に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②データ表示機を単に載せるもののうち、載置部以外の収納部のないものは、Ｄ６－４３に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③載置部以外の収納部を有するものは、データ表示機の設置方法がビス止めであるか、載置である

かを問わず、Ｄ６－５１０代に分類する。 
 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

  

 

過去に分類した物品の名称 

液晶モニター用アーム モニター用吊り下げ具 テレビ受像機用スタンド 

車載用テレビ取付け台 テレビゲーム用表示機の支持具  

   

 

→ H7-6291 
登録 1312569 
テレビジョン受像機用載置台 

→ H7-6291 
登録 1191621 
テレビジョン受像機用スタンド 

→ H7-6291 
登録 1167170 
テレビジョン受像機用置台 

→ H7-6291 
登録 1127085 
テレビジョン受像機用スタンド 

→ D6-513CE 
登録 1166087 テレビ台 

→ D6-43 
登録 708352 テレビジョン受像機用台 

→ D6-43A 
登録 1006594 号 テレビ台 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－７０ 電子計算機等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０  一 その他の電子機器等 

Ｈ５－４０  一 周辺機器及び汎用端末機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ０－００ Ｈ１、Ｈ２、Ｈ６、Ｈ７に属さないその他の電気電子機械器具及び通信機械器具雑 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   
８ 

定義 

Ｈ７－７代には、入出力、記憶、演算制御の機能を全て備え、与えられたプログラムに従って自動的に一連

の四則算、論理算を行うデータ処理機械のうち、操作部又はモニターを備えたものを分類する。 

補助記憶機の有無は問わない。 

 

 

Ｈ７－７０には、他類に属さないデータ処理機器全般を分類する。 

 

他の分類との関係（付与しない意匠） 

・ データ表示機を具備しない電子計算機用中央処理機は、Ｈ６－６に分類する。 

・ 演算処理機能を有しないデータ入力機は、Ｈ７－１３０へ。 

・ 伝送用の機器（データ通信用変調機器等）はＨ６－２０の通信機器に分類する。 

・専用端末機はその分類へ（ＰＯＳターミナルはＪ４－６，現金自動預入支払機はＪ５－３３）。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７０ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０  一 その他の電子機器等 

Ｈ５－４０  一 周辺機器及び汎用端末機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

Ｈ７－７０（電子計算機等）のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

参考図、必要図を問わず、具体的な画面表示があるものに付与する。 

数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

ただし、画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－７１ 一組の電子情報処理機器セット（電子計算

機及び関連物品等から構成されるもの） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ０－０ 一 Ｈ１～Ｈ５に属さないその他の電気電子機械器具及び通信機械器具雑 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

一組の電子情報処理機器セット 一組の電気・電子機器セット  

   
８ 

定義 

一組の電子情報処理機器セット又は一組の電気・電子機器セットのうち、電子計算機及び関連物品等（例：

データ表示機、キーボード、データ入力機、データ出力機、データ入出力用補助機等）から構成されるものを

分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

この分類は組物の意匠分類であり、D ターム VZQ を付与する。 

 
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７１ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

   

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
D RM  

定義（図例必須） 

Ｈ７－７１（一組の電子情報処理機器セット（電子計算機及び関連物品等から構成されるもの））のうち、表示

部に具体的表示のあるもの。 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

D RM  

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

参考図、必要図を問わず、具体的な画面表示があるものに付与する。 

数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

ただし、画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称  

  

  

  
D RM  

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７２０ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０  一 その他の電子機器等 

Ｈ５－１  一 電子計算機 

Ｈ５－４０  一 周辺機器及び汎用端末機 

Ｈ５－４３  一 電子計算機用キーボード付データ表示機 

Ｊ５－０  一 その他の自動販売機及び自動サービス機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ５－００ その他の自動販売機及び自動サービス機 

  

  
 

定義（図例必須） 

Ｈ７－７２０（表示機付き電子計算機等のうち、具体的表示のあるものをここに分類する。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

参考図、必要図を問わず、具体的な画面表示があるものに付与する。 

数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

ただし、画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７２１ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０Ａ  一 その他の電子機器等（床置型） 

Ｈ５－１Ａ  一 電子計算機（床置型） 

Ｈ５－４０Ａ  一 周辺機器及び汎用端末機（床置型） 

Ｈ５－４３Ａ  一 電子計算機用キーボード付データ表示機（床置型） 

Ｊ５－０  一 その他の自動販売機及び自動サービス機 
 

関連分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７０ 電子計算機等 

Ｈ７－７１ 一組の電子計算機セット 

Ｈ７－１３０ データ入力機等 

Ｊ５－００ その他の自動販売機及び自動サービス機 
 

定義（図例必須） 

Ｈ７－７２１（表示機付き電子計算機等（床置型））のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

参考図、必要図を問わず、具体的な画面表示があるものに付与する。 

数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

ただし、画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

■ データ表示機能を有さない（表示部があっても小さいもの）中央処理機（記憶機付きも含む）は電子計算

機用中央処理機等（Ｈ６ー６）に分類する。 

■ 伝送用の機器（例：データ通信用変復調器、データ通信用音響結合器）はＨ６－２０の通信機器に分類す

る。 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

・壁に取付けて使用するか否かは、図面や、説明の記載により判断する。 

 例えば、背面に釘等を引っかけるための孔を有するものは、壁に取付けて使用するとみなす。 

・卓上に置いて使用するのか、壁に取付けて使用するのか不明なものは、Ａ：卓上型を付与する。 

 

過去に分類した物品の名称 

自動契約機   

   

 

Ｈ６－６ 登録 00907963  

図形情報処理用制御機 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７２２ Ｂ プリンター付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０ 一 その他の電子機器等 

Ｈ５－１ 一 電子計算機 

Ｈ５－４０ 一 周辺機器及び汎用端末機 

Ｈ５－４３ 一 電子計算機用キーボード付データ表示機 

Ｊ５－０ 一 その他の自動販売機及び自動サービス機 
 

関連分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７０ 電子計算機等 

Ｈ７－７１ 一組の電子計算機セット 

Ｈ７－１３０ データ入力機等 

Ｊ５－００ その他の自動販売機及び自動サービス機 

  
 

定義（図例必須） 

Ｈ７－７２２（表示機付き電子計算機等（取付け型））のうち、プリンターを有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７２２ Ｃ フルキーボード付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０ 一 その他の電子機器等 

Ｈ５－１ 一 電子計算機 

Ｈ５－４０ 一 周辺機器及び汎用端末機 

Ｈ５－４３ 一 電子計算機用キーボード付データ表示機 

Ｊ５－０ 一 その他の自動販売機及び自動サービス機 
 

関連分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７０ 電子計算機等 

Ｈ７－７１ 一組の電子計算機セット 

Ｈ７－１３１Ｃ 【キーボード入力機】フルキーボード付き 

Ｊ５－００ その他の自動販売機及び自動サービス機 

  
 

定義（図例必須） 

Ｈ７－７２２（表示機付き電子計算機等（取付け型））のうち、英字キー以上のキーボードが付いているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７２２ Ｄ 記録機器付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０ 一 その他の電子機器等 

Ｈ５－１ 一 電子計算機 

Ｈ５－４０ 一 周辺機器及び汎用端末機 

Ｈ５－４３ 一 電子計算機用キーボード付データ表示機 

Ｊ５－０ 一 その他の自動販売機及び自動サービス機 
 

関連分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７０ 電子計算機等 

Ｈ７－７１ 一組の電子計算機セット 

Ｈ７－１３０ データ入力機等 

Ｊ５－００ その他の自動販売機及び自動サービス機 

  
 

定義（図例必須） 

Ｈ７－７２２（表示機付き電子計算機等（取付け型））のうち、記録媒体を挿入するための孔を有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 
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 意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７２２ Ｆ 金銭投入口有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０ 一 その他の電子機器等 

Ｈ５－１ 一 電子計算機 

Ｈ５－４０ 一 周辺機器及び汎用端末機 

Ｈ５－４３ 一 電子計算機用キーボード付データ表示機 

Ｊ５－０ 一 その他の自動販売機及び自動サービス機 
 

関連分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７０ 電子計算機等 

Ｈ７－７１ 一組の電子計算機セット 

Ｈ７－１３０ データ入力機等 

Ｊ５－００ その他の自動販売機及び自動サービス機 

  
 

定義（図例必須） 

Ｈ７－７２２（表示機付き電子計算機等（取付け型））のうち、金銭投入口のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７２２ Ｇ 具体的表示有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０  一 その他の電子機器等 

Ｈ５－１  一 電子計算機 

Ｈ５－４０  一 周辺機器及び汎用端末機 

Ｈ５－４３  一 電子計算機用キーボード付データ表示機 

Ｊ５－０  一 その他の自動販売機及び自動サービス機 
 

関連分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７０ 電子計算機等 

Ｈ７－７１ 一組の電子計算機セット 

Ｈ７－１３０ データ入力機等 

Ｊ５－００ その他の自動販売機及び自動サービス機 

  
 

定義（図例必須） 

Ｈ７－７２２（表示機付き電子計算機等（取付け型））のうち、表示部に具体的表示のあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

参考図、必要図を問わず、具体的な画面表示があるものに付与する。 

数字、文字、アイコンを問わず、どのような表示でも付与する。 

ただし、画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 
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■データ表示機能を有さない（表示部があっても小さいもの）中央処理機（記憶機付きも含む）は電子計算機用中

央処理機等（Ｈ６ー６）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有線、無線を問わず、電話回線以外で、特定の場所の内部連絡通話に用いられる通信用機器は 

  インターホン（Ｈ７－４４）に分類する。 

■双方向に通信が可能なプリンター機能、スキャナー機能を持つファクシミリは、 

  ファクシミリ（Ｈ７－５４）に分類する。 
９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

自動契約機   

   

 

Ｈ６－６ 登録 01115418 

データー用サーバー 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７２３ Ａ その他（ＡＡ～ＡＢ除く） 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０ Ｂ  一 その他の電子機器等（卓上型） 

Ｈ５－１ Ｂ  一 電子計算機（卓上型） 

Ｈ５－４０ Ｂ  一 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 

Ｈ５－４０ ＢＡ  一 周辺機器及び汎用端末機（卓上型・データ表示機付き） 

Ｈ５－４３ Ｂ  一 電子計算機用キーボード付データ表示機（卓上型） 

Ｊ５－０  一 その他の自動販売機及び自動サービス機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７０ 電子計算機等 

Ｈ７－７１ 一組の電子計算機セット 

Ｈ７－１３０ データ入力機等 

Ｊ５－００ その他の自動販売機及び自動サービス機 

  
 

定義（図例必須） 

Ｈ７－７２３（表示機付き電子計算機等（卓上型））のうち、ＡＡ、ＡＢに該当しないもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

Ｈ７－７２３に分類されるものは、Ｄターム：Ａ～ＡＢを必ず付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ ブラウン管型 

ＡＢ パネル型 

  
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－７２５ 表示機付き電子計算機等（携帯型） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０Ｂ 一 その他の電子機器等（卓上型） 

Ｈ５－４０ 一 周辺機器及び汎用端末機 

Ｈ５－４０Ｂ 一 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 

Ｈ５－４０ＢＡ 一 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ表示機付き） 

Ｈ５－４１ 一 データ入力機 

Ｈ５－４１Ａ 一 データ入力機（キーボード型） 

Ｈ５－４１ＡＡ 一 データ入力機（キーボード・タイプライター型） 

Ｈ５－４３Ｂ 一 電子計算機用キーボード付データ表示機（卓上型） 
 

関連分類・関連物品 

分類記号 分類の名称または物品の名称 

Ｈ６－５４１ カード記録機 

Ｈ７－７０ 電子計算機等 

Ｈ７－１２２ＢＡ 【操作用機器（小型携帯型）】いわゆるリモコン型・表示部あり 

Ｈ７－１３０ データ入力機等 

Ｈ７－６２４３ 小型データ表示機 

Ｈ７－４３ 携帯電話機 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

電子計算機 電子計算機用入出力端末機 電子情報端末機 

電子辞書 データ通信用入出力端末機 ハンディターミナル 

データ入力機   

   
８ 

定義 

データ表示機が付いた電子計算機のうち、携帯型のものを分類する。 

携帯型とは主に携帯し使用するものをいう。キーの数は問わない。 

 

主に販売時点情報管理システム（ＰＯＳシステム）等で使用される、携帯型データ入力機いわゆるハンディ

ターミナルを含む。 

カード記録機能、無線通信機能、印刷機能、バーコード読み取り機能（スキャナー機能）を持つものを含む。 

 

物品名や、意匠の説明等の記載により、電子辞書や、携帯情報端末機（ＰＤＡ）と判断される物品は、ノート

パソコン型の特徴を備えていてもここに分類する。 
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＜Ｄタームの概要＞ 

Ｈ７－７２５に分類されるものは、Ｄターム：Ａ～ＡＦの何れかを必ず付与する。 

 

Ａ：その他（ＡＡ～ＡＦを除く） 

ＡＡ：ストレート型 

ＡＢ：折畳型  

ＡＣ：回転型 

登録 1156720 

携帯無線電話機  

 

 

登録 1158262  記録媒体用記録 

再生機付電子計算機  

 

登録 1175950 

電子辞書 

登録 1174550 

スケジュール登録機 

 

登録 1172617 

携帯情報端末機 

 

登録 01162779 

モニターテレビ付住宅用情報端末機 

 

登録 00934634-001 

データ通信用入出力端末機 

 

 

登録 1093644 

携帯情報端末機 

 

登録 1077090 

携帯電話機及び携帯用電子計算機

付デジタルカメラ 

 

登録 1158262 

記録媒体用記録再生機付電子計算機 
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ＡＤ：スライド型 

ＡＥ：フリップ型 

ＡＦ：腕時計型 

登録 01119440 電子計算機 

H7-725AF 

 

登録 1174629 

携帯情報端末 

 

登録 1110030 

携帯情報端末 

 

 

登録 1143242 

携帯情報端末機 

 

登録 1158524  携帯情報端末機 

 

登録 1120805 

記録媒体用記録再生機付電子計算機   

 

登録 1173400 
携帯情報通信端末機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

■Ｈ７－７２３（卓上型）、Ｈ７－７２４（ノートパソコン型）、Ｈ７－７２５（携帯型）の関係 

・Ｈ７－７２３～７２５における分類優先順位は、携帯型＞ノートパソコン型＞卓上型 

 

・Ｈ７－７２３（卓上型）には、主に卓上に据え置いて使用されるものを分類する。携帯型、ノートパソコン型

に該当する特徴を持つものは除く。 

・Ｈ７－７２４（ノートパソコン型）には、パネル型表示部とフルキーボード部がヒンジによって折り畳め、Ｂ５

サイズ以上で持ち運び可能なものを分類する。（電子辞書や、携帯情報端末機（ＰＤＡ）と判断される物

品を除く） 

・Ｈ７－７２５（携帯型）には、手の平サイズで持ち運び可能なものを分類する。キーの数は問わない。物品

名や、意匠の説明等の記載により、電子辞書や、携帯情報端末機（ＰＤＡ）と判断される物品は、ノートパ

ソコン型の特徴を備えていてもここに分類する。 

 （テンキー程度の操作ボタンを有すもので通信相手と双方向に通話できる電話機は、携帯電話機に分類す

る。（分類付与運用メモ欄参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 赤外線や電気コードを介して電気信号を送り、機器を人為的に操作（切換、調整等）する操作用機器のう

ち、手の平サイズで、持ち運び可能なものは、Ｈ７－１２２操作用機器（小型携帯型）に分類する。 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

Ｈ７－１２２  登録 1147703 

ビデオプロジェクター用リモートコントローラー 

 

Ｈ７－７２３ 登録 01165379  

電子計算機 

 

Ｈ７－７２４  登録 1177526 

携帯用電子計算機 
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■■携帯電話機と、携帯情報端末機（ＰＤＡ）の関係■■ 

 

【経緯】 

 一昔前は、携帯電話は通話機能のみ、携帯情報端末機は情報管理機能のみを有するものであった。 

 しかし近年、携帯電話機にメールやブラウジング等の通信機能、カメラ（動画・静止画）を搭載した機種や、携帯

情報端末機に通話機能やカメラ（動画・静止画）を搭載した機種が広まり、両者の境界が曖昧になっている。 

 しかし、携帯電話機には携帯電話機特有の形状・大きさがあることから、携帯情報端末機と分類をまとめること

はせず、形状及び説明を考慮した上で、分類することとする。 

 

【基本的な考え方】 

  携帯電話機・・・・・・・・・携帯できる電話機。通話機能を主たる機能とする。 

               電子計算機能は、メール・ブラウジング、電話回線や無線を利用してデータの送受信等。                 

カメラや、バーコード読み取り機能、カード記録機能を有するものもある。 

 

  携帯情報端末機・・・・・システム手帳を小型の電子計算機に置き換えた機器。いわゆるＰＤＡ。 

                 メール・ブラウジング機能、電話回線や無線を利用してデータの送受信等の他、 

                 文章等のデータ作成の機能等を有する。 

                 カメラ、通話機能を有するものもある。 

 

【意匠分類付与の考え方】 

   Ｈ７－４３（携帯電話機） 一般的に「携帯電話」として販売されているものを分類する。 

                   機能通話機能を主たる機能とする。 

                      その他、カメラ、メール・ブラウジング機能、データの送受信等。 

                   形状縦長板状の筐体。テンキーを有する。 

                      正面側において表示部とボタン群がほぼ５対５の割合で配置されている。 
   Ｈ７－７２５（データ表示機付き電子計算機）  

                   一般的に「ＰＤＡ（携帯情報端末機）」として販売されているものを分類する。 

                   機能文章等のデータ作成機能、スケジュール管理等を主たる機能とする。 

                      その他、メール・ブラウジング機能、データの送受信等。 

                   形状板状の筐体で、データ表示部が、正面側のほぼ全幅に渡る。 

                      タッチパネル（及びファンクションキー）又はフルキーを有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H7-725 AA   登録 1158950 

カメラ付き無線電話機 

 

H7-725 AB 

登録 1156722 携帯無線電話機 
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【具体例】 

（１）「テンキー又はフルキー状の操作ボタンを有するものについて」 

①フルキー状の操作ボタンを有する場合は、Ｈ７－７２５に分類する。 

（テンキー状のボタンが共存する場合も含む） 

 

②テンキー状の操作ボタンのみを有する場合は、Ｈ７－４３に分類する。 

 

 

（２）「操作部がタッチパネル方式のものについて」 

①図面中（参考図を含む）に、フルキー状のキーが表されている場合は、Ｈ７－７２５に分類する。 

（テンキー状のキーが表された図面が共存する場合も含む） 

 

②図面中（参考図を含む）に、テンキー状のキーのみが表されている場合は、Ｈ７－４３に分類する。 

 

③図面上、キーの表示がないものについては物品名で判断する。 

「携帯電話機」等 → Ｈ７－４３、 「携帯情報端末機」等 → Ｈ７－７２５ 

 

 

（３）上記のいずれの条件にも該当しないものは物品名で判断する。 

「携帯電話機」等 → Ｈ７－４３、 「携帯情報端末機」等 → Ｈ７－７２５ 

 

 

 

 

■ H7-624 代（データ表示機）との関係 

願書の記載及び添付図面から総合的に判断しても区別が困難な場合には、一般的な販売形態にしたがっ

て分類を付与する。よって、主たる機能の一つとしてナビゲーション機能を有していても、他物品（例： PDA 等）

として一般的に販売されるものは H7-725 に分類する。 

 

【具体例】 

①ナビゲーション機能を有する「携帯情報端末」のうち、 

   一般的に車両に取り付けて使用し、いわゆる「カーナビ」として販売されるもの →Ｈ７－６２４代 

   一般的にポータブル機器として利用され、いわゆる「携帯情報端末」として販売されるもの →Ｈ７－７２５ 

 

【備考】 

①分類先に迷うものは、各件毎に担当審査官の協議を必要とする。 

今後さらに新たな機能が加わった際は、分類・Ｄタームの構成も含めて、再度検討する。 
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過去に分類した物品の名称 
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2 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ ストレート型 

ＡＢ 折畳型 

ＡＣ 回転型 

ＡＤ スライド型 

ＡＥ フリップ型 

ＡＦ 腕時計型 
 

過去に分類した物品の名称 
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2 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

ＡＢ 折畳型 

ＡＣ 回転型 

ＡＤ スライド型 

ＡＥ フリップ型 

ＡＦ 腕時計型 
 

過去に分類した物品の名称 
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2 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

ＡＡ ストレート型 

ＡＢ 折畳型 

ＡＤ スライド型 

ＡＥ フリップ型 

ＡＦ 腕時計型 
 

過去に分類した物品の名称 
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2 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

ＡＡ ストレート型 

ＡＢ 折畳型 

ＡＣ 回転型 

ＡＥ フリップ型 

ＡＦ 腕時計型 
 

過去に分類した物品の名称 
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2 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

ＡＡ ストレート型 

ＡＢ 折畳型 

ＡＣ 回転型 

ＡＤ スライド型 

ＡＦ 腕時計型 
 

過去に分類した物品の名称 
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ その他（ＡＡ～ＡＦ除く） 

ＡＡ ストレート型 

ＡＢ 折畳型 

ＡＣ 回転型 

ＡＤ スライド型 

ＡＥ フリップ型 
 

過去に分類した物品の名称 
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９ 

過去に分類した物品の名称 
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９ 

過去に分類した物品の名称 
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｈ７－７２６ 卓上電子計算機 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ４－５２ 全 卓上電子計算機 

Ｊ４－５２Ａ 全 卓上電子計算機（据置き型・上面矩形） 

Ｊ４－５２Ｂ 全 卓上電子計算機（ハンディー型上面縦長矩形・厚型） 

Ｊ４－５２Ｃ 全 卓上電子計算機（ハンディー型上面縦長矩形・薄型） 

Ｊ４－５２Ｄ 全 卓上電子計算機（ハンディー型・上面横長矩形） 

Ｊ４－５３Ａ 全 プリンター付き卓上電子計算機（小型） 

Ｊ４－５３ 全 プリンター付き卓上電子計算機 

Ｊ４－５４ 全 付加機能付き卓上電子計算機 

Ｊ４－５９ 一 卓上計算機部品及び付属品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ４－６００ 金銭登録機等 

Ｊ４－６１０ 金銭登録機 

Ｈ７－７２５ 表示機付き電子計算機等（携帯型） 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

卓上電子計算機 卓上電子計算機用ケース ラジオ受信機付き卓上電子計算機 
８ 

定義 

卓上及び携帯用で、四則算のみを電子機構で行う計算機。いわゆる「電卓」。部品付属品も含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

・記録機能、通信機能等、四則算以外の機能を持つものはＨ７－７２５（表示機付き電子計算機・携帯型）

へ。 

・電卓付きマウスはＨ７－１３２１（電子計算機用マウス）。 

・計算機付きライターはＢ６－４１（他機能型ライター） 

・計算機付きラジオ受信機はＨ７－２１１（ラジオ受信機）。 

・電卓付き腕時計はＪ２－３００（腕時計）。 

 時計付きであっても、計算値表示部に時刻をデジタル表示するものはＨ７－７２６に分類する。 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

物品名が「卓上電子計算機」であれば、全てここに分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1162759 

「卓上電子計算機」 
登録 1131515 

「卓上電子計算機用ケース」 
登録 1129901 

「卓上電子計算機」 
登録 1111908 

「卓上電子計算機」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７２６ Ａ 上面矩形以外のもの 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ４－５２ 全 卓上電子計算機 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ４－６００ 金銭登録機等 

Ｊ４－６１０ 金銭登録機 

Ｈ７－７２５ 表示機付き電子計算機等（携帯型） 
 

定義（図例必須） 

卓上電子計算機を上面から見て、その平面の外形が矩形（四角形）でないものを分類する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先関係はＣ＞Ｂ＞Ａの順とする。Ｂ又はＣが付与されるものには、Ａは付与しない。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には   Ｃを優先して 

          付与する。 

Ｂ 付加機能付き 

Ｃ プリンター付き 

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1147140 

「卓上電子計算機」 

登録 1131518 

「卓上電子計算機」 

登録 1114031 

「卓上電子計算機」 

登録 1113655 

「卓上電子計算機」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７２６ Ｂ 付加機能付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ４－５４ 全 付加機能付き卓上電子計算機 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２５ 表示機付き電子計算機等（携帯型） 

  
 

定義（図例必須） 

他の物品と複合したもの。 

原則として、他の物品の一部に四則算機能が付加的に備わっているものは除く。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・記録機能、通信機能等、四則算以外の機能を持つものはＨ７－７２５（表示機付き電子計算機・携帯型）

へ。 

・電卓付きマウスはＨ７－１３２１（電子計算機用マウス）。 

・計算機付きライターはＢ６－４１（他機能型ライター） 

・計算機付きラジオ受信機はＨ７－２１１（ラジオ受信機）。 

・電卓付き腕時計はＪ２－３００（腕時計）。 

 時計付きであっても、計算値表示部に時刻をデジタル表示するものはＨ７－７２６に分類する。 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先関係はＣ＞Ｂ＞Ａの順とする。プリンターは付加機能としない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には Ｃを最優先にして  

          付与する。 

Ａ 上面矩形以外のもの 

Ｃ プリンター付き 
 

過去に分類した物品の名称 

そろばん付き卓上電子計算機 ラジオ受信機付き卓上電子計算機 タイマー付き卓上電子計算機 

巻き尺付き卓上電子計算機 テープレコーダー付き卓上電子計算機  

 

登録 1173761 

「写真立て付き卓上電子計算機」 

登録 1113989 

「ドライバー付卓上電子計算機」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｈ７－７２６ Ｃ プリンター付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ４－５３ 全 プリンター付き卓上電子計算機 

Ｊ４－５３Ａ 全 プリンター付き卓上電子計算機（小型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２５ 表示機付き電子計算機等（携帯型） 

  

  
 

定義（図例必須） 

プリンター付きの卓上電子計算機。プリンターが卓上計算機と一体のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先関係はＣ＞Ｂ＞Ａの順とする。Ａ，Ｂに優先して付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＣを最優先にして   

          付与する。 

Ａ 上面矩形以外のもの 

Ｂ 付加機能付き 

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

プリンター付き卓上電子計算機   

   

 

登録 1061874-001 

「プリンター付卓上電子計算機」 

登録 991352 

「プリンター付卓上電子計算機」 

登録 944136 

「プリンター付卓上電子計算機」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－７９１ 電子計算機等部品 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９００ 一 電子計算機等部品及び付属品 

Ｈ５－９１０ 一 電子計算機等部品 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
 

定義 

電子計算機等の関連機器で他に分類されている機器の部品、以外の電子計算機等の部品を分類する。 

1100290 電子計算機用蓋 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

電子計算機等の関連機器で他に分類されている機器の部品は、他の機器の部品として分類する。 

例えば、以下のようなもの。 

ディスク挿入式記録機器部品（Ｈ６－５２９１）。 

その他媒体の記録機器等部品及び付属品（Ｈ６－５４９）。 

情報記録機等部品（Ｈ６－５９１）。 

電子計算機用中央処理機部品（Ｈ６－６９１）。 

データ入力機等部品（Ｈ７－１３９１）。 

紙データ入出力機等部品及び付属品（Ｈ７－５９０）、インクカートリッジ（Ｈ７－５９１）、トナーカートリッジ

（Ｈ７－５９２）、インクリボンカートリッジ（Ｈ７－５９３）、画像形成機（Ｈ７－５９４）、給排紙機（Ｈ７－５９５）、

プリンター用印字ヘッド（Ｈ７－５９６）。 

データ表示機等部品（Ｈ７－６２９０）。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

＜H7-590＞ 
1183057 号 
インクフィルムリール用ギヤ 
 

  

＜H7-590＞ 
1151870 号 
プリンタ用紙送り装置 

 

＜H7-1391＞ 
1137490 号 
指紋照合検出器用指当て板 

  

＜H6-549＞ 
1178739 号 
メモリーカード用コネクタ 

 

＜H6-549＞ 
1172568 号 
電気コネクタ 

 

＜H6-549＞ 
1166913 号 
メモリーカード装着器 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－７９２ 電子計算機等付属品 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－９００ 一 電子計算機等部品及び付属品 

Ｈ５－９２０ 一 電子計算機等付属品 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ２－２１２０Ａ 充電器（置き台型） 

Ｄ６－４２ 水切り棚、簡易台等 

Ｆ２－７３１１１ マウスパッド等 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

携帯情報端末用スタンド 電子計算機用充電及び接続機  

   

   

   
 

定義 

 電子計算機等の関連機器で、他に分類されている機器の付属品以外の、電子計算機等の付属品を分類

する。 

登録 1167129 号 

バインダ金具付き 

電子端末機器携帯具 

 

登録 1140354 号 

車載用電子計算機装着台 

 

登録 1167342 

携帯情報端末用スタンド 

 

登録 1113122 

電子計算機用充電及び接続

機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

■電子計算機等の関連機器で他に分類されている機器の付属品は、他の機器の付属品として分類する。 

例えば、以下のようなもの。 

ディスク挿入式記録機器付属品（Ｈ６－５２９２）。 

その他媒体の記録機器等部品及び付属品（Ｈ６－５４９）。 

情報記録機等付属品（Ｈ６－５９２）。 

電子計算機用中央処理機付属品（Ｈ６－６９２）。 

データ入力機等付属品（Ｈ７－１３９２）。 

紙データ入出力機等部品及び付属品（Ｈ７－５９０）、インクカートリッジ（Ｈ７－５９１）、トナーカートリッジ

（Ｈ７－５９２）、インクリボンカートリッジ（Ｈ７－５９３）、画像形成機（Ｈ７－５９４）、給排紙機（Ｈ７－５９５）、

プリンター用印字ヘッド（Ｈ７－５９６）。 

データ表示機等付属品（Ｈ７－６２９０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Ｈ７－１３１（キーボード入力機）との関係について 

ケース型・スタンド型等、電子計算機等を載置して使用するキーボードについては、その主となる用途・機

能がキーボードであるものは H7-131 に分類する。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜H7-1392＞ 
1168665 号 
キーボード保持具 

 

＜H7-590＞ 
1138186 号 
画像読み取り機用倒立スタンド 

   

<H7-131A> 

登録 1389934 

データ入力用キ－ボ－ド 
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■携帯型の電子機器を取り付ける型式のビューワーについて（Ｈ７－６２９０との関係） 

   携帯型の電子機器を取り付け、頭部に装着したり、手で持ってのぞき込んで使用したりする立体視ビュー

ワーは、Ｈ７－６２９０に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1567489 
ヘッドマウントディスプレイ用箱体 
H7-6290 

登録 1559871 
三次元画像用眼鏡 
H7-6290 
 




